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○指定基準の１／１０全国会議資料からの主な変更点新旧対照表（ページ数は、 会議資料本冊及び別冊のもの）1/10
（施設編）

ページ数 （旧） （新）

○各施設について、基本方針を修正P80 P146

第 １ 節 基 本 方 針 （ 基 本 方 針 ）
、 、１ 指定身体障害者更生施設は、入所者に対して、治 第三条 指定身体障害者更生施設は 入所者に対して

そ の 自 立 と 社 会 経 済 活 動 へ の 参 加 を 促 進 す る 観 点 か療又は指導及びその更生に必要な訓練を適切に行う
ら 、 治 療 又 は 指 導 及 び そ の 更 生 に 必 要 な 訓 練 を 適 切ものでなければならないこと。
に行うものでなければならない。

２ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 入 所 者 の 意 思 及 び 人２ 指定身体障害者更生施設は、入所者の意思及び人
格 を 尊 重 し 、 常 に そ の 者 の 立 場 に 立 っ て 指 定 施 設 支格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支
援を提供するように努めなければならない。援を提供するように努めること。

３ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 で き る 限 り 居 宅 に 近３ 指定身体障害者更生施設は、明るく家庭的な雰囲
い 環 境 の 中 で 、 地 域 や 家 庭 と の 結 び 付 き を 重 視 し た気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営
運 営 を 行 い 、 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下 同 じ 、を 行 い 、 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下 同 じ 、 居 宅） 。）
法 第 四 条 の 二 第 五 項 に 規 定 す る 身 体 障 害 者 居 宅 生 活支援事業者（法４条の２に規定する身体障害者居宅
支 援 事 業 を 行 う 者 、 他 の 身 体 障 害 者 更 生 援 護 施 設支 援 を 行 う 者 を い う 、 他 の 法 第 １ ７ 条 の １ ０ に。） ）
そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供規定する指定身体障害者更生施設等その他の保健医
する者との密接な連携に努めなければならない。療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密

接な連携に努めること。

○各施設について、具体的な人員数と重度者対応規定を記載し、生活指導員及び処遇の名称を変更P80 P146

（ 例 （ 指 定 肢 体 不 自 由 者 更 生 施 設 の 従 業 者 の 員 数 ）１ 指 定 肢 体 不 自 由 者 更 生 施 設 の 従 業 者 の 員 数 ）
第 四 条 指 定 肢 体 不 自 由 者 更 生 施 設 に 置 く べ き 従 業 者（１）指定肢体不自由者更生施設に置くべき従業者の

及 び そ の 員 数 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 入 所員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が
定 員 が 四 十 人 を 超 え な い に あ っ て は 、 第 三 号 の○人を超えない指定肢体不自由者更生施設にあっ も の
栄養士を置かないことができる。ては、ウの栄養士を置かないことができる。
一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上ア 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の世

の指導を行うために必要な数話を行うために必要な数
、 、 、 、イ 看護婦又は看護士 以下 看護職員 という（ 「 」 。 二 看護師 理学療法士 作業療法士 心理判定員

職 能 判 定 員 、 あ ん 摩 マ ツ サ ー ジ 指 圧 師 、 職 業 指 導以 下 同 じ 、 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 、 心 理。）
員 生活支援員判定員 職能判定員 あん摩マッサージ指圧師 及び、 、 、
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職業指導員及び生活指導員
イ 入 所 者 の 数 が 五 十 を 超 え な い 指 定 肢 体 不 自 由(ｱ) 入所者の数が、○を超えない指定肢体不自

者 更 生 施 設 に あ っ て は 、 看 護 師 、 理 学 療 法 士 、由者更生施設にあっては、看護職員、理学療
作 業 療 法 士 、 心 理 判 定 員 、 職 能 判 定 員 、 あ ん 摩法士 作業療法士 心理判定員 職能判定員、 、 、 、
マ ツ サ ー ジ 指 圧 師 、 職 業 指 導 員 及 び 生 活 支 援 員あん摩マッサージ指圧師、職業指導員及び生
の総数は、常勤換算方法で、八以上活指導員の総数は、常勤換算方法で○以上

ロ 入 所 者 の 数 が 五 十 を 超 え る 指 定 肢 体 不 自 由 者(ｲ) 入所者の数が○を超える指定肢体不自由者
更 生 施 設 に あ っ て は 、 看 護 師 、 理 学 療 法 士 、 作更生施設にあっては 看護職員 理学療法士、 、 、
業 療 法 士 、 心 理 判 定 員 、 職 能 判 定 員 、 あ ん 摩 マ作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん
ツ サ ー ジ 指 圧 師 、 職 業 指 導 員 及 び 生 活 支 援 員 の摩マッサージ指圧師、職業指導員及び生活指
総 数 は 、 常 勤 換 算 方 法 で 、 八 に 、 入 所 者 の 数 が導 員 の 総 数 は 、 常 勤 換 算 方 法 で (ｱ)に 入 所 者
五 十 を 超 え て 二 十 又 は そ の 端 数 を 増 す ご と に 一の数が○又はその端数を増すごとに○を加え
を加えて得た数以上て得た数以上

(ｳ) 看護職員の数は、次のとおりとすること。
○以上

ハ 理学療法士 常勤換算方法で一以上(ｴ) 理学療法士 ○以上
ニ 作業療法士 常勤換算方法で一以上(ｵ) 作業療法士 ○以上

三 栄養士 一以上ウ 栄養士 ○以上

２ 前 項 の 入 所 者 の 数 は 、 前 年 度 の 平 均 値 と す る 。 た（ ２ （ １ ） の 入 所 者 の 数 は 、 新 規 に 指 定 を 受 け る 場）
だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。合は、推定数による。

３ 指 定 肢 体 不 自 由 者 更 生 施 設 の 従 業 者 は 、 専 ら 当 該（３）指定肢体不自由者更生施設の職員は、専ら当該
指 定 肢 体 不 自 由 者 更 生 施 設 の 職 務 に 従 事 す る 者 で な指 定 肢 体 不 自 由 者 更 生 施 設 の 職 務 に 従 事 す る 者
け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 入 所 者 の 支 援 に 支 障 が なで な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 入 所 者 の 処 遇 に
い場合はこの限りでない。支障がない場合はこの限りでないこと。

４ 第 一 項 第 二 号 の 看 護 師 の う ち 、 一 人 以 上 は 、 常 勤（ ４ （ １ ） イ の 看 護 職 員 の う ち 、 ○ 人 以 上 は 、 常 勤）
の者でなければならない。の者であること。

５ 第 一 項 第 二 号 の 職 業 指 導 員 の う ち 、 一 人 以 上 は 、
常勤の者でなければならない。

６ 第 一 項 第 二 号 の 生 活 支 援 員 の う ち 、 一 人 以 上 は 、（ ５ （ １ ） イ の 生 活 指 導 員 の う ち 、 ○ 人 以 上 は 、 常）
常勤の者でなければならない。勤の者であること。

（ ６ （ １ ） の イ の 理 学 療 法 士 及 び 作 業 療 法 士 は 、 当）
該 指 定 肢 体 不 自 由 者 更 生 施 設 の 他 の 業 務 に 従 事
することができる。
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７ 指 定 肢 体 不 自 由 者 更 生 施 設 は 、 入 所 に よ る 指 定 施
設 支 援 に 併 せ て 通 所 に よ る 指 定 施 設 支 援 を 提 供 す る
場 合 は 、 第 一 項 に 掲 げ る 員 数 の 従 業 者 に 加 え て 、 当
該 通 所 に よ る 指 定 施 設 支 援 を 提 供 す る 第 一 項 第 二 号

置 く も の と し 当 該 従 業 者 の 総 数に 掲 げ る 従 業 者 を 、
常 勤 換 算 方 法 で 、 当 該 通 所 に よ る 入 所 者 の 数 をは 、

六・三で除して得た数以上とする。

８ 指 定 肢 体 不 自 由 者 更 生 施 設 は 、 入 所 者 の 身 体 障 害＊重度者に配慮した人員配置については、引き続き検
程 度 区 分 に 応 じ た 適 切 な 対 応 を 図 る た め 、 第 一 項討中。 に
及 び 前 項 に 掲 げ る 従 業 者 に 加 え て 、 必 要 な 従 業 者 を
置かなければならない。

○身体障害者療護施設の理学療法士について、理学療法士又は作業療法士とした。P87 P163

（ 従 業 者 の 員 数 ）１ 従 業 者 の 員 数
第 四 十 三 条 指 定 身 体 障 害 者 療 護 施 設 に 置 く べ き 従 業（１）指定身体障害者療護施設に置くべき従業者の員

者 及 び そ の 員 数 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 入数 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 入 所 定 員 が
所 定 員 が 四 十 人 を 超 え な い に あ っ て は 、 第 三 号○人を超えない指定身体障害者療護施設にあって も の
の栄養士を置かないことができる。は、ウの栄養士を置かないことができる。
一 医 師 入 所 者 に 対 し 健 康 管 理 及 び 療 養 上 の 指 導ア 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の世

を行うために必要な数話を行うために必要な数
二 看 護 師 、 介 護 職 員 、 理 学 療 法 士 作 業 療 法 士イ 看護婦又は看護士 以下 看護職員 という 又 は（ 「 」 。

生活支援員以 下 同 じ 、 介 護 職 員 、 理 学 療 法 士 及 び 生 活 及び。）
イ 看 護 師 、 介 護 職 員 、 理 学 療 法 士 作 業 療 法指導員 又 は

士 及 び 生 活 支 援 員 の 総 数 は 、 常 勤 換 算 方 法 で 、(ｱ) 看護職員、介護職員、理学療法士及び生活指
入所者の数を二・二で除して得た数以上導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を

○で除して得た数以上 ･･････

○身体障害者療護施設の居室について、一人当たりの床面積を変更P87 P163

（ 設 備 ）１ 設 備
第 四 十 四 条 指 定 身 体 障 害 者 療 護 施 設 の 設 備 の 基 準 は（１）指定身体障害者療護施設の設備の基準は次のと

次のとおりとする。おりとする。
一 居室ア 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。(ｱ) 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 入 所 者 一 人 当 た り の 床 面 積 は 、 収 納 設 備 等 を(ｲ) 入所者一人当たりの床面積は、収納設備を

除き、 平方メートル以上とすること。除き、 平方メートル以上とすること。 九・九6.6
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。(ｳ) 特殊寝台又はこれに代わる設備を備えるこ ハ 特殊寝台又はこれに代わる設備を備えること
と。

○各施設の運営基準において、入退所の規定を変更P83 P152

（ 入 退 所 ）１ 入 退 所
第十一条 １～５項（略）（１）～（５）略
６ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 入 所 者 に つ い て 、 そ（６）指定身体障害者更生施設は、入所者について、

その心身の状況、その置かれている環境等に照ら 法 第 十 七 条 の 四 第 一 項 にの 心 身 の 状 況 等 に 照 ら し 、
を 利 用 す る こ と に よ り 、 そし、その者が居宅において日常生活を営むことが 規 定 す る 指 定 居 宅 支 援 等

の者が居宅において日常生活を営むことができるかできるかどうかを検討すること。
どうかを定期的に検討しなければならない。

７ 前 項 の 検 討 に 当 た っ て は 、 看 護 師 、 生 活 支 援 員 等（ ７ （ ６ ） の 検 討 に 当 た っ て は 、 生 活 指 導 員 、 介 護）
の従業者の間で協議しなければならない。職員、看護職員等の従業者の間で協議すること。

８ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 心 身 の 状 況 等 に 照 ら（８）指定身体障害者更生施設は、居宅において日常
し て 、 指 定 居 宅 支 援 等 を 利 用 す る こ と に よ り 居 宅 に生活を営むことを希望する入所者に対し、その者
お い て 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る と 認 め ら れ る 入が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、
所 者 に 対 し 、 そ の 者 の 希 望 等 を 勘 案 し 、 そ の 者 の 円その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこ
滑 な 退 所 の た め に 必 要 な 援 助 を 行 わ な け れ ば な ら なと。
い。

○各施設の運営基準において、金銭の支払いの範囲等についての規定を置いた。P83 P154

（ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 が 入 所 者 等 に 求 め る こ と の６ 利 用 者 負 担 金 等 の 受 領
で き る 金 銭 の 支 払 の 範 囲 等 ）（５）指定身体障害者更生施設は、あいまいな名目に
第 十 四 条 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 が 指 定 施 設 支 援 をよる不適切な費用の徴収を行うことはできないこ

提 供 す る 入 所 者 等 に 対 し て 金 銭 の 支 払 を 求 め る こ とと。
が で き る の は 、 当 該 金 銭 の 使 途 が 直 接 当 該 入 所 者 の
便 益 を 向 上 さ せ る も の で あ っ て 、 当 該 入 所 者 に 支 払
を求めることが適当であるものに限るものとする。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 金 銭 の 支 払 を 求 め る 際 に は 、 当
該 金 銭 の 使 途 及 び 額 並 び に 入 所 者 等 に 金 銭 の 支 払 を
求 め る 理 由 に つ い て 書 面 に よ っ て 明 ら か に す る と と
も に 、 入 所 者 等 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。 た だ
し 、 次 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で に 掲 げ る 支 払 に つ い
ては、この限りではない。
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○各施設の施設利用者負担額等の受領規定に緊急時等の償還払い規定と ｻｰﾋﾞｽ提供証明書の交付規定を追加 ｡P83 P154

（ 施 設 利 用 者 負 担 額 等 の 受 領 ）６ 利 用 者 負 担 金 等 の 受 領
第 十 五 条 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 指 定 施 設 支 援（１）指定身体障害者更生施設は、法定代理受領サー

を 提 供 し た 際 は 、 入 所 者 又 は そ の 扶 養 義 務 者 か ら 施ビスに該当する指定施設支援を提供した際には、
設利用者負担額の支払を受けるものとする。入所者又はその扶養義務者から利用者負担額の支

払を受けるものとすること。

２ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 法 定 代 理 受 領 を 行 わ
な い 指 定 施 設 支 援 を 提 供 し た 際 は 、 前 項 に 掲 げ る 施
設 利 用 者 負 担 額 の ほ か 、 入 所 者 か ら 法 第 十 七 条 の 十
第二項に規定する額の支払を受けるものとする。

３ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 前 二 項 の 支 払 を 受 け（ ２ ） 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は （ １ ） の 支 払 を 受、
る 額 の ほ か 、 指 定 施 設 支 援 に お い て 提 供 さ れ る 便 宜ける額のほか、身体障害者施設支援において提供
に 要 す る 費 用 の う ち 、 被 服 費 、 日 用 品 費 そ の 他 の 日される便宜のうち、被服費、日用品費その他の日
常 生 活 に お い て も 通 常 必 要 と な る も の に 係 る 費 用 で常生活においても通常必要となるものに係る費用
あ っ て 、 そ の 入 所 者 に 負 担 さ せ る こ と が 適 当 と 認 めであってその入所者に負担させることが適当と認
られるものの支払を受けることができる。められるものの支払いを受けることができる。

４ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 前 三 項 の 費 用 の 支 払（ ３ （ １ ） 又 は （ ２ ） の 規 定 に よ る 額 の 支 払 い を 受）
を 受 け た 場 合 は 、 当 該 費 用 に 係 る 領 収 証 を 入 所 者 にけた場合には、当該利用者に対し領収証を交付す
対し交付しなければならない。ること。

５ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 第 三 項 の 費 用 の 額 に（ ４ ） 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は （ ２ ） に 掲 げ る 費、
係 る サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 、 入用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら
所 者 に 対 し 、 当 該 サ ー ビ ス の 内 容 及 び 費 用 に つ い てかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び
説明を行い、入所者の同意を得なければならない。費用について説明を行い、入所者の同意を得るこ

と。

（５）略

（ 施 設 訓 練 等 支 援 費 の 額 に 係 る 通 知 ）７ 施 設 訓 練 等 支 援 費 の 額 に 係 る 通 知
第 十 六 条 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 市 町 村 か ら 指指定身体障害者更生施設は、市町村から法定代理受

定 施 設 支 援 に 係 る 施 設 訓 練 等 支 援 費 の 支 給 を 受 け た領サービスに該当する指定施設支援に係る施設訓練
場 合 は 、 入 所 者 に 対 し 、 当 該 入 所 者 に 係 る 施 設 訓 練等支援費の支給を受けた場合には、入所者に対し、
等支援費の額を通知しなければならない。当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しな
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ければならない。
２ 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 は 、 第 二 項 の 法 定 代前 条

理 受 領 を 行 わ な い 指 定 施 設 支 援 に 係 る 費 用 の 支 払 を
受 け た 場 合 は 、 そ の 提 供 し た 指 定 施 設 支 援 の 内 容 、
費 用 の 額 そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 事 項 を 記 載 し た サ
ー ビ ス 提 供 証 明 書 を 入 所 者 に 対 し て 交 付 し な け れ ば
ならない。

－ － ○各施設の設備基準について、経過措置を置いた。

附 則

（施行期日 )
第 一 条 こ の 省 令 は 、 平 成 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す

る。

（身体障害者更生施設の経過措置）
第 二 条 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 身 体 障 害 者 更

生施設の建物 (基本的な設備が完成しているものを含
み 、 こ の 省 令 の 施 行 の 後 に 増 築 さ れ 、 又 は 全 面 的 に
改築された部分を除く。以下本条において同じ。 )に
つ い て 、 第 八 条 第 一 項 第 一 号 ロ 及 び 同 項 第 九 号 の 規
定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 同 項 第 一 号 ロ 中 「 六
・ 六 平 方 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 三 ・ 三 平 方 メ ー ト
ル 」 と 、 同 項 第 九 号 中 「 二 ・ 二 メ ー ト ル 」 と あ る の
は「一・八メートル」とする。

２ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 身 体 障 害 者 更 生 施
設 の 建 物 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 第 八 条 第 二 項 か ら
第四項までの集会室を置かないことができる。

（身体障害者療護施設の経過措置）
第 三 条 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 身 体 障 害 者 療

護 施 設 の 建 物 （ 基 本 的 な 設 備 が 完 成 し て い る も の を
含 み 、 こ の 省 令 の 施 行 の 後 に 増 築 さ れ 、 又 は 全 面 的
に 改 築 さ れ た 部 分 を 除 く ） に つ い て 、 第 四 十 四 条。
第 一 項 第 一 号 ロ の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、
「 九 ・ 九 平 方 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 六 ・ 六 平 方 メ
ートル」とする。
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（身体障害者入所授産施設の経過措置）
第 四 条 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 身 体 障 害 者 入

所 授 産 施 設 の 建 物 （ 基 本 的 な 設 備 が 完 成 し て い る も
の を 含 み 、 こ の 省 令 の 施 行 の 後 に 増 築 さ れ 、 又 は 全
面 的 に 改 築 さ れ た 部 分 を 除 く 。 以 下 本 条 に お い て 同
じ ） に つ い て 、 第 五 十 二 条 第 一 項 第 一 号 ロ 及 び 同。
項 第 十 二 号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 同 項
第 一 号 ロ 中 「 六 ・ 六 平 方 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 三
・ 三 平 方 メ ー ト ル 」 と 、 同 項 第 十 二 号 中 「 二 ・ 二 メ
ートル」とあるのは「一・八メートル」とする。

２ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 身 体 障 害 者 授 産 施
設 の 建 物 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 第 五 十 二 条 第 一 項
第七号の医務室を置かないことができる。

（身体障害者通所授産施設の経過措置）
第 五 条 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 身 体 障 害 者 通

所 授 産 施 設 の 建 物 （ 基 本 的 な 設 備 が 完 成 し て い る も
の を 含 み 、 こ の 省 令 の 施 行 の 後 に 増 築 さ れ 、 又 は 全
面 的 に 改 築 さ れ た 部 分 を 除 く ） に つ い て 、 第 五 十。

、三条第一項第八号の規定を適用する場合においては
「 二 ・ 二 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 一 ・ 八 メ ー ト ル 」
とする。

○知的障害者

附 則

（施行期日 )
第 一 条 こ の 省 令 は 、 平 成 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す

る。

（知的障害者入所更生施設の経過措置）
第 二 条 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 知 的 障 害 者 入

所更生施設の建物 (基本的な設備が完成しているもの
を 含 み 、 こ の 省 令 の 施 行 の 後 に 増 築 さ れ 、 又 は 全 面
的に改築された部分を除く。 )について、第七条第一
項 第 一 号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 同 号 イ
中 「 四 人 」 と あ る の は 「 原 則 と し て 四 人 」 と 、 同 号
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ロ 中 「 六 ・ 六 平 方 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 三 ・ 三 平
方メートル」とする。

（知的障害者入所授産施設の経過措置）
第 三 条 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 知 的 障 害 者 入

所授産施設の建物 (基本的な設備が完成しているもの
を 含 み 、 こ の 省 令 の 施 行 の 後 に 増 築 さ れ 、 又 は 全 面
的に改築された部分を除く。 )について、第四十八条
第 一 項 第 一 号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 同
号 イ 中 「 四 人 」 と あ る の は 「 原 則 と し て 四 人 」 と 、
同 号 ロ 中 「 六 ・ 六 平 方 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 三 ・
三平方メートル」とする。

（知的障害者通勤寮の経過措置）
第 四 条 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 知 的 障 害 者 通

勤寮の建物 (基本的な設備が完成しているものを含
み 、 こ の 省 令 の 施 行 の 後 に 増 築 さ れ 、 又 は 全 面 的 に
改築された部分を除く。 )について、第五十六条第一
項 第 一 号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 同 号 イ
中 「 四 人 」 と あ る の は 「 原 則 と し て 四 人 」 と 、 同 号
ロ 中 「 六 ・ 六 平 方 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 三 ・ 三 平
方メートル」とする。
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（居宅編）

ページ数 （旧） （新）

○各指定居宅支援事業者の運営基準において、金銭の支払いの範囲等についての規定を置いた。P43 P89

１ ２ 利 用 者 負 担 金 等 の 受 領 （ 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 が 利 用 者 等 に 求 め る こ と の で（１）～（４）略
き る 金 銭 の 支 払 の 範 囲 等 ）（５）指定居宅介護事業者は、あいまいな名目による

不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。 第 十 九 条 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 が 指 定 居 宅 介 護 を 提 供
す る 利 用 者 等 に 対 し て 金 銭 の 支 払 を 求 め る こ と が で
き る の は 、 当 該 金 銭 の 使 途 が 直 接 当 該 利 用 者 の 便 益
を向上させるものであって、当該利用者に支払を求
めることが適当であるものに限るものとする。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 金 銭 の 支 払 を 求 め る 際 に は 、 当
該 金 銭 の 使 途 及 び 額 並 び に 入 所 者 等 に 金 銭 の 支 払 を
求 め る 理 由 に つ い て 明 ら か に す る と と も に 、 利 用 者
等 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 条 第 一
項 か ら 第 三 項 ま で に 掲 げ る 支 払 に つ い て は 、 こ の 限
りではない。

○居宅利用者負担額等の受領規定に緊急時等の償還払い規定と ｻｰﾋﾞｽ提供証明書の交付規定を追加 ｡P43 P89

１ ２ 利 用 者 負 担 金 等 の 受 領 （ 居 宅 利 用 者 負 担 額 等 の 受 領 ）
（１）指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービス 第 二 十 条 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 介 護 を 提

に該当する指定居宅介護を提供した際には、利用 供 し た 際 に は 、 利 用 者 又 は そ の 扶 養 義 務 者 か ら 居 宅
者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を 利用者負担額の支払を受けるものとする。
受けるものとすること。

２ 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 法 定 代 理 受 領 を 行 わ な い
指 定 居 宅 介 護 を 提 供 し た 際 に は 、 前 項 に 掲 げ る 居 宅
利 用 者 負 担 額 の ほ か 、 利 用 者 か ら 法 第 十 七 条 の 四 第
二項に規定する額の支払いを受けるものとする。

（ ２ ） 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は （ １ ） の 支 払 を 受 け る ３ 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 前 二 項 の 支 払 を 受 け る 額、
額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施 の ほ か 、 利 用 者 の 選 定 に よ り 通 常 の 事 業 の 実 施 地 域
地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行 以 外 の 地 域 に お い て 指 定 居 宅 介 護 を 行 う 場 合 は 、 そ
う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用 れ に 要 し た 交 通 費 の 額 の 支 払 を 利 用 者 か ら 受 け る こ
者から受けることができること。 とができる。
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（ ３ （ １ ） 又 は （ ２ ） の 規 定 に よ る 額 の 支 払 い を 受 ４ 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 前 三 項 の 費 用 の 支 払 い を）
けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付す 受 け た 場 合 は 、 当 該 費 用 に 係 る 領 収 証 を 利 用 者 に 対
ること。 し交付しなければならない。

（ ４ ） 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は （ ２ ） の 費 用 の 額 に 係 ５ 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 第 三 項 の 費 用 の 額 に 係 る、
るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利 サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 、 利 用 者
用者に対し、当該サービスの内容及び費用につい に 対 し 、 当 該 サ ー ビ ス の 内 容 及 び 費 用 に つ い て 説 明
て説明を行い、利用者の同意を得ること。 を行い、利用者の同意を得なければならない。

１ ３ 居 宅 生 活 支 援 費 の 額 に 係 る 通 知 （ 居 宅 生 活 支 援 費 の 額 に 係 る 通 知 等 ）
指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受 第 二 十 一 条 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 市 町 村 か ら 指 定

領サービスに該当する指定居宅支援に係る居宅生 居 宅 支 援 に 係 る 居 宅 生 活 支 援 費 の 支 給 を 受 け た 場 合
活支援費の支給を受けた場合には 利用者に対し は 、 利 用 者 に 対 し 、 当 該 利 用 者 に 係 る 居 宅 生 活 支 援、 、
当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知する 費の額を通知しなければならない。
こと。

２ 指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 前 条 第 二 項 の 法 定 代 理 受
領 を 行 わ な い 指 定 居 宅 介 護 に 係 る 費 用 の 支 払 を 受 け
た 場 合 は 、 そ の 提 供 し た 指 定 居 宅 介 護 の 内 容 、 費 用
の 額 、 そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 事 項 を 記 載 し た サ ー
ビス提供証明書を利用者に対して交付しなければな
らない。

○指定短期入所事業者で、日中受け入れを実施する場合の規定を追加した （知的障害者、児童について）P62 P106 。

２ 知 的 障 害 者 更 生 施 設 等 と の 併 設 （ 設 備 及 び 備 品 等 ）
指定短期入所の事業を行う者（以下「指定短期入 第 六 十 七 条 指 定 短 期 入 所 事 業 所 は 、 併 設 事 業 所 で あ

所 事 業 者 」 と い う ） が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 （ 以 る か 、 又 は 法 第 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 施 設 の 居 室 で。
下 「 指 定 短 期 入 所 事 業 所 」 と い う ） は 、 知 的 障 害 あ っ て そ の 全 部 若 し く は 一 部 が 入 所 者 に 利 用 さ れ て。
者福祉法施行規則（昭和 年厚生省令第 号。以 い な い 居 室 を 用 い る も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ35 16
下 「 施 行 規 則 」 と い う ） 第 ○ 条 に 規 定 す る 施 設 に し 、 宿 泊 を 伴 わ な い 指 定 短 期 入 所 の み を 提 供 す る 指。
併設するか、若しくは当該施設の居室であってその 定 短 期 入 所 事 業 所 に あ っ て は 、 居 室 を 用 い ず に 当 該
全部又は一部が入所者に利用されていない居室を用 指定短期入所を提供することができる。
いるものでなければならないこと。

○指定地域生活援助事業所の管理者の兼務について、規定を変更した。P65 P112

２ 管 理 者 （ 管 理 者 ）
（１）指定地域生活援助事業者は、指定地域生活援助 第 八 十 三 条 指 定 地 域 生 活 援 助 事 業 者 は 、 指 定 地 域 生

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理 活 援 助 事 業 所 ご と に 専 ら そ の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の
者を置かなければならない。ただし、共同生活住 管 理 者 を 置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 地 域
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居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居 生 活 援 助 事 業 所 の 管 理 上 支 障 が な い 場 合 は 、 当 該 指
の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の 定 地 域 生 活 援 助 事 業 所 の 他 の 職 務 に 従 事 し 、 又 は 他
事業所、施設等の職務に従事することができるも の 事 業 所 、 施 設 等 の 職 務 に 従 事 す る こ と が で き る も
のとする。 のとする。

○指定地域生活援助事業所の設備及び定員について、変更した。P65 P112

１ 設 備 に 関 す る 基 準 （ 設 備 に 関 す る 基 準 ）
（１）指定地域生活援助事業所は、その入居定員を４ 第 八 十 四 条 指 定 地 域 生 活 援 助 事 業 所 は 、 そ の 入 居 定

人以上とし、居室を設けるほか、居間、食堂等入 員 を 四 人 以 上 七 人 以 下 と し 、 居 室 そ の 他 利 用 者 が 相
居者が相互交流することができる場所を有するこ 互 に 交 流 を 図 る こ と が で き る 設 備 を 設 け る も の と す
と。 る。

（ ２ （ １ ） に 規 定 す る 居 室 の 基 準 は 次 の と お り と す ２ 前項に規定する居室は、原則として個室とする。）
る。
イ １の居室の定員は、２人以下とすること。
ロ １ の 居 室 の 床 面 積 は 、 １ 人 用 居 室 に あ っ て

に あ っ て は 、 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る こ9.9
と。

○指定地域生活援助の入居対象者の要件を見直した。P66 P113

９ 入 退 居 （ 入 退 居 ）
（１）指定地域生活援助は、居宅支給決定知的障害者 第 八 十 五 条 指 定 地 域 生 活 援 助 は 、 満 十 五 歳 以 上 の 知

であって次に掲げる要件のいずれにも該当する者 的 障 害 者 で あ っ て 、 共 同 生 活 住 居 へ の 入 居 を 必 要 と
に提供するものとすること。 す る 者 （ 入 院 治 療 を 要 す る 者 を 除 く ） に 提 供 す る。
ア 日 常 生 活 上 の 援 助 を 受 け な い で 生 活 す る こ と ものとする。

が、可能でないか又は適当でないこと。
イ 数人で共同の生活を送ることに支障がない程

度に身辺自立ができていること。
。ウ 日常生活を維持するに足りる収入があること

○指定地域生活援助の「管理者による管理」規定を削除した。P67 P115

１ ８ 管 理 者 に よ る 管 理
共同生活住居の管理者は、同時に指定施設、指

であってはならない。ただし、当該共同生活住居
の管理上支障がない場合はこの限りでないこと。
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○現行最低基準の改正後比較表 ※今後、文言の修正があり得るものである。

現行最低基準 最低基準改正案

○身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関 ○身体障害者更生援護施設の設備及び運営に

する基準 関する基準

(平成十二年三月三十日) (平成十四年○月○日)

(厚生省令第五十四号) (厚生労働省令第○号)

第一章 総則第一章 総則

（趣旨）（趣旨）

第一条 身体障害者福祉法（昭和二十四年法第一条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283

律第二百八十三号。以下「法」という。）号。以下「法」という。)第28条第１項の規

第二十八条第一項の規定による身体障害者定による身体障害者更生援護施設の設備及び

更生援護施設の設備及び運営に関する基準運営に関する基準は、この省令の定めるとこ

は、この省令の定めるところによる。ろによる。

（基本方針）(基本方針)

第二条 身体障害者更生援護施設は、入所者第二条 身体障害者更生援護施設は、入所者又

又は利用者（以下この章において「入所者は利用者(以下この章において「入所者等」

等」という。）に対し、その自立と社会経という。)に対し、健全な環境の下で、社会

済 、健全福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員 活動への参加を促進する観点から

な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意による適切な処遇を行うよう努めなければな

及び能力を有する職員による適切な支援をらない。

行うよう努めなければならない。

２ 身体障害者更生援護施設は、入所者等の

意思及び人格を尊重し、常にその者の立場

に立って支援を行うように努めなければな

らない。

３ 身体障害者更生援護施設は、できるだけ

、地域や家庭との結居宅に近い環境の中で

び付きを重視した運営を行い、市町村（特

別区を含む。以下同じ。）、身体障害者の

福祉を増進することを目的とする事業を行

う者その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。

（構造設備の一般原則）(構造設備の一般原則)

第三条 身体障害者更生援護施設の配置、構第３条 身体障害者更生援護施設の配置、構造

造及び設備は、入所者等の特性に応じて工及び設備は、入所者等の特性に応じて工夫さ
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夫され、かつ、日照、採光、換気等の入所れ、かつ、日照、採光、換気等の入所者等の

者等の保健衛生に関する事項及び防災につ保健衛生に関する事項及び防災について十分

いて十分考慮されたものでなければならな考慮されたものでなければならない。

い。

２ 身体障害者更生援護施設（身体障害者福２ 身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉

祉センター（第六十条に規定する障害者更センター(第36条に規定する障害者更生セン

生センターを除く。）を除く。）の建物（ターを除く。)を除く。)の建物(入所者等の

入所者等の日常生活のために使用しない附日常生活のために使用しない附属の建物を除

属の建物を除く。）は、建築基準法（昭和く。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)

二十五年法律第二百一号）第二条第九号の第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は

二に規定する耐火建築物又は同条第九号の同条第９号の３に規定する準耐火建築物でな

三に規定する準耐火建築物でなければならければならない。ただし、通所による入所者

ない。ただし、通所による入所者のみを対のみを対象とする施設にあっては、この限り

象とする施設にあっては、この限りでないでない。

。

(設備の専用)

（設備の専用）第４条 身体障害者更生援護施設の設備は、専

第四条 身体障害者更生援護施設の設備は、ら当該身体障害者更生援護施設の用に供する

専ら当該身体障害者更生援護施設の用に供ものでなければならない。ただし、入所者等

するものでなければならない。ただし、入の処遇に支障がない場合は、この限りでない

所者等の支援に支障がない場合は、この限。

りでない。

（職員の専従）(職員の専従)

第五条 身体障害者更生援護施設の職員は、第５条 身体障害者更生援護施設の職員は、専

専ら当該身体障害者更生援護施設の職務にら当該身体障害者更生援護施設の職務に従事

従事する者でなければならない。ただし、する者でなければならない。ただし、入所者

入所者等の支援に支障がない場合は、この等の処遇に支障がない場合は、この限りでな

限りでない。い。

（非常災害対策）(非常災害対策)

第六条 身体障害者更生援護施設は、消火設第６条 身体障害者更生援護施設は、消火設備

備その他の非常災害に際して必要な設備をその他の非常災害に際して必要な設備を設け

設けるとともに、非常災害に関する具体的るとともに、非常災害に関する具体的計画を

計画を立てておかなければならない。立てておかなければならない。

２ 身体障害者更生援護施設は、非常災害に２ 身体障害者更生援護施設は、非常災害に備

備えるため、定期的に避難、救出その他必えるため、定期的に避難、救出その他必要な

要な訓練を行わなければならない。訓練を行わなければならない。

（記録の整備）(記録の整備)

第七条 身体障害者更生援護施設は、設備、第７条 身体障害者更生援護施設は、設備、職

職員及び会計に関する諸記録を整備してお員、会計及び入所者等の処遇の状況に関する

かなければならない。諸記録を整備しておかなければならない。
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２ 身体障害者更生援護施設は、入所者の支

援の状況に関する諸記録を整備し、当該支

援を提供した日から五年間保存しなければ

ならない。

（苦情への対応）(苦情への対応)

第八条 身体障害者更生援護施設は、その行第７条の２ 身体障害者更生援護施設は、その

った支援に関する入所者等からの苦情に迅行った処遇に関する入所者等からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け速かつ適切に対応するために、苦情を受け付

付けるための窓口を設置する等の必要な措けるための窓口を設置する等の必要な措置を

置を講じなければならない。講じなければならない。

２ 身体障害者更生援護施設は、その行った２ 身体障害者更生援護施設は、その行った処

支援に関し、市町村から指導又は助言を受遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた

けた場合は、当該指導又は助言に従って必場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

要な改善を行わなければならない。善を行わなければならない。

３ 身体障害者更生援護施設は、社会福祉法３ 身体障害者更生援護施設は、社会福祉法(

（昭和二十六年法律第四十五号）第八十三昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営

条に規定する運営適正化委員会が行う同法適正化委員会が行う同法第85条第１項の規定

第八十五条第一項の規定による調査又はあによる調査にできる限り協力しなければなら

っせんにできる限り協力しなければならなない。

い。

第二章 身体障害者更生施設第二章 身体障害者更生施設

（種類）

第九条 身体障害者更生施設は、次の各号に

掲げるものをいう。

一 肢体不自由者更生施設 身体障害者更

生施設のうち肢体不自由者を入所させる

もの。

二 視覚障害者更生施設 身体障害者更生

施設のうち視覚障害者を入所させるもの

。

三 聴覚・言語障害者更生施設 身体障害

者更生施設のうち聴覚・言語障害者（聴

覚、言語機能又は音声機能の障害のため

、音声言語により意思疎通を図ることに

支障がある身体障害者をいう。以下同じ

。）を入所させるもの。

四 内部障害者更生施設 身体障害者更生

施設のうち内臓の機能に障害のある者を

入所させるもの。
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（規模）

第十条 身体障害者更生施設は、三十人以上

の人員を入所させることができる規模を有

するものでなければならない。

(職員の配置の基準)

（肢体不自由者更生施設の職員の配置基準）第10条 肢体不自由者更生施設には、次の各号

第十二条 肢体不自由者更生施設には、次のに掲げる職員を置かなければならない。

各号に掲げる職員を置かなければならない一 施設長

。ただし、入所定員が四十人を超えないも二 医師

のにあっては、第四号の栄養士を置かない三 看護婦

ことができる。四 理学療法士

一 施設長 一五 作業療法士

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養六 心理判定員

上の指導を行うために必要な数七 職能判定員

三 看護師、理学療法士、作業療法士、心八 あん摩マッサージ指圧師

理判定員、職能判定員、あん摩マツサー九 職業指導員

ジ指圧師、職業指導員及び生活支援員十 生活指導員

イ 入所者の数が五十を超えない肢体不

自由者更生施設にあっては、看護師、

理学療法士、作業療法士、心理判定員

、職能判定員、あん摩マツサージ指圧

師、職業指導員及び生活支援員の総数

は、常勤換算方法で、八以上

ロ 入所者の数が五十を超える肢体不自

由者更生施設にあっては、看護師、理

学療法士、作業療法士、心理判定員、

職能判定員、あん摩マツサージ指圧師

、職業指導員及び生活支援員の総数は

、常勤換算方法で、八に入所者の数が

二十又はその端数を増す五十を超えて

ごとに一を加えて得た数以上

ハ 理学療法士 常勤換算方法で一以上

二 作業療法士 常勤換算方法で一以上

栄養士 一以上四

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。

３ 第一項及び第八項の常勤換算方法とは、

当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数

を当該肢体不自由者更生施設において常勤

の職員が勤務すべき時間数で除することに

より常勤の職員の員数に換算する方法をい

う。



- 43 -

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな

ければならない。

５ 第一項第三号の看護師のうち、一人以上

は、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

８ 肢体不自由者更生施設であって、通所に

よる入所者の支援を行うものにあっては、

第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該

第一項第三通所による入所者の支援を行う

号に掲げる職員 置くものとし 当該職員を 、

常勤換算方法で、当 通所によの総数は、 該

る入所者の数を六・三で除して得た数以上

とする。

９ 肢体不自由者更生施設は、支援を行う入

所者の障害の状況に応じた適切な対応を図

にるために、第一項及び前項に掲げる職員

加え 必要な を置かなければならなて、 職員

い。

（視覚障害者更生施設の職員の配置基準）２ 視覚障害者更生施設には、次の各号に掲げ

第十三条 視覚障害者更生施設には、次の各る職員を置かなければならない。

号に掲げる職員を置かなければならない。一 施設長

ただし、入所定員が四十人を超えないもの二 医師

にあっては、第四号の栄養士を置かないこ三 看護婦

とができる。四 職業指導員

一 施設長 一五 生活指導員

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養

上の指導を行うために必要な数

三 看護師、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が、五十を超えない視覚

障害者更生施設にあっては、看護師、

職業指導員及び生活支援員の総数は、

常勤換算方法で、八以上

ロ 入所者の数が五十を超える視覚障害

者更生施設にあっては、看護師、職業

指導員及び生活支援員の総数は、常勤
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五十換算方法で、八に、入所者の数が

二十又はその端数を増すごとを超えて

に一を加えて得た数以上

四 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。

３ 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、

当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数

を当該視覚障害者更生施設において常勤の

職員が勤務すべき時間数で除することによ

り常勤の職員の員数に換算する方法をいう

。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな

ければならない。

５ 第一項第三号の看護師のうち、一人以上

は、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

支援８ 第一項第三号の職業指導員又は生活

員のうち、一人以上は、点字の指導を行う

ことができる者でなければならない。

９ 視覚障害者更生施設であって、通所によ

る入所者の支援を行うものにあっては、第

一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通

第一項第三号所による入所者の支援を行う

に掲げる職員 置くものとし 当該職員のを 、

常勤換算方法で、当 通所による総数は、 該

入所者の数を六・三で除して得た数以上と

する。

１０ 視覚障害者更生施設は、支援を行う入

所者の障害の状況に応じた適切な対応を図

にるために、第一項及び前項に掲げる職員
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加え 必要な を置かなければならなて、 職員

い。

（聴覚・言語障害者更生施設の職員の配置基３ 聴覚・言語障害者更生施設には、次の各号

準）に掲げる職員を置かなければならない。

第十四条 聴覚・言語障害者更生施設には、一 施設長

次の各号に掲げる職員を置かなければなら二 医師

ない。ただし、入所定員が四十人を超えな三 看護婦

いものにあっては、第四号の栄養士を置か四 心理判定員

ないことができる。五 職能判定員

一 施設長 一六 聴能訓練師

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養七 職業指導員

上の指導を行うために必要な数八 生活指導員

三 看護師、心理判定員、職能判定員、聴

能訓練師、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が、五十を超えない聴覚

・言語障害者更生施設にあっては、看

護師、心理判定員、職能判定員、聴能

訓練師、職業指導員及び生活支援員の

総数は、常勤換算方法で、八以上

ロ 入所者の数が五十を超える聴覚・言

語障害者更生施設にあっては、看護師

、心理判定員、職能判定員、聴能訓練

師、職業指導員及び生活支援員の総数

は、常勤換算方法で、八に、入所者の

数が五十を超えて二十又はその端数を

増すごとに一を加えて得た数以上

四 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。

３ 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、

当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数

を当該聴覚・言語障害者更生施設において

常勤の職員が勤務すべき時間数で除するこ

とにより常勤の職員の員数に換算する方法

をいう。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな

ければならない。

５ 第一項第三号の看護師のうち、一人以上
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は、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

８ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人

以上は、口話又は手話の指導を行うことが

できる者でなければならない。

９ 聴覚・言語障害者更生施設であって、通

所による入所者の支援を行うものにあって

は、第一項に掲げる員数の職員に加えて、

第一項当該通所による入所者の支援を行う

第三号に掲げる職員 置くものとし 当該を 、

常勤換算方法で、当 通所職員の総数は、 該

による入所者の数を六・三で除して得た数

以上とする。

１０ 聴覚・言語障害者更生施設は、支援を

行う入所者の障害の状況に応じた適切な

対応を図るために、第一項及び前項に掲

げる職員 加え 必要な を置かなに て、 職員

ければならない。

（内部障害者更生施設の職員の配置基準）４ 内部障害者更生施設には、次の各号に掲げ

第十五条 内部障害者更生施設には、次の各る職員を置かなければならない。

号に掲げる職員を置かなければならない。一 施設長

二 医師 ものただし、入所定員が四十人を超えない

にあっては、第四号の栄養士を置かないこ三 保健婦又は看護婦

とができる。四 作業療法士

一 施設長 一五 心理判定員

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養六 職能判定員

上の指導を行うために必要な数七 職業指導員

三 保健師又は看護師、作業療法士、心理八 生活指導員

判定員、職能判定員、職業指導員及び生

活支援員

イ 入所者の数が、五十を超えない内部障

害者更生施設にあっては、保健師又は看

護師、作業療法士、心理判定員、職能判

定員、職業指導員及び生活支援員の総数

は、常勤換算方法で、六以上

ロ 入所者の数が五十を超える内部障害者
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更生施設にあっては、保健師又は看護師

、作業療法士、心理判定員、職能判定員

、職業指導員及び生活支援員の総数は、

五常勤換算方法で、六に、入所者の数が

二十又はその端数を増すごと十を超えて

に一を加えて得た数以上

ハ 保健師又は看護師の数は、次のとおり

とすること。

（１）入所者の数が五十を超えない内部障

害者更生施設にあっては、常勤換算方

法で、一以上

（２）入所者の数が五十を超えて百を超え

ない内部障害者更生施設にあっては、

常勤換算方法で、二以上

（３）入所者の数が百を超えて百四十を超

えない施設にあっては、常勤換算方法

で、三以上

四 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。

３ 第一項及び第十項の常勤換算方法とは、

当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数

を当該内部障害者更生施設において常勤の

職員が勤務すべき時間数で除することによ

り常勤の職員の員数に換算する方法をいう

。

４ 第一項一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第二号の医師のうち心臓の機能に

障害のある者を入所させるものに置かれる

医師は、心臓疾患の治療に関して相当の学

識経験を有する者でなければならない。

６ 第一項第三号の保健師又は看護師のうち

、一人以上は、常勤の者でなければならな

い。

７ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。
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８ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

９ 第一項第三号の生活支援員は、法第十二

条各号のいずれかに該当する者又は社会福

祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当

する者でなければならない。

１０ 内部障害者更生施設であって、通所に

よる入所者の支援を行うものにあっては

、第一項に掲げる員数の職員に加えて、

第一当該通所による入所者の支援を行う

を 、項第三号に掲げる職員 置くものとし

常勤換算方法で、当当該職員の総数は、

通所による入所者の数を六・三で除し該

て得た数以上とする。

１１ 内部障害者更生施設は、支援を行う入

所者の障害の状況に応じた適切な対応を

図るために、第一項及び前項に掲げる職

員 加え 必要な を置かなければに て、 職員

ならない。

５ 重度身体障害者更生援護施設には、次の各

号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長

二 医師

三 看護婦

四 介護職員

五 理学療法士

六 作業療法士

七 心理判定員

八 あん摩マッサージ指圧師

九 生活指導員

６ 視覚障害者更生施設に置かれる職業指導員

又は生活指導員のうち、１人以上は、点字の

指導を行うことができる者でなければならな

い。

７ 聴覚・言語障害者更生施設に置かれる生活

指導員のうち、１人以上は、口話又は手話の

指導を行うことができる者でなければならな

い。

８ 内部障害者更生施設に置かれる生活指導員
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は、法第12条各号のいずれかに該当する者又

は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第

１項各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。

９ 内部障害者更生施設のうち心臓の機能に障

害のある者を入所させるものに置かれる医師

は、心臓疾患の治療に関して相当の学識経験

を有する者でなければならない。

１０ 重度身体障害者更生援護施設に置かれる

看護婦、介護職員、理学療法士、作業療法士

、心理判定員、あん摩マッサージ指圧師及び

生活指導員の総数は、通じておおむね入所者

の数を四・一で除して得た数以上とする。

（職員の資格要件）(職員の資格要件)

第十六条 身体障害者更生施設の施設長は、第11条 施設長は、医師、特殊教育諸学校(盲

医師、特殊教育諸学校（盲学校、聾ろう学学校、聾ろう学校又は養護学校をいう。以下

校又は養護学校をいう。以下この条においこの条において同じ。)の長であった者、特

て同じ。）の長であった者、特殊教育諸学殊教育諸学校の教育職員の免許状を有する者

校の教育職員の免許状を有する者であってであって当該分野における三年以上の福祉若

当該分野における三年以上の福祉若しくはしくは教育の経験を有するもの、身体障害者

教育の経験を有するもの、身体障害者福祉福祉司若しくは社会福祉主事として五年以上

司若しくは社会福祉主事として五年以上勤勤務した者又はこれらと同等以上の能力を有

務した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

すると認められる者でなければならない。

(規模)

第８条 身体障害者更生施設は、30人以上の人

員を入所させることができる規模を有するも

のでなければならない。

（設備の基準）(設備の基準)

第十一条 身体障害者更生施設には、次の各第９条 身体障害者更生施設には、次の各号に

号に掲げる設備を設けなければならない。掲げる設備を設けなければならない。ただし

ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用、他の社会福祉施設等の設備を利用すること

することにより当該身体障害者更生施設のにより当該身体障害者更生施設の効果的な運

効果的な運営を期待することができる場合営を期待することができる場合であって、入

であって、入所者の支援に支障がないとき所者の処遇に支障がないときは、次の各号に

は、次の各号に掲げる設備の一部を設けな掲げる設備の一部を設けないことができる。

いことができる。

一 居室一 居室

二 静養室二 静養室
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三 食堂三 食堂

四 浴室四 浴室

五 洗面所五 洗面所

六 便所六 便所

七 医務室七 調理室

八 調理室八 洗濯室

九 洗濯室九 事務室

十 相談室十 相談室

十一 事務室

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお

おりとする。りとする。

一 居室一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とするイ 一の居室の定員は、四人以下とするこ

こと。と。

ロ 地階に設けてはならないこと。ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設

設備等を除き、六・六平方メートル以備等を除き、三・三平方メートル以上と

上とすること。すること。

二 一以上の出入口は、避難上有効な空ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地

地、廊下又は広間に直接面して設ける、廊下又は広間に直接面して設けること

こと。。

二 静養室

イ 寝台又はこれに代わる設備を備える

こと。

ロ 医務室に近接して設けること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有す

ること。

ロ 必要な備品を備えること。

四 浴室

入所者の特性に応じたものであること

。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

六 便所二 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用居室のある階ごとに男子用と女子用を別

を別に設けること。に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

七 医務室

治療に必要な機械器具等を備えること

。
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八 調理室

火気を使用する場合は、不燃材料を用

いること。

九 相談室三 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐため室内における談話の漏えいを防ぐための

の間仕切り等を設けること。間仕切り等を設けること。

十 廊下幅

二・二メートル以上とすること。

３ 肢体不自由者更生施設には、第一項に掲３ 肢体不自由者更生施設(身体障害者更生施

げる設備のほか、理学療法室、職能判定室設のうち肢体不自由者を入所させるものをい

、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、う。以下同じ。)には、第１項各号に掲げる

屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要設備のほか、医務室、理学療法室、職能判定

な機械器具等を備えなければならない。室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室及

び屋外運動場を設け、治療及び訓練に必要な

機械器具等を備えなければならない。

４ 視覚障害者更生施設には、第一項各号に４ 視覚障害者更生施設(身体障害者更生施設

掲げる設備のほか、職業訓練室、図書室、のうち視覚障害者を入所させるものをいう。

屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要以下同じ。)には、第２項各号に掲げる設備

な機械器具及び点字図書等を備えなければのほか、医務室、職業訓練室、図書室及び屋

ならない。外運動場を設け、治療及び訓練に必要な機械

器具及び点字図書等を備えなければならない

。

５ 聴覚・言語障害者更生施設には、第一項５ 聴覚・言語障害者更生施設(身体障害者更

各号に掲げる設備のほか、職業訓練室及び生施設のうち聴覚・言語障害者(聴覚、言語

集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を機能又は音声機能の障害のため、音声言語に

備えなければならない。より意思疎通を図ることに支障がある身体障

害者をいう。以下同じ。)を入所させるもの

をいう。以下同じ。)には、第１項各号に掲

げる設備のほか、医務室及び職業訓練室を設

け、治療及び訓練に必要な機械器具等を備え

なければならない。

６ 内部障害者更生施設には、第一項各号に６ 内部障害者更生施設(身体障害者更生施設

掲げる設備のほか、理学療法室兼作業療法のうち内臓の機能に障害のある者を入所させ

室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及びるものをいう。以下同じ。)には、第１項各

講堂を設け、訓練に必要な機械器具等を備号に掲げる設備のほか、医務室、理学療法室

えなければならない。兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯

楽室、講堂及び宿直室を設け、治療及び訓練

に必要な機械器具等を備えなければならない

。
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７ 重度身体障害者更生援護施設(身体障害者

更生施設のうち重度の肢体不自由者又は内臓

の機能に重度の障害のある者を入所させるも

のをいう。以下同じ。)には、第１項及び第

３項又は前項に規定するもののほか、集会室

を設けなければならない。

７ 前各項に規定するもののほか、身体障害８ 前各項に規定するもののほか、身体障害者

者更生施設の設備の基準は次に定めるとこ更生施設の設備の基準は、次に定めるところ

ろによる。による。

一 廊下の幅は、1.8メートル以上とするこ

と。

一 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者二 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者更

更生施設には、浴室及び便所の手すり等生施設には、浴室及び便所の手すり等の身

の身体の機能の不自由を助ける設備を設体の機能の不自由を助ける設備を設けるこ

けること。と。

二 内部障害者更生施設には、適当な場所三 内部障害者更生施設には、適当な場所に

に汚物処理設備を設けること。汚物処理設備を設けること。

四 重度身体障害者更生援護施設については

、第一号及び第二項第一号ハの規定にかか

わらず、廊下の幅は、2.2メートル以上と

し、入所者１人当たりの居室の床面積は、

収納設備等を除き、6.6平方メートル以上

とすること。

（入退所）

第十七条 身体障害者更生施設は、入所予定

者が入院治療を必要とする場合その他入所

予定者に対し自ら適切な便宜を供与するこ

とが困難である場合は、市町村と協議の上

、適切な病院又は診療所を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならない

。

２ 身体障害者更生施設は、入所予定者の入

所に際しては、その者の心身の状況、病歴

等の把握に努めなければならない。

３ 身体障害者更生施設は、入所者について

、その心身の状況等に照らし、法第十七条

四第一項に規定する指定居宅支援等を利の

その者が居宅において用することにより、

日常生活を営むことができるかどうかを定

期 検討しなければならない。的に

４ 前項の検討に当たっては、看護師、生活

支援員等の職員の間で協議しなければなら
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ない。

５ 身体障害者更生施設は、心身の状況に照

らして、法第四条の二第一項に規定する身

体障害者居宅支援等を利用することにより

きる居宅において日常生活を営むことがで

と認められる の希望入所者に対し、その者

等を勘案し、その者の円滑な退所のために

必要な援助を行わなければならない。

（身体障害者更生施設が入所者等に求めるこ

とのできる金銭の支払の範囲等）

第二十八条 身体障害者更生施設が入所者等

に対して金銭の支払を求めることができる

のは、当該金銭の使途が直接当該入所者の

便益を向上させるものであって、当該入所

者に支払を求めることが適当であるものに

。限るものとする

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際

には、当該金銭の使途及び額並びに入所者

について書面等に金銭の支払を求める理由

によって明らかにするとともに、入所者等

の同意を得なければならない。ただし、指

定身体障害者更生施設等の設備及び運営に

関する基準（平成十四年厚生労働省令第○

○号）第十五条第一項から第三項までに掲

げる支払については、この限りではない。

（支援の方針）

第二十条 身体障害者更生施設は、入所者に

ついて、その者の心身の状況等に応じて、

その者の支援を適切に行わなければならな

い。

２ 入所者の支援は、入所者の支援に関する

計画に基づき、漫然かつ画一的なものとな

らないよう配慮して行わなければならない

。

３ 身体障害者更生施設の職員は、入所者の

に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入支援

所者に対し、支援上必要な事項について、

理解しやすいように説明を行わなければな

らない。
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（入所者の支援に関する計画等）

第十九条 身体障害者更生施設は、入所者の

支援に関する具体的な内容を決定するとと

もに、その円滑な実施を図るため、その心

身の状況、その置かれている環境及びその

者の希望等を勘案し、その者の同意を得て

、その者の支援に関する計画を作成しなけ

ればならない。

２ 身体障害者更生施設は、前項の規定によ（総合診断のための会議)

る計画の作成に当たって、施設の職員によ第13条 身体障害者更生施設は、入所者の更生

る会議を開かなければならない。援護に関する具体的措置を決定し、及びその

円滑な実施を図るため、必要な時期に総合診

３ 身体障害者更生施設は、第一項の計画の断のための会議を開かなければならない。

作成後においては、その実施状況の把握を

行うとともに、入所者について解決すべき

課題を把握し、必要に応じて施設支援計画

の見直しを行わなければならない。

４ 第一項及び第二項の規定は、前項に規定

する計画の見直しについて準用する。

５ 身体障害者更生施設は、その行う支援の

質の評価を行い、常にその改善を図らなけ

ればならない。

（相談及び援助）

第二十一条 身体障害者更生施設は、常に入

所者の心身状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、その者又はその家族

に対し、その相談に適切に応じるとともに

、必要な助言その他の援助を行わなければ

ならない。

（指導、訓練等）

第二十二条 身体障害者更生施設は、入所者

の自立の支援及び日常生活の充実に資する

よう、入所者の心身の状況に応じて、適切

な技術をもって指導、訓練等を行わなけれ

ばならない。

(生活指導等)

２ 身体障害者更生施設は、入所者が社会生第14条 身体障害者更生施設は、入所者が社会

活への適応性を高めるようあらゆる機会を生活への適応性を高めるようあらゆる機会を

通じて生活指導を行わなければならない。通じて生活指導を行わなければならない。
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３ 身体障害者更生施設は、入所者に対し、

その有する能力を活用することにより、社

会経済活動に参加することができるように

するため、入所者の心身の特性に応じた必

要な訓練を行わなければならない。

４ 身体障害者更生施設は、入所者の希望等

を勘案し、適切な方法により、入所者を入

浴させ、又は清しきしなければならない。

５ 身体障害者更生施設は、指導、訓練等を

行うに当たっては、常に一人以上の職員を

従事させなければならない。

６ 身体障害者更生施設は、入所者に対し、

その負担により、当該身体障害者更生施設

の職員以外の者による指導、訓練等を受け

させてはならない。

（食事の提供）(給食)

第二十三条 食事の提供は、栄養並びに入所第15条 給食は、食品の種類及び調理方法につ

者の身体の状況及び嗜好を考慮したものといて栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜し
し

するとともに、適切な時間に行わなければ好を考慮したものでなければならない。

ならない。

２ 調理はあらかじめ作成された献立に従っ２ 調理は、あらかじめ作成された献立に従っ

て行わなければならない。て行わなければならない。

３ 栄養士を置かない身体障害者更生施設に３ 栄養士を置かない身体障害者更生施設にあ

あっては、献立の内容、栄養価の算定及びっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理

調理の方法について保健所等の指導を受けの方法について保健所等の指導を受けなけれ

なければならない。ばならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第二十六条 身体障害者更生施設は、教養娯２ 身体障害者更生施設は、教養娯楽設備等を

楽設備等を備えるほか、適宜入所者のため備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーシ

のレクリエーション行事を行わなければなョン行事を行わなければならない。

らない。

２ 身体障害者更生施設は、入所者が日常生

活を営むのに必要な行政機関等に対する手

続について、その者又はその家族において

行うことが困難である場合は、その者の同

意を得て、代わって行わなければならない
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。

３ 身体障害者更生施設は、常に入所者の家

族との連携を図るとともに、入所者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努め

なければならない。

（健康管理）(健康管理)

第二十四条 身体障害者更生施設は、常に入第16条 入所者については、毎年２回以上定期

所者の健康の状況に注意するとともに、入に健康診断を行わなければならない。

所者に対して、毎年二回以上定期に健康診

断を行わなければならない。

（入所者の入院期間中の取扱い）

第二十五条 身体障害者更生施設は、入所者

について、病院又は診療所に入院する必要

が生じた場合であって、入院後おおむね三

月以内に退院することが見込まれるときは

、その者の希望等を勘案し、必要に応じて

適切な便宜を供与するとともに、やむを得

ない事情がある場合を除き、退院後再び当

該指定身体障害者更生施設に円滑に入所す

ることができるようにしなければならない

。

（施設長の責務）

第二十七条 身体障害者更生施設の施設長は

、当該身体障害者更生施設の職員の管理、

業務の実施状況の把握その他の管理を一元

的に行わなければならない。

２ 身体障害者更生施設の施設長は、職員に

この章の規定を遵守させるために必要な指

揮命令を行うものとする。

（運営規程）(管理規程)

第十八条 身体障害者更生施設は、次に掲げ第12条 身体障害者更生施設は、入所者に対す

る施設の運営についての重要事項に関するる処遇方法、入所者が守るべき規律その他施

規程を定めておかなければならない。設の管理についての重要事項に関する規程を

施設の目的及び運営の方針定めておかなければならない。 一

二 職員の職種、数及び職務の内容

三 定員

イ 入所定員

ロ 通所による入所者の支援を行う施設

にあっては、当該通所による入所者の
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定員

四 入所者の支援の内容及び入所者から受

費用の額領する

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第二十九条 身体障害者更生施設は、入所者

に対し、適切な支援を行うことができるよ

う、職員の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。

２ 身体障害者更生施設は、当該身体障害者

更生施設の職員によって支援を行わなけれ

ばならない。ただし、入所者の支援に直接

影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。

３ 身体障害者更生施設は、職員に対し、そ

の資質の向上のための研修の機会を確保し

なければならない。

（定員の遵守）

第三十条 身体障害者更生施設は、入所定員

及び居室の定員を超えて入所させてはなら

ない。ただし、災害その他のやむを得ない

事情がある場合は、この限りでない。

（衛生管理等）(衛生管理)

第三十一条 身体障害者更生施設は、入所者第17条 身体障害者更生施設は、入所者の使用

の使用する食器その他の設備又は飲用に供する食器その他の設備又は飲用に供する水に

する水について、衛生的な管理に努め、又ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必

は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治要な措置を講じなければならない。

療に必要な機械器具等の管理を適正に行わ

なければならない。

２ 身体障害者更生施設は、当該身体障害者２ 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更

更生施設において感染症が発生し、又はま生施設において感染症が発生し、又はまん延

ん延しないように必要な措置を講ずるようしないように必要な措置を講ずるよう努めな

努めなければならない。ければならない。

（協力医療機関）

第三十二条 身体障害者更生施設は、入院治

療を必要とする入所者のために、あらかじ
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め、協力医療機関を定めておかなければな

らない。

（秘密保持等）

第三十三条 身体障害者更生施設の職員は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た入

所者又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。

２ 身体障害者更生施設は、職員であった者

が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た入所者又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければな

らない。

（地域との連携等）

第三十四条 身体障害者更生施設は、その運

営に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域

との交流に努めなければならない。

（事故発生時の対応）

第三十五条 身体障害者更生施設は、入所者

の支援により事故が発生した場合は、速や

かに市町村、入所者の家族等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければなら

ない。

２ 身体障害者更生施設は、入所者の支援に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。

第三章 身体障害者療護施設第三章 身体障害者療護施設

（規模）

第三十六条 身体障害者療護施設は、三十人

以上（老人福祉法（昭和三十八年法律第百

三十三号）第二十条の五に規定する特別養

護老人ホームに併設する場合にあっては、

十人以上）の人員を入所させることができ

る規模を有するものでなければならない。

（職員の配置基準）(職員の配置の基準)

第三十八条 身体障害者療護施設には、次の第20条 身体障害者療護施設には、次の各号に
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各号に掲げる職員を置かなければならない掲げる職員を置かなければならない。

。ただし、入所定員が四十人を超えない身一 施設長

体障害者療護施設にあっては、第四号の栄二 医師

養士を置かないことができる。三 看護婦

一 施設長 一四 介護職員

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養五 理学療法士

上の指導を行うために必要な数六 生活指導員

三 看護師、介護職員、理学療法士又は作２ 前項各号に掲げる職員のうち、看護婦、介

業療法士及び生活支援員護職員、理学療法士及び生活指導員の総数は

イ 看護師、介護職員、理学療法士又は、通じておおむね入所者の数を2.2で除して

作業療法士及び生活支援員の総数は、得た数以上とする。

常勤換算方法で、入所者の数を二・二

で除して得た数以上

ロ 看護師の数は、次のとおりとするこ

と。

（１）入所者の数が五十を超えない身体

障害者療護施設にあっては、常勤換

算方法で、二以上

（２）入所者の数が五十を超えて六十を

超えない身体障害者療護施設にあっ

ては、常勤換算方法で、三以上

（３）入所者の数が六十を超えて八十を

超えない身体障害者療護施設にあ

っては、常勤換算方法で、四以上

（４）入所者の数が八十を超えて百五十

を超えない施設にあっては、常勤換

算方法で、五以上

（５）入所者の数が百五十を超えて百八

十を超えない施設にあっては、常

勤換算方法で、六以上

ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、

次のとおりとすること。

（１）入所者の数が百を超えない施設に

あっては、常勤換算方法で、一以上

（２）入所者の数が百を超える施設にあ

っては、常勤換算方法で、二以上

四 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。

３ 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、

当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数
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を当該身体障害者療護施設において常勤の

職員が勤務すべき時間数で除することによ

り常勤の職員の員数に換算する方法をいう

。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな

ければならない。

５ 第一項第三号の看護師のうち、一人以上

は、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

７ 身体障害者療護施設であって、通所によ

る入所者の支援を行うものにあっては、第

一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通

所による入所者の支援を行う第一項第三項

のに掲げる職員を置くものとし、当該職員

総数 、常勤換算方法で、 通所によるは 当該

とす入所者の数を四で除して得た数以上置

。る

８ 身体障害者療護施設は、支援を行う入所

者の障害の状況に応じた適切な対応を図る

ために、第一項及び前項に掲げる職員 加に

えて、必要な を置かなければならない職員

。

（職員の資格要件）(職員の資格要件)

第三十九条 施設長は、社会福祉法第十九条第21条 施設長は、社会福祉法第19条第１項各

第一項各号のいずれかに該当する者若しく号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉

は社会福祉事業に二年以上従事した者又は事業に二年以上従事した者又はこれらと同等

これらと同等以上の能力を有すると認めら以上の能力を有すると認められる者でなけれ

れる者でなければならない。ばならない。

２ 生活支援員は、社会福祉法第十九条第一２ 生活指導員は、社会福祉法第19条第１項各

項各号のいずれかに該当する者又はこれと号のいずれかに該当する者又はこれと同等以

同等以上の能力を有すると認められる者で上の能力を有すると認められる者でなければ

なければならない。ならない。

(規模)

第18条 身体障害者療護施設は、三十人以上(

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の



- 61 -

５に規定する特別養護老人ホームに併設する

場合にあっては、10人以上)の人員を入所さ

せることができる規模を有するものでなけれ

ばならない。

（設備の基準）(設備の基準)

第三十七条 身体障害者療護施設には、次の第19条 身体障害者療護施設には、次の各号に

各号に掲げる設備を設けなければならない掲げる設備を設けなければならない。ただし

。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利、他の社会福祉施設等の設備を利用すること

用することにより当該身体障害者療護施設により当該身体障害者療護施設の効果的な運

の効果的な運営を期待することができる場営を期待することができる場合であって、入

合であって、入所者の支援に支障がないと所者の処遇に支障がないときは、次の各号に

きは、次の各号に掲げる設備の一部を設け掲げる設備の一部を設けないことができる。

ないことができる。一 居室

一 居室二 静養室

二 静養室三 食堂

三 食堂四 浴室

四 浴室五 洗面所

五 洗面所六 便所

六 便所七 医務室

七 医務室八 調理室

八 機能訓練室九 看護職員室

九 調理室十 介護職員室

十 洗濯室十一 機能訓練室

十一 相談室十二 洗濯室

十二 集会室十三 事務室

十三 看護職員室十四 宿直室

十四 介護職員室十五 相談室

十五 事務室十六 集会室

十六 宿直室

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお

おりとする。りとする。

一 居室一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とするイ 一の居室の定員は、四人以下とするこ

こと。と。

ロ 地階に設けてはならないこと。ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設

設備等を除き、九・九平方メートル以備等を除き、6.6平方メートル以上とす

上とすること。ること。

ニ 特殊寝台又はこれに代わる設備を備ニ 特殊寝台又はこれに代わる設備を備え

えること。ること。

ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空地

地、廊下又は広間に直接面して設ける、廊下又は広間に直接面して設けること

こと。。
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ヘ 入所者の身の回り品を収納することヘ 入所者の身の回り品を収納することが

ができる収納設備を設けること。できる収納設備を設けること。

二 静養室二 静養室

イ 前号ニ及びヘに定めるところによる前号ニ及びヘに定めるところによること

こと。。

ロ 医務室に近接して設けること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有す

ること。

ロ 必要な備品を備えること。

四 浴室三 浴室

入浴に介助を必要とする者の入浴に適入浴に介助を必要とする者の入浴に適し

した特別浴槽等を備えること。た特別浴槽等を備えること。

五 洗面所四 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

六 便所五 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用居室のある階ごとに男子用と女子用を別

を別に設けること。に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

七 医務室六 医務室

イ 医療法（昭和二十三年法律第二百五イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

号）第一条の五第二項に規定する診療第一条の五第二項に規定する診療所とす

所とすること。ること。

ロ 入所者を診療するために必要な医薬ロ 入所者を診療するために必要な医薬品

品及び医療用具を備えるほか、必要に及び医療用具を備えるほか、必要に応じ

応じて臨床検査設備を設けること。て臨床検査設備を設けること。

八 機能訓練室七 介護職員室

訓練に必要な機械器具等を備えること居室のある階ごとに居室に近接して設け

。ること。

九 調理室

火気を使用する場合は、不燃材料を用

いること。

十 相談室八 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐため室内における談話の漏えいを防ぐための

の間仕切り等を設けること。間仕切り等を設けること。

十一 集会室

必要な備品を備えること。

十二 介護職員室

居室ある階ごとに居室に近接して設

けること。

十三 廊下幅

二・二メートル以上とすること。
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３ 前項に規定するものほか、身体障害者療３ 前二項に規定するもののほか、身体障害者

護施設の設備の基準は、次に定めるところ療護施設の設備の基準は、次に定めるところ

による。による。

一 廊下の幅は、2.2メートル以上とするこ

と。

一 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を

を設けること。設けること。

二 居室、静養室、便所その他入所者が日三 居室、静養室、便所その他入所者が日常

常使用する設備には、ブザー又はこれに使用する設備には、ブザー又はこれに代わ

代わる設備を設けること。る設備を設けること。

三 居室等が二階以上の階にある場合は、四 居室等が二階以上の階にある場合は、傾

傾斜路又はエレベーターを設けること。斜路又はエレベーターを設けること。

四 適当な場所に汚物処理設備を設けるこ五 適当な場所に汚物処理設備を設けること

と。。

（指導、訓練等）

第四十条 身体障害者療護施設は、入所者の

自立の支援及び日常生活の充実に資するよ

う、入所者の心身の状況に応じて、適切な

技術をもって指導、訓練等を行わなければ

ならない。

２ 身体障害者療護施設は、入所者が社会生

活への適応性を高めるようあらゆる機会を

通じて生活指導を行わなければならない。

３ 身体障害者療護施設は、入所者に対し、

その心身の状況等に応じて、日常生活を営

むために必要な機能を維持し、機能の減退

を防止するための訓練を行わなければなら

ない。

(入浴等)

４ 身体障害者療護施設は、入所者の希望等第22条 身体障害者療護施設は、一週間に二回

を勘案し、適切な方法により、入所者を入以上、適切な方法により、入所者を入浴させ

浴させ、又は清しきしなければならない。、又は清しきしなければならない。

５ 身体障害者療護施設は、指導、訓練等を

行うに当たっては、常に一人以上の職員を

従事させなければならない。

６ 身体障害者療護施設は、入所者に対し、

その負担により、当該身体障害者療護施設

の職員以外の者による指導、訓練等を受け

させてはならない。
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（衛生管理等）

第四十一条 身体障害者療護施設は、入所者

の使用する食器その他の設備又は飲用に供

する水について、衛生的な管理に努め、又

は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医

薬品及び医療用具の管理を適正に行わなけ

ればならない。

２ 身体障害者療護施設は、当該身体障害者

療護施設において感染症が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。

（準用）(勤務体制の確保)

第四十二条 第十七条から第三十五条までの第23条 身体障害者療護施設は、入所者に対し

規定（第二十二条及び第三十一条を除く。、適切な処遇を行うことができるよう、職員

）は、身体障害者療護施設について準用すの勤務の体制を定めておかなければならない

る。。

(協力病院)

第24条 身体障害者療護施設は、入院治療を必

要とする入所者のために、あらかじめ、協力

病院を定めておかなければならない。

(準用)

第25条 第12条から第17条までの規定は、身体

障害者療護施設について準用する。

第四章 身体障害者福祉ホーム（略）第四章 身体障害者福祉ホーム（略）

第五章 身体障害者授産施設第五章 身体障害者授産施設

（種類）

第四十七条 身体障害者授産施設は、次の各

号に掲げるものをいう。

一 身体障害者入所授産施設 法第三十一

条に規定する身体障害者授産施設であっ

て、第二号に規定する身体障害者通所授

産施設及び第三号に規定する身体障害者

小規模通所授産施設以外のもの

二 身体障害者通所授産施設 身体障害者

授産施設のうち通所による入所者のみを
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対象とするものであって、第三号に規定

する身体障害者小規模通所授産施設以外

のもの

三 身体障害者小規模通所授産施設 身体

障害者授産施設のうち通所による入所者

のみを対象とするものであって、常時利

用する者が二十人未満であるもの

（規模）(規模)

第四十八条 身体障害者授産施設は、次の各第30条 身体障害者授産施設は、次の各号の区

号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定分に従い、それぞれ当該各号に規定する規模

する規模を有するものでなければならないを有するものでなければならない。

。一 身体障害者授産施設(身体障害者授産施

一 身体障害者入所授産施設 三十人以上設のうち第二号に規定する重度身体障害者

の人員（通所による入所者の数を除く。授産施設、第三号に規定する身体障害者通

）を入所させることができる規模所授産施設及び第四号に規定する身体障害

者小規模通所授産施設以外のものをいう。

) 三十人以上の人員を入所させることが

できる規模

二 重度身体障害者授産施設(身体障害者授

産施設のうち重度の身体障害者を入所させ

るものをいう。以下同じ。) 三十人以上

の人員を入所させることができる規模

二 身体障害者通所授産施設 二十人以上三 身体障害者通所授産施設(身体障害者授

の人員を入所させることができる規模産施設のうち通所による入所者のみを対象

とするものであって、第四号に規定する身

体障害者小規模通所授産施設以外のものを

いう。以下同じ。) 二十人以上の人員を

入所させることができる規模

三 身体障害者小規模通所授産施設 十人四 身体障害者小規模通所授産施設(身体障

以上の人員を入所させることができる規害者授産施設のうち通所による入所者のみ

模を対象とするものであって、常時利用する

者が二十人未満であるものをいう。以下同

じ。) 十人以上の人員を入所させること

ができる規模

２ 身体障害者授産施設は、当該施設と一体

的に管理運営を行う通所による入所者の支

援を行う施設であって入所者が二十人未満

のもの（以下この章において「分場」とい

う。）を設置する場合は、五人以上の人員

を入所させることができる規模を有するも

のとしなければならない。
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（身体障害者入所授産施設の設備の基準）(設備の基準)

第四十九条 身体障害者入所授産施設には、第31条 身体障害者授産施設のうち重度身体障

次の各号に掲げる設備を設けなければなら害者授産施設、身体障害者通所授産施設及び

ない。ただし、他の社会福祉施設等の設備身体障害者小規模通所授産施設以外のものに

を利用することにより当該身体障害者入所は、次の各号に掲げる設備を設けなければな

授産施設の効果的な運営を期待することがらない。ただし、他の社会福祉施設等の設備

できる場合であって、入所者の支援に支障を利用することにより当該身体障害者授産施

がないときは、次の各号に掲げる設備の一設の効果的な運営を期待することができる場

部を設けないことができる。合であって、入所者の処遇に支障がないとき

一 居室は、次の各号に掲げる設備の一部を設けない

二 静養室ことができる。

三 食堂一 居室

四 浴室二 静養室

五 洗面所三 食堂

六 便所四 浴室

七 医務室五 洗面所

八 作業室又は作業場六 便所

九 更衣室七 調理室

十 調理室八 洗濯室

十一 洗濯室九 作業室

十二 相談室十 更衣室

十三 事務室十一 事務室

十二 相談室

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと

おりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とする

こと。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納

設備等を除き、六・六平方メートル以

上とすること。

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空

地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。

二 静養室

イ 寝台又はこれに代わる設備を備える

こと。

ロ 医務室に近接して設けること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有す

ること。

ロ 必要な備品を備えること。
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四 浴室

入所者の特性に応じたものであること

。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用

を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

七 医務室

治療に必要な機械器具等を備えること

。

八 作業室又は作業場

イ 作業を行う入所者一人当たりの床面

積は、機械器具等を除き、一・六五平

方メートル以上とすること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

と。

九 更衣室

男子用と女子用を別に設けること。

十 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用

いること。

十一 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐた

めの間仕切り等を設けること。

十二 集会室

必要な備品を備えること。

十三 廊下幅

二・二メートル以上とすること。

３ 第一項各号に掲げる設備のうち、静養室

にあっては、医務室を兼ねることができる

。

４ 身体障害者入所授産施設は、必要に応じ

て原材料及び製品の運搬のための機械器具

等を備えなければならない。

２ 重度身体障害者授産施設には、次の各号に

掲げる設備を設けなければならない。ただし

、他の社会福祉施設等の設備を利用すること

により当該重度身体障害者授産施設の効果的
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な運営を期待することができる場合であって

、入所者の処遇に支障がないときは、次の各

号に掲げる設備の一部を設けないことができ

る。

一 居室

二 静養室

三 食堂

四 浴室

五 洗面所

六 便所

七 医務室

八 調理室

九 洗濯室

十 作業室

十一 更衣室

十二 事務室

十三 相談室

十四 集会室

（身体障害者通所授産施設の設備の基準）

第五十条 身体障害者通所授産施設には、次３ 身体障害者通所授産施設には、次の各号に

の各号に掲げる設備を設けなければならな掲げる設備を設けなければならない。ただし

い。ただし、他の社会福祉施設等の設備を、他の社会福祉施設等の設備を利用すること

利用することにより当該身体障害者通所授により当該身体障害者通所授産施設の効果的

産施設の効果的な運営を期待することがでな運営を期待することができる場合であって

きる場合であって、入所者の支援に支障が、入所者の処遇に支障がないときは、次の各

ないときは、次の各号に掲げる設備の一部号に掲げる設備の一部を設けないことができ

を設けないことができる。る。

一 食堂兼集会室一 食堂兼集会室

二 洗面所二 洗面所

三 便所三 便所

四 医務室兼静養室四 医務室兼静養室

五 作業室又は作業場五 調理室

六 更衣室六 作業室

七 調理室七 更衣室

八 相談室八 事務室

九 事務室九 相談室

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと

おりとする。

一 食堂兼集会室

イ 食事の提供に支障がない広さを有す

ること

ロ 必要な備品を備えること。

ニ 洗面所

入所者の特性に応じたものであること
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。

三 便所

イ 男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と

四 医務室兼静養室

イ 治療に必要な機械器具等を備えるこ

と。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を備える

こと。

五 作業室又は作業場

イ 作業員一人当たりの床面積は、機械

器具等を除き、一・六五平方メートル

以上とすること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

と。

六 更衣室

男子用と女子用を別に設けること。

七 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用

いること。

八 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐため

の間仕切り等を設けること。

九 廊下幅

二・二メートル以上とすること。

３ 身体障害者通所授産施設は、必要に応じ

て原材料及び製品の運搬のための機械器具

等を備えなければならない。

（身体障害者小規模通所授産施設の設備の基４ 身体障害者小規模通所授産施設には、次の

準）（略）各号に掲げる設備を設けなければならない。

ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用す

ることにより当該身体障害者小規模通所授産

施設の効果的な運営を期待することができる

場合であって、利用者の処遇に支障がないと

きは、次の各号に掲げる設備の一部を設けな

いことができる。

一 静養室

二 食堂

三 洗面所

四 便所

五 作業室



- 70 -

５ 前項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっ

ては、静養室又は作業室と兼ねることができ

る。

６ 第１項から第３項までの各号に掲げる設備

の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ

と。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設

備等を除き、三・三平方メートル以上(

重度身体障害者授産施設にあっては、六

・六平方メートル以上)とすること。

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地

、廊下又は広間に直接面して設けること

。

二 便所

居室のある階ごとに男子用と女子用を別

に設けること。

三 作業室

イ 作業に必要な機械器具等を整備するこ

と。

ロ 作業員一人当たりの床面積は、機械器

具等を除き、1.65平方メートル以上とす

ること。

四 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための

間仕切り等を設けること。

７ 第１項から第３項まで及び前項に規定する

もののほか、身体障害者授産施設のうち身体

障害者小規模通所授産施設以外のものの設備

の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下の幅は、1.8メートル以上(重度身体

障害者授産施設にあっては、2.2メートル

以上)とすること。

二 重度身体障害者授産施設の玄関、居室の

出入口、便所等には、原則として、階段を

設けないこと。

（分場の設備の基準）

条第五十二条 分場の設備の基準は、第五十

に準ずる。に規定する基準
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（身体障害者入所授産施設の職員の配置の基

準）(職員の配置の基準)

第五十三条 身体障害者入所授産施設には、第32条 身体障害者授産施設のうち重度身体障

次の各号に掲げる職員を置かなければなら害者授産施設、身体障害者通所授産施設及び

ない。ただし、入所定員が四十人を超えな身体障害者小規模通所授産施設以外のものに

いものにあっては、第四号の栄養士を置かは、次の各号に掲げる職員を置かなければな

ないことができる。らない。

一 施設長 一一 施設長

二 医師二 医師

入所者に対し健康管理及び療養上の指三 看護婦

を行うために必要な数四 職業指導員 導

三 看護師、職業指導員及び生活支援員五 生活指導員

イ 入所者の数が三十の身体障害者入所

授産施設にあっては、看護師、職業指

導員及び生活支援員の総数は、常勤換

算方法で、五以上

ロ 入所者の数が三十を超える身体障害

者入所授産施設にあっては、看護師、

職業指導員及び生活支援員の総数は、

常勤換算方法で、五に、入所者の数が

三十を超えて二十又はその端数を増す

ごとに一を加えて得た数以上

ハ 看護師の数は、次のとおりとするこ

と。

（１）入所者の数が九十を超えない身体

障害者入所授産施設にあっては、常

勤換算方法で、一以上

（２）入所者の数が九十を超えて、百三

十を超えない身体障害者入所授産施

設にあっては、常勤換算方法で、二

以上

（３）入所者の数が百三十を超えて、百

六十を超えない身体障害者入所授産

施設にあっては、常勤換算方法で、

三以上

四 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。

３ 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、

当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数

を当該身体障害者入所授産施設において常

勤の職員が勤務すべき時間数で除すること
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により常勤の職員の員数に換算する方法を

いう。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな

ければならない。

５ 第一項第三号の看護師のうち、一人以上

は、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

８ 身体障害者入所授産施設（視覚障害者又

は聴覚・言語障害者を入所させるものに限

る。）に置かれる生活支援員のうち、一人

以上は、点字又は口話若しくは手話を解す

ることができる者でなければならない。

９ 身体障害者入所授産施設であって、通所

による入所者の支援を行うものにあっては

、第一項に掲げる員数の職員に加えて、当

通所による入所者の支援を行う第一項第該

三号に掲げる職員を置くものとし、当該職

総数 、常勤換算方法で、当該通所に員の は

よる入所者の数を十で除して得た数以上と

する。

１０ 身体障害者入所授産施設は、支援を行

う入所者の障害の状況に応じた適切な対応

を図るために、第一項及び前項に掲げる職

員に加えて、必要な を置かなければな職員

らない。

２ 重度身体障害者授産施設には、次の各号に

掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長

二 医師

三 介護職員

四 保健婦又は看護婦

五 職業指導員

六 生活指導員

（身体障害者通所授産施設の職員の配置の基３ 身体障害者通所授産施設には、次の各号に
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準）掲げる職員を置かなければならない。

第五十四条 身体障害者通所授産施設には、一 施設長

次の各号に掲げる職員を置かなければなら二 医師

ない。三 職業指導員

一 施設長 一四 生活指導員

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養

上の指導を行うために必要な数

三 職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が二十の身体障害者通所

授産施設にあっては、職業指導員及び

生活支援員の総数は、常勤換算方法で

、二以上

ロ 入所者の数が二十を超える身体障害

者通所授産施設にあっては、職業指導

員及び生活支援員の総数は、常勤換算

方法で、二に、入所者の数が二十を超

えて十又はその端数を増すごとに一を

加えて得た数以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。

３ 第一項の常勤換算方法とは、当該職員の

それぞれの勤務延時間数の総数を当該身体

障害者通所授産施設において常勤の職員が

勤務すべき時間数で除することにより常勤

の職員の員数に換算する方法をいう。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな

ければならない。

５ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人

以上は、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人

以上は常勤の者でなければならない。

７ 身体障害者通所授産施設は、入所者の障

害の状況に応じた適切な対応を図るため必

要があるときは、第一項に掲げる職員に加

えて、必要な職員を置かなければならない

。

（身体障害者小規模通所授産施設の職員の配４ 身体障害者小規模通所授産施設には、次の
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置の基準）（略）各号に掲げる職員を置かなければならない。

一 施設長

二 職業指導員

三 生活指導員

５ 身体障害者小規模通所授産施設に置かれる

職員のうち、施設長にあっては、職業指導員

又は生活指導員と兼ねることができる。

６ 身体障害者授産施設のうち重度身体障害者

授産施設、身体障害者通所授産施設及び身体

障害者小規模通所授産施設以外のもの(視覚

障害者又は聴覚・言語障害者を入所させるも

のに限る。)に置かれる生活指導員のうち、

一人以上は、点字又は口話若しくは手話を解

することができる者でなければならない。

７ 重度身体障害者授産施設に置かれる職業指

導員、生活指導員、介護職員及び保健婦又は

看護婦の総数は、通じておおむね入所者の数

を6.7で除して得た数以上とする。

８ 身体障害者小規模通所授産施設に置かれる

施設長は、身体障害者の福祉の増進に熱意を

有し、身体障害者小規模通所授産施設を適切

に運営する能力を有する者でなければならな

い。

（分場の職員の配置基準）

第五十六条 身体障害者授産施設は、分場を

設置する場合は、当該分場において通所に

よる入所者の支援を行う第五十四条第一項

号に掲げる職員を置くものとし、当該第三

の総数 、常勤換算方法で、当該分場職員 は

入所者の数を四・八で除して得た数以上と

する。

２ 身体障害者授産施設は、入所者の障害の

状況に応じた適切な対応を図るため必要が

あ 、前項に掲げる職員に加えて、るときは

必要な職員を置かなければならない。

（運営規程）

第五十七条 身体障害者授産施設は、次に掲

げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。
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一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種、員数及び職務の内容

三 定員

イ 入所定員

ロ 通所による入所者の支援を行う施設

にあっては、当該通所による入所者の

定員

ハ 分場を設置する施設にあっては、当

該分場の入所定員

四 入所者に対する支援の内容及び入所者

から受領する費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 その他施設の運営に関する重要事項

（作業指導）

第五十八条 身体障害者授産施設は、入所者

が自立して社会生活を営むことができるよ

う作業指導を行わなければならない。

（授産活動）

第五十九条 身体障害者授産施設の行う授産

活動は、地域の実情並びに製品及びサービ

スの需給状況等を考慮して行うものでなけ

ればならない。

２ 身体障害者授産施設は、授産活動に従事

する入所者の作業時間、作業量等がその者

の過重な負担とならないように配慮しなけ

ればならない。

(工賃の支払) （工賃の支払）

第33条 身体障害者授産施設は、職業に従事し 第六十条 身体障害者授産施設は、授産活動

ている者に、事業収入から事業に必要な経費 に従事している入所者に、事業収入から事

を控除した額に相当する金額を工賃として支 業に必要な経費を控除した額に相当する金

払わなければならない。 額を工賃として支払わなければならない。

(準用) （準用）

第34条 第11条から第17条までの規定は、身体 第六十一条 第十六条から第三十五条までの

障害者授産施設のうち身体障害者小規模通所 規定（第十八条を除く。）は、身体障害者

授産施設以外のものについて準用する。 入所授産施設及び身体障害者通所授産施設

について準用する。

２ 第12条、第14条第１項、第16条及び第17条

の規定は、身体障害者小規模通所授産施設に

ついて準用する。
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第六章 身体障害者福祉センター（略） 第六章 身体障害者福祉センター（略）

第七章 補装具製作施設（略） 第七章 補装具製作施設（略）

第八章 盲導犬訓練施設（略） 第八章 盲導犬訓練施設（略）

第九章 視聴覚障害者情報提供施設（略） 第九章 視聴覚障害者情報提供施設(略)
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○最低基準改正案の比較表

現行最低基準 最低基準改正案

○知的障害者援護施設の設備及び運営に関する ○知的障害者援護施設の設備及び運営に関す

基準 (平成二年十二月十九日) る基準 (平成十四年○月○日)

(厚生省令第五十七号) (厚生労働省令第○号)

第一章 総則第１章 総則

（趣旨）(趣旨)

第一条 知的障害者福祉法（昭和三十五年法第１条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律

律第三十七号。以下「法」という。）第二第三十七号。以下「法」という。)第21条第

十一条第一項の規定による知的障害者援護１項の規定による知的障害者援護施設(以下

施設の設備及び運営に関する基準は、この「援護施設」という。)の設備及び運営に関

省令の定めるところによる。する基準は、この省令の定めるところによる

。

（基本方針）

第二条 知的障害者援護施設の設置者は、入(基本方針)

所者又は利用者（以下この章において「入第２条 援護施設の設置者は、入所者又は利用

所者等」という。）に対し、その自立と社者(以下この章において「入所者等」という

会 、。)に対し、良好な環境のもとで、社会福祉 経済活動への参加を促進する観点から

良好な環境のもとで、社会福祉事業に関す事業に関する熱意及び能力を有する職員によ

る熱意及び能力を有する職員による適切なる適切な処遇を行うよう努めなければならな

支援を行うよう努めなければならない。い。

２ 知的障害者援護施設は、入所者等の意思

及び人格を尊重し、常にその者の立場に立

って支援を行うように努めなければならな

い。

３ 知的障害者援護施設は、できる限り居宅

地域や家庭との結び付に近い環境の中で、

きを重視した運営を行い、市町村（特別区

を含む。以下同じ。）、知的障害者の福祉

を増進することを目的とする事業を行う者

その他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供するものとの密接な連携に努めな

ければならない。

（構造設備の一般原則）(構造設備の一般原則)

第三条 知的障害者援護施設の配置、構造及第３条 援護施設の配置、構造及び設備は、日

び設備は、入所者等の特性に応じて工夫さ照、採光、換気等入所者等の保健衛生に関す
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れ、かつ、日照、採光、換気等入所者等のる事項について十分考慮されたものでなけれ

保健衛生に関する事項について十分考慮さばならない。

れたものでなければならない。２ 援護施設は、消火設備その他非常災害に際

して必要な設備を設けなければならない。

２ 知的障害者援護施設の建物（入所者等の３ 援護施設の建物(入所者等の日常生活のた

日常生活のために使用しない附属の建物をめに使用しない附属の建物を除く。)は、建

除く。）は、建築基準法（昭和二十五年法築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二

律第二百一号）第二条第九号の二に規定す条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条

る耐火建築物又は同条第九号の三に規定す第九号の三に規定する準耐火建築物でなけれ

る準耐火建築物でなければならない。ただばならない。ただし、通所による入所者のみ

し、通所による入所者のみを対象とする施を対象とする施設(以下「通所施設」という

設にあっては、この限りでない。。)にあっては、この限りでない。

（設備の専用）(設備の専用)

第四条 知的障害者援護施設の設備は、専ら第４条 援護施設の設備は、もっぱら当該援護

当該援護施設の用に供するものでなければ施設の用に供するものでなければならない。

ならない。ただし、入所者等の支援に支障ただし、入所者等の処遇に支障がない場合に

がない場合には、この限りでない。は、この限りでない。

（職員の専従）(職員の専従)

第五条 知的障害者援護施設の職員は、専ら第５条 援護施設の職員は、もっぱら当該援護

当該援護施設の職務に従事することができ施設の職務に従事することができる者をもっ

る者をもって充てなければならない。ただて充てなければならない。ただし、入所者等

し、入所者等の支援に支障がない場合にはの処遇に支障がない場合には、この限りでな

、この限りでない。い。

（非常災害対策）(非常災害対策)

第六条 知的障害者援護施設は、消火設備そ第６条 援護施設は、非常災害に備えるため、

の他の非常災害に際して必要な設備を設け防災、避難等に関する具体的計画を立てると

るとともに、非常災害に関する具体的計画ともに、定期的に避難、救出その他必要な訓

を立てておかなければならない。練を行わなければならない。

２ 知的障害者援護施設は、非常災害に備え

るため、定期的に避難、救出その他必要な

訓練を行わなければならない。

（記録の整備）(帳簿の整備)

第七条 知的障害者援護施設は、職員、設備第７条 援護施設は、設備、職員、会計及び入

及び会計に関する諸記録を整備しておかな所者等の処遇の状況に関する帳簿を整備して

ければならない。おかなければならない。

２ 知的障害者援護施設は、入所者の支援の

状況に関する諸記録を整備し、当該支援を

提供した日から五年間保存しなければなら

ない。
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（苦情への対応）(苦情への対応)

第八条 知的障害者援護施設は、その行った第７条の２ 援護施設は、その行った処遇に関

支援に関する入所者等からの苦情に迅速かする入所者等又はその保護者からの苦情に迅

つ適切に対応するために、苦情を受け付け速かつ適切に対応するために、苦情を受け付

るための窓口を設置する等の必要な措置をけるための窓口を設置する等の必要な措置を

講じなければならない。講じなければならない。

２ 知的障害者援護施設は、その行った支援２ 援護施設は、その行った処遇に関し、当該

に関し、市町村から指導又は助言を受けた措置に係る都道府県又は市町村から指導又は

場合は、当該指導又は助言に従って必要な助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

改善を行わなければならない。って必要な改善を行わなければならない。

３ 知的障害者援護施設は、社会福祉法（昭３ 援護施設は、社会福祉法(昭和二十六年法

和二十六年法律第四十五号）第八十三条に律第四十五号)第八十三条に規定する運営適

規定する運営適正化委員会が行う同法第八正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規

十五条第一項の規定による調査又はあっせ定による調査にできる限り協力しなければな

んにできる限り協力しなければならない。らない。

第二章 知的障害者デイサービスセンタ第一章の二 知的障害者デイサービスセン

ーター（略）

第三章 知的障害者更生施設第二章 知的障害者更生施設

（施設の敷地面積）(施設の敷地面積)

第十二条 知的障害者更生施設の敷地面積は第８条 知的障害者更生施設(以下「更生施設

、原則として建築面積の三倍以上でなけれ」という。)の敷地面積は、原則として建築

ばならない。ただし、通所による入所者の面積の三倍以上でなければならない。ただし

みを対象とする施設にあっては、この限り、通所施設にあっては、この限りでない。

でない。

（種類）

第十三条 知的障害者更生施設は、次の各号

に掲げるものをいう。

一 知的障害者入所更生施設 法第二十一

条の六に規定する知的障害者更生施設で

あって次号に規定する知的障害者通所更

生施設以外のもの。

二 知的障害者通所更生施設 知的障害者

更生施設のうち通所による入所者のみを

対象とするもの。

（規模）(規模)

第十四条 知的障害者更生施設は、次の各号第10条 更生施設は、次の各号の区分に従い、

の区分に従い、それぞれ当該各号に規定すそれぞれ当該各号に規定する規模を有するも
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る規模を有するものでなければならない。のでなければならない。

一 知的障害者入所更生施設 三十人以上一 通所施設である更生施設 二十人以上の

（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六人員を入所させることができる規模

十四号）第四十二条に規定する知的障害二 その他の更生施設 三十人以上(児童福

児施設（児童福祉施設最低基準（昭和二祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四

十三年厚生省令第六十三号）第四十八条十二条に規定する知的障害児施設(児童福

第二号に規定する自閉症児施設を除く。祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第

）又は同法第四十三条の二に規定する盲六十三号)第四十八条第一号に規定する自

ろうあ児施設（同令第六十条第二項第一閉症児施設を除く。)又は同法第四十三条

号に規定する難聴幼児通園施設を除く。の二に規定する盲ろうあ児施設(同令第六

）に併設する場合にあっては、十人以上十条第二項第一号に規定する難聴幼児通園

施設を除く。)に併設する場合にあっては る入所者の数を除く）の人員（通所によ

を入所させることができる規模、十人以上)の人員を入所させること(通所 。）

二 知的障害者通所更生施設 二十人以上により入所させることを除く。)ができる

の人員を入所させることができる規模規模

２ 知的障害者更生施設は、当該施設と一体

的に管理運営を行う通所による入所者の支

援を行う施設であって、利用者が二十人未

満のもの（以下この章において「分場」と

いう。）を設置する場合は、五人以上の人

員を入所させることができる規模を有する

ものとしなければならない。

（知的障害者入所更生施設の設備の基準）(設備の基準)

第十五条 知的障害者入所更生施設には、次第９条 更生施設には、次の各号に掲げる設備

の各号に掲げる設備を設けなければならなを設けなければならない。ただし、通所施設

い。にあっては、第一号、第二号、第四号、第十

一 居室二号及び第十三号に掲げる設備を設けないこ

二 静養室とができる。

三 食堂一 居室

四 浴室二 静養室

五 洗面所三 食堂

六 便所四 浴室

七 医務室五 洗面所

八 作業指導室又は作業指導場六 便所

九 調理室七 医務室

十 相談室八 作業指導室又は作業指導場

十一 運動場九 調理室

十二 事務室十 事務室

十三 会議室十一 会議室

十四 宿直室十二 宿直室

十五 指導員室十三 指導員室

十四 相談室

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと十五 運動場
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おりとする。

一 居室２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお

イ 一の居室の定員は、四人以下とするりとする。

こと。一 居室

ロ 地階に設けてはならないこと。イ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納ロ 一室の定員は、四人を標準とすること

設備等を除き、六・六平方メートル以。

上とすること。ハ 入所者(通所による入所者を除く。)一

二 一以上の出入口は避難上有効な空地人当たりの床面積は、収納設備等を除き

、廊下又は広間に直接面して設けるこ、3.3平方メートル以上であること。

と。ニ 避難上有効な空地、廊下又は広間に直

ホ 入所者（通所による入所者を除く。接面して一以上の出入口を設けること。

）の寝具及び身の回り品を各人別に収ホ 入所者(通所による入所者を除く。)の

納することができる収納設備を設ける寝具及び身の回り品を各人別に収納する

こと。ことができる収納設備を設けること。

ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、そ

その間の通路は、夜間は通行ができなの間の通路は、夜間は通行ができないよ

いように遮断できるものであること。うに遮断できるものであること。

二 静養室二 静養室

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるイ 医務室の近くに設け、男女別とするこ

こと。と。

ロ 医務室に近接して設けること。ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

ハ 男女別とすること。と。

二 イ、ロ及びハに定めるもののほか、ハ イ及びロに定めるもののほか、前号イ

前号ロ及びニに定めるところによるこ及びニに定めるところによること。

と。三 便所

三 食堂男子用と女子用を別に設けること。

イ 食事の提供に支障がない広さを有す四 医務室

ること。イ 必要な医薬品、衛生材料及び医療機械

ロ 必要な備品を備えること。器具を備えること。

四 浴室ロ 通所施設である更生施設であって静養

入所者の特性に応じたものであること室を設置しないものにあっては、イに定

。めるもののほか、第二号ロ及びハに定め

五 洗面所るところによること。

イ 居室のある階ごとに設けること。五 作業指導室又は作業指導場

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ作業に従事する者の安全を確保するため

と。の設備を設けること。

六 便所六 調理室

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用火気を使用する部分は、不燃材料を用い

を別に設けること。ること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。３ 前２項に規定するもののほか、更生施設の

七 医務室設備の基準は、次に定めるところによる。

治療に必要な機械器具等を備えること一 廊下の幅は、1.35メートル以上とするこ

。と。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル
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八 作業指導室又は作業指導場以上とすること。

イ 作業に従事する者の安全を確保する二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を

ための設備を設けること。設けること。

ロ 指導を行うために必要な広さを有す

ること。４ 重度の知的障害者(以下「重度者」という

ハ 指導に必要な器具を備えること。。)を入所させる更生施設(通所施設を除く。

九 調理室)の設備の基準は、前３項に定めるもののほ

火気を使用する部分は、不燃材料を用か、次に定めるところによる。

いること。一 必要に応じ、一人用居室及び二人用居室

十 相談室を設けること。

室内における談話の漏えいを防ぐため二 前三項に規定するもののほか、重度者の

の間仕切り等を設けること。保健衛生、安全の確保等の見地から、その

十一 運動場設備について特別の配慮をすること。

必要な備品を備えること。

十二 廊下幅

一・三五メートル以上とすること。

ただし、中廊下の幅は、一・八メート

ル以上とすること。

３ 前項各号に規定するもののほか、廊下、

便所その他必要な場所に常夜灯を設けるな

けれ 。ばならない

（知的障害者通所更生施設の設備の基準）

第十六条 知的障害者通所更生施設には、次

の各号に掲げる設備を設けなければならな

い。

一 食堂

二 洗面所

三 便所

四 医務室

五 作業指導室又は作業指導場

六 調理室

七 相談室

八 運動場

九 事務室

十 会議室

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと

おりとする。

一 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有す

ること。

ロ 必要な備品を備えること。

二 洗面所
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入所者の特性に応じたものであること

。

三 便所

イ 男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

四 医務室

イ 治療に必要な機械器具等を備えるこ

と。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を設ける

こと。

五 作業指導室又は作業指導場

イ 作業に従事する者の安全を確保する

ための設備を設けること。

ロ 指導を行うために必要な広さを有す

ること。

ハ 指導に必要な器具を備えること。

六 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用

いること。

七 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐため

の間仕切り等を設けること。

八 運動場

必要な備品を備えること。

九 廊下幅

一・三五メートル以上とすること。た

だし、中廊下の幅は、一・八メートル以

上とすること。

３ 前項各号に規定するもののほか、廊下、

便所その他必要な場所に常夜灯を設けなけ

れば 。ならない

（分場の設備の基準）

第十七条 分場の設備の基準は、前条に規定

す に準ずる。ただし、前条第一項第る基準

六号 に掲げる設備は設けなから第十号まで

いことができる。

（知的障害者入所更生施設の職員の配置基準

）(職員の配置の基準)

第十八条 知的障害者入所更生施設には、次第11条 更生施設には、次の各号に掲げる職員

の各号に掲げる職員を置かなければならなを置かなければならない。ただし、通所施設

い。ただし、入所定員が四十人を超えないにあっては、第三号及び第六号に掲げる職員
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ものにあっては、第四号の栄養士を、調理を、入所人員(通所による入所者の数を除く

業務の全部を委託するものにあっては、第。)が四十人以下の施設にあっては、第六号

五号 を置かないことができる。に掲げる職員を、調理業務の全部を委託する の調理員

一 施設長 一施設にあっては、第七号に掲げる職員を置か

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養ないことができる。

上の指導を行うために必要な数一 施設長

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作二 医師

業指導員 保健師 看護師、生活支援三 保健婦又は看護婦 又は

員及び作業指導員の総数は、常勤換算方四 生活指導員

法で、入所者の数を四・三で除して得た五 作業指導員

数以上六 栄養士

四 栄養士 一以上七 調理員

五 調理員 一以上

２ 更生施設の医師は、精神科の診療に相当の

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と経験を有する者でなければならない。

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。３ 更生施設の作業指導員は、その指導する業

務について相当の経験及び技能を有する者で

３ 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、なければならない。

当 職員のそれぞれの勤務延時間数の総数該

を当 知的障害者 更生施設において常４ 保健婦又は看護婦、生活指導員及び作業指 該 入所

勤の職員が勤務すべき時間数で除すること導員の総数は、おおむね、次の各号に掲げる

により常勤の職員の員数に換算する方法を数の合計数以上でなければならない。

いう。一 入所者(通所による入所者を除く。)の数

を四・三で除して得た数

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな二 通所による入所者の数を七・五で除して

ければならない。得た数

５ 第一項第二号の医師は、知的障害者の診５ 女子を入所させる更生施設にあっては、生

療に相当の経験を有する者でなければなら活指導員のうち少なくとも一人は、女子でな

ない。ければならない。

６ 第一項第三号の保健師又は看護師のうち

、一人以上は、常勤の者でなければならな

い。

７ 第一項第三号の生活支援員又は作業指導

員のうち、一人以上は、常勤の者でなけれ

ばならない。

８ 第一項第三号の作業指導員は、その指導

する業務について相当の経験及び技能を有

する者でなければならない。

９ 女子を入所させる知的障害者入所更生施
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設にあっては、生活支援員のうち少なくと

も一人は、女子でなければならない。

１０ 知的障害者入所更生施設であって、通

所による入所者の支援を行うものにあっ

ては、第一項に掲げる員数の職員に加え

による入所者の支援を行うて、当該通所

第一項第三号に掲げる職員を置くものと

の総数 、常勤換算方法でし、当該職員 は

、 通所による入所者の数を七・五で当該

除して得た数以上くものとする。

１１ 知的障害者入所更生施設は、支援を行

う入所者の障害の状況に応じた適切な対

応を図るために、第一項及び前項に掲げ

る職員 加えて、必要な を置かなけに 職員

ればならない。

（知的障害者通所更生施設の職員の配置基準

）

第十九条 知的障害者通所更生施設には、次

の各号に掲げる職員を置かなければならな

い。ただし、調理業務の全部を委託するも

のにあっては、第四号の調理員を置かない

ことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養

上の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作

業指導員 保健師又は看護師、生活支援

員及び作業指導員の総数は、常勤換算方

法で、入所者の数を七・五で除して得た

数以上

四 調理員 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。

３ 第一項の常勤換算方法とは、当該職員の

それぞれの勤務延時間数の総数を当該知的

障害者通所更生施設において常勤の職員が

勤務すべき時間数で除することにより常勤

の職員の員数に換算する方法をいう。
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４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな

ければならない。

５ 第一項第二号の医師は、知的障害者の診

療に相当の経験を有する者でなければなら

ない。

６ 第一項第三号の生活支援員又は作業指導

員のうち、一人以上は、常勤の者でなけれ

ばならない。

７ 第一項第三号の作業指導員は、その指導

する業務について相当の経験及び技能を有

する者でなければならない。

８ 女子を入所させる知的障害者通所更生施

設にあっては、生活支援員のうち少なくと

も一人は、女子でなければならない。

９ 知的障害者通所更生施設は、入所者の障

害の状況に応じた適切な対応を図るため必

要が 、第一項に掲げる職員に加あるときは

えて、必要な職員を置かなければならない

。

（分場の職員の配置基準）

第二十条 知的障害者更生施設は、分場を設

置する場合は、当該分場において通所によ

る入所者の支援を行う前条第一項第三号に

掲げる の総職員を置くものとし、当該職員

数は、常勤換算方法で、当該分場の入所者

の数を七・五で除して得た数以上とする。

２ 知的障害者更生施設は、支援を行う入所

者の障害の状況に応じた適切な対応を図る

ために、前項に掲げる職員に加えて、必要

な職員を置かなければならない。

（職員の資格要件）(職員の資格要件)

第二十一条 知的障害者更生施設の施設長は第12条 更生施設の長は、次の各号のいずれか

、次の各号のいずれかに該当する者でなけに該当する者でなければならない。

ればならない。一 社会福祉事業に五年以上従事した者であっ

一 社会福祉事業に五年以上従事した者でて、施設を運営するのに適切であると認めら

あって、施設を運営するのに適切であるれるもの

と認められるもの二 精神保健に関して相当の学識経験を有する
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二 精神保健に関して相当の学識経験を有医師

する医師三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を

三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経有すると認められる者

験を有すると認められる者

（入退所）

第二十二条 知的障害者更生施設は、入所予

定者が入院治療を必要とする場合その他入

所予定者に対し自ら適切な便宜を供与する

ことが困難である場合は、市町村と協議の

上、適切な病院又は診療所を紹介する等の

適切な措置を速やかに講じなければならな

い。

２ 知的障害者更生施設は、入所予定者の入

所に際しては、その者の心身の状況、病歴

等の把握に努めなければならない。

３ 知的障害者更生施設は、入所者について

、その心身の状況等に照らし、法第十五条

第一項に規定する指定居宅支援等を利の五

その者が居宅において用することにより、

日常生活を営むことができるかどうかを定

期的に検討しなければならない。

４ 前項の検討に当たっては、看護師、生活

支 員等の職員の間で協議しなければなら援

ない。

５ 知的障害者更生施設は、心身の状況に照

して、指定居宅支援等を利用することにら

居宅において日常生活を営むことがでより

認められる のきると 入所者に対し、その者

等を勘案し、その者の円滑な退所のた希望

めに必要な援助を行わなければならない。

（運営規定）(準用)

第二十三条 知的障害者更生施設は、次に掲第18条の２ 第七条の五の規定は、更生施設に

げる施設の運営についての重要事項に関すついて準用する。

る規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種、数及び職務の内容

三 定員

イ 入所定員

ロ 通所による入所者の支援を行う施設
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にあっては、当該通所による入所者の

定員

ハ 分場を設置する施設にあっては、当

該分場の入所定員

四 入所者の支援の内容及び入所者から受

領 費用の額する

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 その他の施設の運営に関する重要事項

（入所者の支援に関する計画等）

第二十四条 知的障害者更生施設は、入所者

について、入所者の支援に関する具体的な

内容を決定するとともに、その円滑な実施

を図るため、その心身の状況、その置かれ

ている環境及びその者の希望等を勘案し、

その者の同意を得て、その者の支援に関す

る計画を作成しなければならない。

（指導会議）

２ 知的障害者更生施設は、前項の規定によ第13条 更生施設は、入所者の更生援護に関す

る計画の作成に当たって、施設の職員による具体的措置を決定し、及びその円滑な実施

る会議を開かなければならない。を図るため、必要な時期に指導会議を開かな

ければならない。

３ 知的障害者更生施設は、第一項の計画の

作成後においては、その実施状況の把握を

行うとともに、入所者について解決すべき

課題を把握し、必要に応じて施設支援計画

の見直しを行わなければならない。

４ 第一項及び第二項の規定は、前項に規定

する計画の見直しについて準用する。

（支援の方針）

第二十五条 知的障害者更生施設は、入所者

について、その者の心身の状況等に応じて

、その者の支援を適切に行わなければなら

ない。

２ 入所者の支援は、入所者の支援に関する

計画に基づき、漫然かつ画一的なものとな

らないよう配慮して行わなければならない

。

３ 知的障害者更生施設の職員は、入所者の

支 に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入援
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所者に対し、支援上必要な事項について、

理解しやすいように説明を行わなければな

らない。

４ 知的障害者更生施設は、その行う支援の

質の評価を行い、常にその改善を図らなけ

ればならない。

（相談及び援助）

第二十六条 知的障害者更生施設は、常に入

所者の心身の状況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、その者又はその家

族に対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の援助を行わなけれ

ばならない。

（作業指導）(作業指導)

第二十七条 知的障害者更生施設は、必要に第15条 更生施設は、必要に応じ、入所者が自

応じ、入所者が自立して社会生活を営むこ立して社会生活を営むことができるよう作業

とができるよう作業指導を行わなければな指導を行わなければならない。

らない。

（指導、訓練等）

第二十八条 知的障害者更生施設は、入所者

の自立の支援と日常生活の充実に資するよ

う、入所者の心身の状況に応じて、適切な

技術をもって指導、訓練等を行わなければ

ならない。

(生活指導等)

２ 知的障害者更生施設は、入所者が日常生第14条 更生施設は、入所者が日常生活におけ

活における適切な習慣を確立するとともにるよい習慣を確立するとともに、社会生活へ

、社会生活への適応性を高めるようあらゆの適応性を高めるようあらゆる機会を通じて

る機会を通じて生活指導を行わなければな生活指導を行わなければならない。

らない。

３ 知的障害者更生施設は、入所者に対し、

その有する能力を活用することにより、社

会経済活動に参加することができるように

するため、入所者の心身の特性に応じた必

要な訓練を行わなければならない。

４ 知的障害者更生施設は、入所者の希望等２ 入所者(通所による入所者を除く。)につい

を勘案し、適切な方法により、入所者を入ては、一週間に二回以上入浴をさせ、又は清

浴させ、又は清しきしなければならない。拭を行わなければならない。
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５ 知的障害者更生施設は、指導、訓練等を

行うに当たっては、常に一人以上の職員を

従事させなければならない。

６ 知的障害者更生施設は、入所者に対し、

その負担により、当該知的障害者更生施設

の職員以外の者による指導、訓練等を受け

させてはならない。

（食事の提供）(給食)

第二十九条 食事の提供は、栄養並びに入所第16条 給食は、食品の種類及び調理方法につ

者の身体の状況及び嗜好を考慮したものといて栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好
し

するとともに、適切な時間に行わなければを考慮したものでなければならない。

ならない。

２ 調理はあらかじめ作成された献立に従っ２ 調理は、あらかじめ作成された献立に従っ

て行わなければならない。て行わなければならない。

３ 栄養士を置かない知的障害者更生施設に３ 栄養士を置かない更生施設にあっては、献

あっては、献立の内容、栄養価の算定及び立の内容、栄養価の算定及び調理の方法につ

調理の方法について保健所等の指導を受けいて栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四

なければならない。十八号)第九条に規定する栄養指導員の指導

を毎月一回以上受けなければならない。

（健康管理）(健康管理等)

第三十条 知的障害者更生施設は、常に入所第17条 入所者については、その入所時及び毎

者の健康の状況に注意するとともに、入所年二回以上定期に健康診断を行わなければな

者に 、毎年二回以上定期に健康診断らない。 対して

を行わなければならない。

（入所者の入院期間中の取扱い）

第三十一条 知的障害者更生施設は、入所者

について、病院又は診療所に入院する必要

が生じた場合であって、入院後おおむね三

月以内に退院することが見込まれるときは

、その者の希望等を勘案し、必要に応じて

適切な便宜を供与するとともに、やむを得

ない事情がある場合を除き、退院後再び当

該知的障害者更生施設に円滑に入所するこ

とができるようにしなければならない。

（社会生活上の便宜の供与等）第１４条

第三十二条 知的障害者更生施設は、教養娯２ 更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか

楽設備等を備えるほか、適宜入所者のため、適宜レクリエーション行事を行わなければ

のレクリエーション行事を行わなければなならない。
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らない。

２ 知的障害者更生施設は、入所者が日常生

活を営むのに必要な行政機関等に対する手

続について、その者又はその家族において

行うことが困難である場合は、その者の同

意を得て、代わって行わなければならない

。

３ 知的障害者更生施設は、常に入所者の家

族との連携を図るとともに、入所者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努め

なければならない。

（施設長の責務）

第三十三条 知的障害者更生施設の施設長は

、当該知的障害者更生更生施設の職員の管

理、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行わなければならない。

２ 知的障害者更生施設の施設長は、職員に

この章の規定を遵守させるために必要な指

揮命令を行うものとする。

（知的障害者更生施設が入所者等に求めるこ

とのできる金銭の支払の範囲等）

第三十四条 知的障害者更生施設が入所者等

に対して金銭の支払を求めることができる

のは、当該金銭の使途が直接当該入所者の

便益を向上させるものであって、当該入所

払を求めることが適当であるものに者に支

。限るものとする

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際

には、当該金銭の使途及び額並びに入所者

等に について書面金銭の支払を求める理由

によって明らかにするとともに、入所者等

の同意を得なければならない。ただし、指

定知的障害者更生施設等の設備及び運営に

関する基準（平成十四年厚生労働省令第○

○号）第十五 第一項及び第二項に掲げる条

支払については、この限りではない。

（勤務体制の確保等）

第三十五条 知的障害者更生施設は、入所者
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に対し、適切な支援を行うことができるよう

、職員の勤務の体制を定めておかなければな

らない。

２ 知的障害者更生施設は、当該知的障害者

更生施設の職員によって支援を行わなけれ

ばならない。ただし、入所者の支援に直接

影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。

３ 知的障害者更生施設は、職員に対し、そ

の資質の向上のための研修の機会を確保し

なければならない。

（定員の遵守）

第三十六条 知的障害者更生施設は、入所定

員及び居室の定員を超えて入所させてはな

らない。ただし、災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限りでない。

（衛生管理等）(衛生管理)

第三十七条 知的障害者更生施設は、入所者第18条 入所者の使用する設備、食器等又は飲

の使用する食器その他の設備又は飲用に供用に供する水については、衛生的な管理に努

する水について、衛生的な管理に努め、又め、又は衛生上必要な措置を講じなければな

は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治らない。

療に必要な機械器具等の管理を適正に行わ

なければならない。

２ 知的障害者更生施設は、当該知的障害者

更生施設において感染症が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。

（協力医療機関）

第三十八条 知的障害者更生施設は、入院治

療を必要とする入所者のために、あらかじ

め、協力医療機関を定めておかなければな

らない。

（秘密保持等）

第三十九条 知的障害者更生施設の職員は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た入

所者又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。
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２ 知的障害者更生施設は、職員であった者

が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た入所者又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければな

らない。

（地域との連携等）

第四十条 知的障害者更生施設は、その運営

に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流に努めなければならない。

（事故発生時の対応）

第四十一条 知的障害者更生施設は、入所者

の支援により事故が発生した場合は、速や

かに市町村、入所者の家族等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければなら

ない。

２ 知的障害者更生施設は、入所者の支援に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。

（準用）

第四十二条 第十一条の規定は、知的障害者

更生施設について準用する。ただし、○○

読み替えるものとする。

第三章 知的障害者授産施設第三章 知的障害者授産施設

（種類）

第四十三条 知的障害者授産施設は、次の各

号に掲げるものをいう。

一 知的障害者入所授産施設 法第二十一

条の七に規定する知的障害者授産施設で

あって、第二号に規定する知的障害者通

所授産施設及び第三号に規定する知的障

害者小規模通所授産施設以外のもの

二 知的障害者通所授産施設 知的障害者

授産施設のうち通所による入所者のみを

対象とするものであって、第三号に規定

する知的障害者小規模通所授産施設以外

のもの

三 知的障害者小規模通所授産施設 知的



- 94 -

障害者授産施設のうち通所による入所者の

みを対象とするものであって、常時利用す

るものが二十人未満であるもの

（規模）(規模)

第四十四条 知的障害者授産施設は、次の各第20条 授産施設は、次の各号の区分に従い、

号の区分に従い、それぞれ当該各号に規定それぞれ当該各号に規定する規模を有するも

する規模を有するものでなければならないのでなければならない。

。一 通所施設である授産施設(小規模通所授

一 知的障害者入所授産施設 三十人以上産施設を除く。) 二十人以上の人員を入

の人員（通所による入所者の数を除く。所させることができる規模

）を入所させることができる規模二 小規模通所授産施設 十人以上の人員を

二 知的障害者通所授産施設 二十人以上入所させることができる規模

の人員を入所させることができる規模三 その他の授産施設 三十人以上の人員を

三 知的障害者小規模通所授産施設 十人入所させること(通所により入所させるこ

以上の人員を入所させることができる規とを除く。)ができる規模

模

２ 知的障害者授産施設（知的障害者小規模

通所授産施設を除く。）は、当該施設と一

体的に管理運営を行う通所による入所者の

支援を行う施設であって入所者が二十人未

満のもの（以下この章において「分場」と

いう。）を設置する場合は、五人以上の人

員を入所させることができる規模を有する

ものとしなければならない。

(設備の基準)

（知的障害者入所授産施設の設備の基準）第19条 知的障害者授産施設(以下「授産施設

第四十五条 知的障害者入所授産施設には、」という。)のうち次項に規定する知的障害

次の各号に掲げる設備を設けなければなら者小規模通所授産施設以外のものには、次の

ない。各号に掲げる設備を設けなければならない。

一 居室ただし、通所施設にあっては、第一号、第二

二 静養室号、第四号、第十四号及び第十五号に掲げる

三 食堂設備を設けないことができる。

四 浴室一 居室

五 洗面所二 静養室

六 便所三 食堂

七 医務室四 浴室

八 作業室又は作業場五 洗面所

九 作業設備六 便所

十 更衣室七 医務室

十一 調理室八 作業室又は作業場

十二 相談室九 作業設備

十三 運動場十 更衣室

十四 事務室十一 調理室
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十五 会議室十二 事務室

十六 宿直室十三 会議室

十七 指導員室十四 宿直室

十五 指導員室

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと十六 相談室

おりとする。十七 運動場

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とする２ 知的障害者小規模通所授産施設(通所施設

こと。である授産施設であって、常時利用する者が

ロ 地階に設けてはならないこと。二十人未満であるものをいう。以下「小規模

ハ 入所者（通所による入所者を除く。通所授産施設」という。)には、次の各号に

）一人当たりの床面積は、収納設備等掲げる設備を設けなければならない。ただし

を除き、六・六平方メートル以上とす、他の社会福祉施設等の設備を利用すること

ること。により当該小規模通所授産施設の効果的な運

ニ 一以上の出入口は避難上有効な空地営を期待することができる場合であって、利

、廊下又は広間に直接面して設けるこ用者の処遇に支障がないときは、次の各号に

と。掲げる設備の一部を設けないことができる。

ホ 入所者（通所による入所者を除く。一 静養室

）の寝具及び身の回り品を各人別に収二 食堂

納することができる収納設備を設ける三 洗面所

こと。四 便所

ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、五 作業室又は作業場

その間の通路は、夜間は通行ができな

いように遮断できるものであること。３ 前項各号に掲げる設備のうち、食堂にあっ

二 静養室ては、静養室又は作業室若しくは作業場と兼

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるねることができる。

こと。

ロ 医務室に近接して設けること。４ 授産施設には、必要に応じて原材料及び製

ハ 男女別とすること。品の運搬のための機械器具を備えなければな

ニ イ、ロ及びハに定めるもののほか、らない。

前号ロ及びニに定めるところによるこ

と。５ 第一項各号に掲げる設備の基準は、次のと

三 食堂おりとする。

イ 食事の提供に支障がない広さを有す一 作業室又は作業場

ること。イ 必要に応じて危害防止設備を設け、又

ロ 必要な備品を備えること。は保護具を備えること。

四 浴室ロ 作業室には、避難上有効な空地、廊下

入所者の特性に応じたものであること又は広間に直接面して一以上の出入口を

。設けること。

五 洗面所二 更衣室

イ 居室のある階ごとに設けること。男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。６ 第一項、第四項及び前項に規定するものの

六 便所ほか、授産施設のうち小規模通所授産施設以

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用外のものの設備の基準については、第九条第
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を別に設けること。二項(第五号を除く。)及び第三項の規定を準用

ロ 入所者の特性に応じたものであるこする。

と。

七 医務室７ 第二項、第三項及び第四項に規定するもの

治療に必要な機械器具等を備えることのほか、小規模通所授産施設の設備の基準に

。ついては、第五項第一号イの規定を準用する

八 作業室又は作業場。

イ 必要に応じて危害防止設備を設け又

は保護具を備えること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

と。

ハ 作業室には、避難上有効な空地、廊

下又は広間に直接面して一以上の出入

口を設けること。

九 作業設備

入所者の安全に配慮したものとするこ

と。

十 更衣室

男子用と女子用を別に設けること。

十一 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を

用いること。

十二 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐた

めの間仕切り等を設けること。

十三 運動場

必要な備品を備えること。

十四 廊下幅

一・三五メートル以上とすること。

ただし、中廊下の幅は、一・八メート

ル以上とすること。

３ 知的障害者入所授産施設は、必要に応じ

て原材料及び製品の運搬のための機械器具

等を備えなければならない。

（知的障害者通所授産施設の設備の基準）

第四十六条 知的障害者通所授産施設には、

次の各号に掲げる設備を設けなければなら

ない。

一 食堂

二 洗面所

三 便所

四 医務室

五 作業室又は作業場
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六 作業設備

七 更衣室

八 調理室

九 相談室

十 運動場

十一 事務室

十二 会議室

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと

おりとする。

一 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有す

ること。

ロ 必要な備品を備えること。

二 洗面所

入所者の特性に応じたものであること

。

三 便所

イ 男子用と女子用を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

四 医務室

イ 治療に必要な機械器具等を備えるこ

と。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を備える

こと。

五 作業室又は作業場

イ 必要に応じて危害防止設備を設け又

は保護具を備えること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

と。

ハ 作業室には、避難上有効な空地、廊

下又は広間に直接面して一以上の出入

口を設けること。

六 作業設備

入所者の安全に配慮したものとするこ

と。

七 更衣室

男子用と女子用を別に設けること。

八 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用

いること。

九 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐため

の間仕切り等を設けること。
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十 運動場

必要な備品を備えること。

十一 廊下幅

一・三五メートル以上とすること。

ただし、中廊下の幅は、一・八メート

ル以上とすること。

３ 知的障害者通所授産施設は、必要に応じ

て原材料及び製品の運搬のための機械器具

等を備えなければならない。

（知的障害者小規模通所授産施設の設備の基

準）（略）

（分場の設備の基準）

第四十八条 分場の設備の基準は、第四十七

条に規 基準に準ずる。ただし、同条定する

八号から第十二号までに掲げる設第一項第

備は設けないことができる。

（知的障害者入所授産施設の職員の配置の基(職員の配置の基準)

準）第21条 授産施設のうち小規模通所授産施設以

第四十九条 知的障害者入所授産施設のうち外のものには、次の各号に掲げる職員を置か

には、次の各号に掲げる職員を置かなけれなければならない。ただし、通所施設にあっ

ばならない。ただし、入所定員が四十人をては、第三号及び第六号に掲げる職員を、入

超えないものにあっては、第四号の栄養士所人員(通所による入所者の数を除く。)が四

を、調理業務の全部を委託するものにあっ十人以下の施設にあっては、第六号に掲げる

ては、第五号 を置かないことがで職員を、調理業務の全部を委託する施設にあ の調理員

きる。っては、第七号に掲げる職員を置かないこと

一 施設長 一ができる。

二 医師一 施設長

入所者に対し健康管理及び療養上の指二 医師

導を行うために必要な数三 保健婦又は看護婦

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作四 生活指導員

業指導員 保健師又は看護師、生活支援五 作業指導員

員及び作業指導員の総数は、常勤換算方六 栄養士

法で、入所者の数を四・三で除して得た七 調理員

数以上

四 栄養士 一以上２ 小規模通所授産施設には、次の各号に掲げ

五 調理員 一以上る職員を置かなければならない。

一 施設長

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と二 生活指導員

する。ただし、新規設置又は再開の場合は三 作業指導員

、推定数による。

３ 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあ
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３ 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、っては、生活指導員又は作業指導員と兼ねる

当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数ことができる。

を当該知的障害者入所授産施設において常

勤の職員が勤務すべき時間数で除すること４ 第一項各号に掲げる職員のうち、保健婦又

により常勤の職員の員数に換算する方法をは看護婦、生活指導員及び作業指導員の総数

いう。は、おおむね、次の各号に掲げる数の合計数

以上でなければならない。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな一 入所者(通所による入所者を除く。)の数

ければならない。を四・三で除して得た数

二 通所による入所者の数を七・五で除して

５ 第一項第三号の保健師又は看護師のうち得た数

、一人以上は、常勤の者でなければならな

い。５ 小規模通所授産施設の施設長は、知的障害

者の福祉の増進に熱意を有し、小規模通所授

６ 第一項第三号の生活支援員又は作業指導産施設を適切に運営する能力を有する者でな

員のうち、一人以上は、常勤の者でなけれければならない。

ばならない。

６ 第十一条第二項、第三項及び第五項の規定

７ 知的障害者入所授産施設であって、通所は、授産施設のうち小規模通所授産施設以外

による入所者の支援を行うものにあってはのものについて準用する。

、第一項に掲げる数の職員に加えて、当該

よる入所者の支援を行う第一項第三通所に

号に掲げる職員を置くものとし、当該職員

総数 、常勤換算方法で、 通所によの は 当該

る入所者の数を七・五で除して得た数以上

とする。

８ 知的障害者授産施設は、支援を行う入所

者の障害の状況に応じた適切な対応を図る

ために、第一項及び前項に掲げる職員に加

えて、必要な職員を置かなければならない

。

（知的障害者通所授産施設の職員の配置の基

準）

第五十条 知的障害者通所授産施設には、次

の各号に掲げる職員を置かなければならな

ただし、調理業務の全部を委託するもい。

のにあっては、第四号の調理員を置かない

ことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養

上の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作

業指導員 保健師又は看護師、生活支援
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員及び作業指導員の総数は、常勤換算方

法で、入所者の数を七・五で除して得た

数以上

四 調理員 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値と

する。ただし、新規設置又は再開の場合は

、推定数による。

３ 第一項の常勤換算方法とは、当該職員の

それぞれの勤務延時間数の総数を当該知的

障害者通所授産施設において常勤の職員が

勤務すべき時間数で除することにより常勤

の職員の員数に換算する方法をいう。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でな

ければならない。

５ 第一項第三号の生活支援員又は作業指導

員のうち、一人以上は、常勤の者でなけれ

ばならない。

６ 知的障害者通所授産施設は、支援を行う

入所者の障害の状況に応じた適切な対応を

図るために、第一項に掲げる職員に加えて

、必要な職員を置かなければならない。

（知的障害者小規模通所授産施設の職員の配

置の基準）（略）

（分場の職員の配置基準）

第五十二条 知的障害者授産施設は、分場を

設置する場合は、当該分場において通所に

よる入所者の支援を行う第五十条第一号第

げる職員を置くものとし、当該職三項に掲

の総数は、常勤換算方法で、当該分場入員

所者の数を四・八で除して得た数以上とす

る。

２ 知的障害者授産施設は、支援を行う入所

者の障害の状況に応じた適切な対応を図る

ために、前項に掲げる職員に加えて、必要

な職員を置かなければならない。

(授産種目等) （授産活動）
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第22条 授産施設が与える職業(以下単に「職 第五十三条 知的障害者授産施設の授産活動

業」という。)の種目は、地域の実情、製品 は、地域の実情並びに製品及びサービスの

の需給状況等を考慮して選定しなければなら 需給状況等を考慮して行うものでなければ

ない。 ならない。

２ 授産施設は、職業に従事する者の作業時間 ２ 知的障害者授産施設は、授産活動に従事

、作業量等がその者に過重な負担とならない する入所者の作業時間、作業量等がその者

ように配慮しなければならない。 の過重な負担とならないように配慮しなけ

ればならない。

(工賃の支払) （工賃の支払）

第23条 授産施設は、職業に従事している者に 第五十四条 知的障害者授産施設は、授産活

、事業収入から事業に必要な経費を控除した 動に従事している入所者に、事業収入から

額に相当する金額を工賃として支払わなけれ 事業に必要な経費を控除した額に相当する

ばならない。 金額を工賃として支払わなければならない

。

(準用) （準用）

第24条 第七条の五、第八条及び第十二条から 第五十五条 第十一条の規定は、第四十九条

第十八条までの規定は、授産施設のうち小規 第一項第三号及び第五十条第三項の生活支

模通所授産施設以外のものについて準用する 援員について準用する。

。

２ 第十二条及び第二十一条から第四十一条

２ 第十四条第一項、第十五条、第十七条第一 までの規定は、知的障害者入所授産施設及

項及び第十八条の規定は、小規模通所授産施 び知的障害者通所授産施設について準用す

設について準用する。 る。

第四章 知的障害者通勤寮 第四章 知的障害者通勤寮

(規模) （規模）

第26条 通勤寮は、二十人以上の人員を利用さ 第五十七条 知的障害者通勤寮は、二十人以

せることができる規模を有するものでなけれ 上の人員を入所させることができる規模を

ばならない。 有するものでなければならない。

(設備の基準) （設備の基準）

第25条 知的障害者通勤寮(以下「通勤寮」と 第五十六条 知的障害者通勤寮には、次の各

いう。)には、次の各号に掲げる設備を設け 号に掲げる設備を設けなければならない。

なければならない。 ただし、娯楽室にあっては、食堂と兼ねる

一 居室 ことができる。

二 静養室 一 居室

三 食堂 二 静養室

四 浴室 三 食堂

五 洗面所 四 浴室

六 便所 五 洗面所

七 調理室 六 便所
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八 洗濯場 七 調理室

九 娯楽室 八 相談・指導室

十 事務室 九 洗濯場

十一 指導員室 十 娯楽室

十二 相談・指導室 十一 事務室

十二 指導員室

２ 前項各号に掲げる設備のうち、居室につい ２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと

ては一室の定員は二人以上四人以下を標準と おりとする。

する。 一 居室

イ 一の居室の定員は四人以下とするこ

３ 第一項各号に掲げる設備のうち、娯楽室に と。

あっては食堂と、指導員室にあっては事務室 ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納

とそれぞれ兼ねることができる。 設備等を除き、六・六平方メートル以

上であること

４ 前三項に規定するもののほか、第一項に掲 二 静養室

げる設備の基準については、第九条第二項( イ 寝台又はこれに変わる設備を備える

第一号ロを除く。)を準用する。 こと。

ロ 男女別とすること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有す

ること。

ロ 必要な備品を備えること。

四 浴室

入所者の特性に応じたものとすること

。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものとするこ

と。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用

を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものとするこ

と。

七 相談・指導室

室内における談話の漏えいを防ぐため

の間仕切り等を設けること。

八 娯楽室

必要な備品を備えること。

３ 前項各号に掲げる設備のうち、娯楽室に

あっては食堂と、指導員室にあっては事務

室とそれぞれ兼ねることができる。
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４ 前三項に規定するもののほか、第一項に

掲げる設備の基準については、第十条第二

項（第一号ロを除く。）を準用する。

(職員の配置の基準) （職員の配置基準）

第27条 通勤寮には、次の各号に掲げる職員を 第五十八条 通勤寮には、次の各号に掲げる

置かなければならない。 職員を置かなければならない。

一 寮長 一 寮長 一

入所者に対し健康管理及び療養二 嘱託医 二 医師

上の指導を行うために必要な数三 生活指導員

三 生活支援員 常勤換算方法で二以上

２ 生活指導員の総数は二人以上でなければな

前項の常勤換算方法とは、当該職員のそらない。 ２

れぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障

害者通勤寮において常勤の職員が勤務すべ

き時間数で除することにより常勤の職員の

員数に換算する方法をいう。

３ 第一項第一号の寮長は、常勤の者でなけ

ればならない。

４ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人

以上は常勤の者でなければならない。

５ 知的障害者通勤寮は、支援を行う入所者

の障害の状況に応じた適切な対応を図るた

め必要があるときは、第一項に掲げる職員

に加えて、必要な職員を置かなければなら

ない。

(生活指導) （生活指導）

第28条 通勤寮は、対人関係、金銭の管理、余 第五十九条 知的障害者通勤寮は、対人関係

暇の活用その他独立自活を行うために必要な 、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活

生活指導に努めなければならない。 を行うために必要な生活指導に努めなけれ

ばならない。

(健康管理の指導) （健康管理の指導）

第29条 通勤寮は、常に利用者の健康の状況に 第六十条 知的障害者通勤寮は、常に入所者

留意し、健康保持のための必要な指導に努め の健康の状況に留意し、健康保持のための

なければならない。 必要な指導に努めなければならない。

（運営規程）(準用)

第30条 第七条の五、第十二条及び第十八条の 第六十一条 知的障害者通勤寮は、次に掲げ
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規定は、通勤寮について準用する。 る施設の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の種類、数及び職務の内容

三 入所定員

四 入所者の支援の内容及び入所者から受

領する費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 その他施設の運営に関する重要事項

（準用）

第六十一条 第十一条、第十四条、第二十七

条、第二十八条第二項及び第三項、第二十

九条から第三十六条の規定（第三十条除く

）は、通勤寮について準用する。

第五章 知的障害者福祉ホーム（略） 第五章 知的障害者福祉ホーム（略）
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○改正後最低基準と指定基準の比較表 ※今後、文言の修正があり得るものである。

指定基準（案）最低基準改正案

第一章 総則第一章 総則

（趣旨）（趣旨）

第一条 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律 第一条 指定身体障害者更生施設、指定身体障

第二百八十三号。以下「法」という。）第二 害者療護施設及び指定特定身体障害者授産施

十八条第一項の規定による身体障害者更生援 設（次条第十号において「指定身体障害者更

護施設の設備及び運営に関する基準は、この 生施設等」という。）に係る身体障害者福祉

省令の定めるところによる。 法（昭和二十四年法律二百八十三号。以下「

法」という。）第十七条の二十六の設備及び

運営に関する基準については、この省令の定

めるところによる。

（定義）

第二条 この省令において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

一 指定身体障害者更生施設 法第十七条の

二十四の規定により都道府県知事が指定す

る身体障害者更生施設であって、次のイか

ら二までに掲げるものをいう。

イ 指定肢体不自由者更生施設 指定身体

障害者更生施設のうち肢体不自由者を入

所させるもの。

ロ 指定視覚障害者更生施設 指定身体障

害者更生施設のうち視覚障害者を入所さ

せるもの。

ハ 指定聴覚・言語障害者更生施設 指定

身体障害者更生施設のうち聴覚・言語障

害者（聴覚、言語機能又は音声機能の障

害のため、音声言語により意思疎通を図

ることに支障がある身体障害者をいう。

）

を入所させるもの。

二 指定内部障害者更生施設 指定身体障

害者更生施設のうち内臓の機能に障害の

ある者を入所させるもの。

二 指定身体障害者療護施設 法第十七条の

二十四の規定により都道府県知事が指定す

る身体障害者療護施設をいう。

三 指定特定身体障害者授産施設 法第十七
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条の二十四の規定により都道府県知事が指

定する特定身体障害者授産施設であって、

イ及びロに掲げるものをいう。

イ 指定特定身体障害者入所授産施設

指定特定身体障害者授産施設のうちロ

を除いたもの。

ロ 指定特定身体障害者通所授産施設

指定特定身体障害者授産施設のうち通

所による入所者のみを対象とするもの。

四 指定施設支援 法第十七条の十第一項に

規定する指定施設支援をいう。

五 施設訓練等支援費の額 法第十七条の十

第二項に規定する施設訓練等支援費の額を

いう。

六 施設利用者負担額 法第十七条の十第二

項第二号に規定する市町村長が定める基準

七 身体障害程により算定した額をいう。

度区分 法第十七条の十第三項に規定する

身体障害程度区分をいう。

八 支給期間 法第十七条の十一第三項第一

号に規定する施設訓練等支援費を支給する

期間をいう。

九 法定代理受領 法第十七条の十一第八項

の規定により指定施設支援に要した費用が

施設支給決定身体障害者（法第十七条の十

一第五項に規定する施設支給決定身体障害

者をいう。以下同じ。）に代わり当該指定

施設に支払われることをいう。

十 常勤換算方法 指定身体障害者更生施設

等の従業者の勤務延時間数の総数を当該指

定身体障害者更生施設等において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することによ

り、当該指定身体障害者更生施設等の従業

者の員数を常勤の従業者の員数に換算する

方法をいう。

第二章 指定身体障害者更生施設

第一節 基本方針

（基本方針）（基本方針）

第二条 身体障害者更生援護施設は、入所者又 第三条 指定身体障害者更生施設は、入所者に

は利用者（以下この章において「入所者等」 対して、その自立と社会経済活動への参加を

という。）に対し、その自立と社会経済活動 促進する観点から、治療又は指導及びその更

、健全な環境の 生に必要な訓練を適切に行うものでなければへの参加を促進する観点から
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下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を ならない。

有する職員による適切な支援を行うよう努め

なければならない。

２ 身体障害者更生援護施設は、入所者等の意 ２ 指定身体障害者更生施設は、入所者の意思

思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立 及び人格を尊重し、常にその者の立場に立っ

って支援を行うように努めなければならない て指定施設支援を提供するように努めなけれ

。 ばならない。

３ 身体障害者更生援護施設は、できるだけ居 ３ 指定身体障害者更生施設は、できる限り居

、地域や家庭との結び付 、地域や家庭との結び付宅に近い環境の中で 宅に近い環境の中で

きを重視した運営を行い、市町村（特別区を きを重視した運営を行い、市町村（特別区を

含む。以下同じ。）、身体障害者の福祉を増 含む。以下同じ。）、法第四条の二第五項に

進することを目的とする事業を行う者その他 規定する身体障害者居宅生活支援事業を行う

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供 者、他の身体障害者更生援護施設その他の保

する者との密接な連携に努めなければならな 健医療サービス又は福祉サービスを提供する

い。 者との密接な連携に努めなければならない。

（構造設備の一般原則）

第三条 身体障害者更生援護施設の配置、構造

及び設備は、入所者等の特性に応じて工夫さ

れ、かつ、日照、採光、換気等の入所者等の

保健衛生に関する事項及び防災について十分

考慮されたものでなければならない。

２ 身体障害者更生援護施設（身体障害者福祉

センター（第六十条に規定する障害者更生セ

ンターを除く。）を除く。）の建物（入所者

等の日常生活のために使用しない附属の建物

を除く。）は、建築基準法（昭和二十五年法

律第二百一号）第二条第九号の二に規定する

耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準

耐火建築物でなければならない。ただし、通

所による入所者のみを対象とする施設にあっ

ては、この限りでない。

（設備の専用）

第四条 身体障害者更生援護施設の設備は、専

ら当該身体障害者更生援護施設の用に供する

ものでなければならない。ただし、入所者等

の支援に支障がない場合は、この限りでない

。

（職員の専従）

第五条 身体障害者更生援護施設の職員は、専
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ら当該身体障害者更生援護施設の職務に従事

する者でなければならない。ただし、入所者

等の支援に支障がない場合は、この限りでな

い。

（非常災害対策）

第六条 身体障害者更生援護施設は、消火設備

その他の非常災害に際して必要な設備を設け

るとともに、非常災害に関する具体的計画を

立てておかなければならない。

２ 身体障害者更生援護施設は、非常災害に備

えるため、定期的に避難、救出その他必要な

訓練を行わなければならない。

（記録の整備）

第七条 身体障害者更生援護施設は、設備、職

員及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。

２ 身体障害者更生援護施設は、入所者の支援

の状況に関する諸記録を整備し、当該支援を

提供した日から五年間保存しなければならな

い。

（苦情への対応）

第八条 身体障害者更生援護施設は、その行っ

た支援に関する入所者等からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け付ける

ための窓口を設置する等の必要な措置を講じ

なければならない。

２ 身体障害者更生援護施設は、その行った処

遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。

３ 身体障害者更生援護施設は、社会福祉法（

昭和二十六年法律第四十五号）第八十三条に

規定する運営適正化委員会が行う同法第八十

五条第一項の規定による調査又はあっせんに

できる限り協力しなければならない。

第二章 身体障害者更生施設
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（種類）

第九条 身体障害者更生施設は、次の各号に掲

げるものをいう。

一 肢体不自由者更生施設 身体障害者更生

施設のうち肢体不自由者を入所させるも

の。

二 視覚障害者更生施設 身体障害者更生施

設のうち視覚障害者を入所させるもの。

三 聴覚・言語障害者更生施設 身体障害者

更生施設のうち聴覚・言語障害者（聴覚、

言語機能又は音声機能の障害のため、音声

言語により意思疎通を図ることに支障があ

る身体障害者をいう。以下同じ。）を入所

させるもの。

四 内部障害者更生施設 身体障害者更生施

設のうち内臓の機能に障害のある者を入所

させるもの。

（規模）

第十条 身体障害者更生施設は、三十人以上の

人員を入所させることができる規模を有する

ものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（指定肢体不自由者更生施設の従業者の員数）（肢体不自由者更生施設の職員の配置基準）

第十二条 肢体不自由者更生施設には、次の各 第四条 指定肢体不自由者更生施設に置くべき

号に掲げる職員を置かなければならない。た 従業者及びその員数は、次のとおりとする。

だし、入所定員が四十人を超えないものにあ ただし、入所定員が四十人を超えないものに

っては、第四号の栄養士を置かないことがで あっては、第三号の栄養士を置かないことが

きる。 できる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上

の指導を行うために必要な数 の指導を行うために必要な数

三 看護師、理学療法士、作業療法士、心理 二 看護師、理学療法士、作業療法士、心理

判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指 判定員、職能判定員、あん摩マツサージ指

圧師、職業指導員及び生活支援員 圧師、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が五十を超えない肢体不自 イ 入所者の数が五十を超えない指定肢体

由者更生施設にあっては、看護師、理学 不自由者更生施設にあっては、看護師、

療法士、作業療法士、心理判定員、職能 理学療法士、作業療法士、心理判定員、

判定員、あん摩マツサージ指圧師、職業 職能判定員、あん摩マツサージ指圧師、

指導員及び生活支援員の総数は、常勤換 職業指導員及び生活支援員の総数は、常

算方法で、八以上 勤換算方法で、八以上

ロ 入所者の数が五十を超える肢体不自由 ロ 入所者の数が五十を超える指定肢体不

者更生施設にあっては、看護師、理学療 自由者更生施設にあっては、看護師、理

法士、作業療法士、心理判定員、職能判 学療法士、作業療法士、心理判定員、職



- 110 -

定員、あん摩マツサージ指圧師、職業指 能判定員、あん摩マツサージ指圧師、職

導員及び生活支援員の総数は、常勤換算 業指導員及び生活支援員の総数は、常勤

方法で、八に入所者の数が 換算方法で、八に、入所者の数が五十を五十を超えて

二十又はその端数を増すごとに一を加え 超えて二十又はその端数を増すごとに一

て得た数以上 を加えて得た数以上

ハ 理学療法士 常勤換算方法で一以上ハ 理学療法士 常勤換算方法で一以上

ニ 作業療法士 常勤換算方法で一以上二 作業療法士 常勤換算方法で一以上

栄養士 一以上 三 栄養士 一以上四

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項及び第八項の常勤換算方法とは、当 ３ 指定肢体不自由者更生施設の従業者は、専

該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当 ら当該指定肢体不自由者更生施設の職務に従

該肢体不自由者更生施設において常勤の職員 事する者でなければならない。ただし、入所

が勤務すべき時間数で除することにより常勤 者の支援に支障がない場合はこの限りでない

の職員の員数に換算する方法をいう。 。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は ４ 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は

、常勤の者でなければならない。 、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以 ５ 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以 ６ 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

８ 肢体不自由者更生施設であって、通所によ ７ 指定肢体不自由者更生施設は、入所による

る入所者の支援を行うものにあっては、第一 指定施設支援に併せて通所による指定施設支

項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所に 援を提供する場合は、第一項に掲げる員数の

よる入所者の支援を行う 従業者に加えて、当該通所による指定施設支第一項第三号に掲げ

を 、 援を提供する第一項第二号に掲げる従業者をる職員 置くものとし 当該職員の総数は、

常勤換算方法で、当 通所による入所者の数 、 常勤換該 置くものとし 当該従業者の総数は、

を六・三で除して得た数以上とする。 算方法で、当該通所による入所者の数を六・

三で除して得た数以上とする。

９ 肢体不自由者更生施設は、支援を行う入所 ８ 指定肢体不自由者更生施設は、指定施設支

者の障害の状況に応じた適切な対応を図るた 援を提供している入所者の身体障害程度区分

めに、第一項及び前項に掲げる職員 加え に応じた適切な対応を図るために、第一項及に て

必要な を置かなければならない。 び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業、 職員

者を置かなければならない。
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（指定視覚障害者更生施設の従業者の員数）（視覚障害者更生施設の職員の配置基準）

第十三条 視覚障害者更生施設には、次の各号 第五条 指定視覚障害者更生施設に置くべき従

に掲げる職員を置かなければならない。ただ 業者及びその員数は、次のとおりとする。た

し、入所定員が四十人を超えないものにあっ だし、入所定員が四十人を超えないものにあ

ては、第四号の栄養士を置かないことができ っては、第三号の栄養士を置かないことがで

る。 きる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上

の指導を行うために必要な数 の指導を行うために必要な数

三 看護師、職業指導員及び生活支援員 二 看護師、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が五十を超えない視覚障害 イ 入所者の数が五十を超えない指定視覚

者更生施設にあっては、看護師、職業指 障害者更生施設にあっては、看護師、職

導員及び生活支援員の総数は、常勤換算 業指導員及び生活支援員の総数は、常勤

方法で、八以上 換算方法で、八以上

ロ 入所者の数が五十を超える視覚障害者 ロ 入所者の数が五十を超える指定視覚障

更生施設にあっては、看護師、職業指導 害者更生施設にあっては、看護師、職業

員及び生活支援員の総数は、常勤換算方 指導員及び生活支援員の総数は、常勤換

法で、八に、入所者の数が 算方法で、八に、入所者の数が五十を超五十を超えて

二十又はその端数を増すごとに一を加え えて二十又はその端数を増すごとに一を

て得た数以上 加えて得た数以上

四 栄養士 一以上 三 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当 ３ 指定視覚障害者更生施設の従業者は、専ら

該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当 当該指定視覚障害者更生施設の職務に従事す

該視覚障害者更生施設において常勤の職員が る者でなければならない。ただし、入所者の

勤務すべき時間数で除することにより常勤の 支援に支障がない場合はこの限りでない。

職員の員数に換算する方法をいう。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は ４ 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は

、常勤の者でなければならない。 、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以 ５ 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以 ６ 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。
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８ 第一項第三号の職業指導員又は生活 員支援

のうち、一人以上は、点字の指導を行うこと

ができる者でなければならない。

９ 視覚障害者更生施設であって、通所による ７ 指定視覚障害者更生施設は、入所による指

入所者の支援を行うものにあっては、第一項 定施設支援に併せて通所による指定施設支援

に掲げる員数の職員に加えて、当該通所によ を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従

る入所者の支援を行う 業者に加えて、当該通所による指定施設支援第一項第三号に掲げる

職員 置くものとし 当該職員の総数は、 置を 、 常 を提供する第一項第二号に掲げる従業者を

勤換算方法で、当 通所による入所者の数を 、 常勤換算該 くものとし 当該従業者の総数は、

六・三で除して得た数以上とする。 方法で、当該通所による入所者の数を六・三

で除して得た数以上とする。

１０ 視覚障害者更生施設は、支援を行う入所 ８ 指定視覚障害者更生施設は、指定施設支援

者の障害の状況に応じた適切な対応を図る を提供している入所者の身体障害程度区分に

ために、第一項及び前項に掲げる職員 加 応じた適切な対応を図るために、第一項及びに

え 必要な を置かなければならない 前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者て、 職員

。 を置かなければならない。

（指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者の

員数）（聴覚・言語障害者更生施設の職員の配置基準

） 第六条 指定聴覚・言語障害者更生施設に置く

第十四条 聴覚・言語障害者更生施設には、次 べき従業者及びその員数は、次のとおりとす

の各号に掲げる職員を置かなければならない る。ただし、入所定員が四十人を超えないも

。ただし、入所定員が四十人を超えないもの にあっては、第三号の栄養士を置かないこの

にあっては、第四号の栄養士を置かないこと とができる。

ができる。

一 施設長 一 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上 の指導を行うために必要な数

の指導を行うために必要な数 二 看護師、心理判定員、職能判定員、聴能

三 看護師、心理判定員、職能判定員、聴能 訓練師、職業指導員及び生活支援員

訓練師、職業指導員及び生活支援員 イ 入所者の数が五十を超えない指定聴覚

イ 入所者の数が、五十を超えない聴覚・ ・言語障害者更生施設にあっては、看護

言語障害者更生施設にあっては、看護師 師、心理判定員、職能判定員、聴能訓

、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師 練師、職業指導員及び生活支援員の総

、職業指導員及び生活支援員の総数は、 数は、常勤換算方法で、八以上

常勤換算方法で、八以上 ロ 入所者の数が五十を超える指定聴覚・

ロ 入所者の数が五十を超える聴覚・言語 言語障害者更生施設にあっては、看護師

障害者更生施設にあっては、看護師、心 、

理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職 心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、

業指導員及び生活支援員の総数は、常勤 職業指導員及び生活支援員の総数は、

換算方法で、八に、入所者の数が五十を 常勤換算方法で、八に、入所者の数が

超えて二十又はその端数を増すごとに一 五十を超えて二十又はその端数を増す

を加えて得た数以上 ごとに一を加えて得た数以上
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四 栄養士 一以上 三 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当 ３ 指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者

該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当 は、専ら当該指定聴覚・言語障害者更生施設

該聴覚・言語障害者更生施設において常勤の の職務に従事する者でなければならない。た

職員が勤務すべき時間数で除することにより だし、入所者の支援に支障がない場合はこの

常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 限りでない。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は ４ 第一項第二号の看護師のうち、一人以上は

、常勤の者でなければならない。 、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以 ５ 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以 ６ 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

８ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以

上は、口話又は手話の指導を行うことができ

る者でなければならない。

９ 聴覚・言語障害者更生施設であって、通所 ７ 指定聴覚・言語障害者更生施設は、入所に

による入所者の支援を行うものにあっては、 よる指定施設支援に併せて通所による指定施

第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通 設支援を提供する場合は、第一項に掲げる員

所による入所者の支援を行う 数の従業者に加えて、当該通所による指定施第一項第三号に

を 、 設支援を提供する第一項第二号に掲げる従業掲げる職員 置くものとし 当該職員の総数

常勤換算方法で、当 通所による入所者 を 、 常は、 該 者 置くものとし 当該従業者の総数は、

の数を六・三で除して得た数以上とする。 勤換算方法で、当該通所による入所者の数を

六・三で除して得た数以上とする。

１０ 聴覚・言語障害者更生施設は、支援を行 ８ 指定聴覚・言語障害者更生施設は、指定施

う入所者の障害の状況に応じた適切な対応 設支援を提供している入所者の身体障害程度

を図るために、第一項及び前項に掲げる職 区分に応じた適切な対応を図るために、第一

員 加え 必要な を置かなければな 項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要なに て、 職員

らない。 従業者を置かなければならない。

（指定内部障害者更生施設の従業者の員数）（内部障害者更生施設の職員の配置基準）

第十五条 内部障害者更生施設には、次の各号 第七条 指定内部障害者更生施設に置くべき従
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に掲げる職員を置かなければならない。ただ 業者及びその員数は、次のとおりとする。た

し、入所定員が四十人を超えない にあっ だし、入所定員が四十人を超えないものにあもの

ては、第四号の栄養士を置かないことができ っては、第三号の栄養士を置かないことがで

る。 きる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上

の指導を行うために必要な数 の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、作業療法士、心理判 二 保健師又は看護師、作業療法士、心理判

定員、職能判定員、職業指導員及び生活支 定員、職能判定員、職業指導員及び生活支

援員 援員

イ 入所者の数が、五十を超えない内部障 イ 入所者の数が五十を超えない指定内部

害者更生施設にあっては、保健師又は看 障害者更生施設にあっては、保健師又は

護師、作業療法士、心理判定員、職能判 看護師、作業療法士、心理判定員、職能

定員、職業指導員及び生活支援員の総数 判定員、職業指導員及び生活支援員の総

は、常勤換算方法で、六以上 数は、常勤換算方法で、六以上

ロ 入所者の数が五十を超える内部障害者 ロ 入所者の数が五十を超える指定内部障

更生施設にあっては、保健師又は看護師 害者更生施設にあっては、保健師又は看

、作業療法士、心理判定員、職能判定員 護師、作業療法士、心理判定員、職能判

、職業指導員及び生活支援員の総数は、 定員、職業指導員及び生活支援員の総数

常勤換算方法で、六に、入所者の数が は、常勤換算方法で、六に、入所者の数五

二十又はその端数を増すごと が五十を超えて二十又はその端数を増す十を超えて

に一を加えて得た数以上 ごとに一を加えて得た数以上

ハ 保健師又は看護師の数は、次のとおり ハ 保健師又は看護師の数は、次のとおり

とすること。 とすること。

（１）入所者の数が五十を超えない内部障 （１）入所者の数が五十を超えない指定

害者更生施設にあっては、常勤換算方 内部障害者更生施設にあっては、常

法で、一以上 勤換算方法で、一以上

（２）入所者の数が五十を超えて百を超え （２）入所者の数が五十を超えて百を超

ない内部障害者更生施設にあっては、 えない指定内部障害者更生施設にあ

常勤換算方法で、二以上 っては、常勤換算方法で、二以上

（３）入所者の数が百を超えて百四十を超 （３）入所者の数が百を超えて百四十を

えない施設にあっては、常勤換算方法 超えない施設にあっては、常勤換算

で、三以上 方法で、三以上

四 栄養士 一以上 三 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項及び第十項の常勤換算方法とは、当 ３ 指定内部障害者更生施設の従業者は、専ら

該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当 当該指定内部障害者更生施設の職務に従事す

該内部障害者更生施設において常勤の職員が る者でなければならない。ただし、入所者の

勤務すべき時間数で除することにより常勤の 支援に支障がない場合はこの限りでない。

職員の員数に換算する方法をいう。
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４ 第一項一号の施設長は、常勤の者でなけれ

ばならない。

５ 第一項第二号の医師のうち心臓の機能に障

害のある者を入所させるものに置かれる医師

は、心臓疾患の治療に関して相当の学識経験

を有する者でなければならない。

６ 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、 ４ 第一項第二号の保健師又は看護師のうち、

一人以上は、常勤の者でなければならない。 一人以上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以 ５ 第一項第二号の職業指導員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

８ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以 ６ 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

９ 第一項第三号の生活支援員は、法第十二条

各号のいずれかに該当する者又は社会福祉法

第十九条第一項各号のいずれかに該当する者

でなければならない。

１０ 内部障害者更生施設であって、通所によ ７ 指定内部障害者更生施設は、入所による指

る入所者の支援を行うものにあっては、第 定施設支援に併せて通所による指定施設支援

一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通 を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従

所による入所者の支援を行う 業者に加えて、当該通所による指定施設支援第一項第三号

に掲げる職員 置くものとし 当該職員の 置を 、 を提供する第一項第二号に掲げる従業者を

常勤換算方法で、当 通所による 、 常勤換算総数は、 該 くものとし 当該従業者の総数は、

入所者の数を六・三で除して得た数以上と 方法で、当該通所による入所者の数を六・三

する。 で除して得た数以上とする。

１１ 内部障害者更生施設は、支援を行う入所 ８ 指定内部障害者更生施設は、指定施設支援

者の障害の状況に応じた適切な対応を図る を提供している入所者の身体障害程度区分に

ために、第一項及び前項に掲げる職員 加 応じた適切な対応を図るために、第一項及びに

え 必要な を置かなければならない 前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者て、 職員

。 を置かなければならない。

（職員の資格要件）

第十六条 身体障害者更生施設の施設長は、医

師、特殊教育諸学校（盲学校、聾ろう学校又

は養護学校をいう。以下この条において同じ

。）の長であった者、特殊教育諸学校の教

育職員の免許状を有する者であって当該分野

における三年以上の福祉若しくは教育の経験

を有するもの、身体障害者福祉司若しくは社
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会福祉主事として五年以上勤務した者又はこ

れらと同等以上の能力を有すると認められる

者でなければならない。

第三節 設備に関する基準

（設備）（設備の基準）

第十一条 身体障害者更生施設には、次の各号 第八条 指定身体障害者更生施設の設備の基準

に掲げる設備を設けなければならない。ただ は、次のとおりとする。

し、他の社会福祉施設等の設備を利用するこ 一 居室

とにより当該身体障害者更生施設の効果的な イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ

運営を期待することができる場合であって、 と。

入所者の支援に支障がないときは、次の各号 ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設

に掲げる設備の一部を設けないことができ 備等を除き、六・六平方メートル以上と

る。 すること。

一 居室 二 静養室

二 静養室 イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

三 食堂 と。

四 浴室 ロ 医務室に近接して設けること。

五 洗面所 三 食堂

六 便所 イ 食事の提供に支障がない広さを有する

七 医務室 こと。

八 調理室 ロ 必要な備品を備えること。

九 洗濯室 四 浴室

十 相談室 入所者の特性に応じたものであること。

十一 事務室 五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお ロ 入所者の特性に応じたものであること

りとする。 。

一 居室 六 便所

イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を

と。 別に設けること。

ロ 地階に設けてはならないこと。 ロ 入所者の特性に応じたものであること

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設 。

備等を除き、六・六平方メートル以上と 七 医務室

すること。 治療に必要な機械器具等を備えること。

二 一以上の出入口は、避難上有効な空地 八 相談室

、廊下又は広間に直接面して設けること。 室内における談話の漏えいを防ぐための

二 静養室 間仕切り等を設けること。

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ 九 廊下幅

と。 二・二メートル以上とすること。

ロ 医務室に近接して設けること。

三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有する

こと。

ロ 必要な備品を備えること。



- 117 -

四 浴室

入所者の特性に応じたものであること。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用

を別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

七 医務室

治療に必要な機械器具等を備えること。

八 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用い

ること。

九 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための

間仕切り等を設けること。

十 廊下幅

二・二メートル以上とすること。

３ 肢体不自由者更生施設には、第一項に掲げ ２ 指定肢体不自由者更生施設には､前項各号

る設備のほか、理学療法室、職能判定室、職 に掲げる設備のほか、理学療法室、職能判定

業訓練室、運動療法室兼作業療法室、屋外運 室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、

動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器 屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な

具等を備えなければならない。 機械器具等を備えなければならない。

４ 視覚障害者更生施設には、第一項各号に掲 ３ 指定視覚障害者更生施設には、第一項各号

げる設備のほか、職業訓練室、図書室、屋外 に掲げる設備のほか、職業訓練室、図書室、

運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械 屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な

器具及び点字図書等を備えなければならな 機械器具及び点字図書等を備えなければなら

い。 ない。

５ 聴覚・言語障害者更生施設には、第一項各 ４ 指定聴覚・言語障害者更生施設には、第一

号に掲げる設備のほか、職業訓練室及び集会 項各号に掲げる設備のほか、職業訓練室及び

室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えな 集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備

ければならない。 えなければならない。

６ 内部障害者更生施設には、第一項各号に掲 ５ 指定内部障害者更生施設には、第一項各号

げる設備のほか、理学療法室兼作業療法室、 に掲げる設備のほか、理学療法室兼作業療法

職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講堂を 室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講

設け、訓練に必要な機械器具等を備えなけれ 堂を設け、訓練に必要な機械器具等を備えな

ばならない。 ければならない。
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７ 前各項に規定するもののほか、身体障害者 ６ 前各項に掲げる設備は、専ら当該指定身体

更生施設の設備の基準は次に定めるところに 障害者更生施設の用に供するものでなければ

よる。 ならない。ただし、入所者の支援に支障がな

一 肢体不自由者更生施設及び視覚障害者更 い場合は、この限りでない。

生施設には、浴室及び便所の手すり等の身

体の機能の不自由を助ける設備を設けるこ

と。

二 内部障害者更生施設には、適当な場所に

汚物処理設備を設けること。

第４節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明）

第九条 指定身体障害者更生施設は、施設支給

決定身体障害者が指定施設支援の利用の申し

込みを行ったときは、当該利用申込者の障害

の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福

祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十

六条の規定による説明を行わなければならな

い。

２ 指定身体障害者更生施設は、社会福祉法第

七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場

合は、入所者の心身の特性に応じた適切な配

慮をしなければならない。

（受給資格等の確認）

第十条 指定身体障害者更生施設は、指定施設

支援の提供を求められた場合は、その者の提

示する施設受給者証によって、施設支給決定

の有無、支給期間、 を確身体障害程度区分等

かめなければならない。

（入退所）（入退所）

第十一条 指定身体障害者更生施設は、正当な

理由なく、指定施設支援の提供を拒んではな

らない。

２ 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援

市町村が行うあっせん、調整及び要について

請（以下「あっせん等」という。）並びに当

該あっせん等について都道府県が行う市町村

相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力

しなければならない。
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第十七条 身体障害者更生施設は、入所予定者 ３ 指定身体障害者更生施設は、入所申込者が

が入院治療を必要とする場合その他入所予定 入院治療を必要とする場合その他入所申込者

者に対し自ら適切な便宜を供与することが困 に対し自ら適切な便宜を供与することが困難

難である場合は、市町村と協議の上、適切な である場合は、市町村と協議の上、適切な病

病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を 院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速

速やかに講じなければならない。 やかに講じなければならない。

２ 身体障害者更生施設は、入所予定者の入所 ４ 指定身体障害者更生施設は、入所申込者の

に際しては、その者の心身の状況、病歴等の 入所に際しては、その者の心身の状況、病歴

把握に努めなければならない。 等の把握に努めなければならない。

５ 指定身体障害者更生施設は、入所者の居住

地の変更が見込まれる場合においては、速や

かに当該入所者の居住地の市町村に連絡しな

ければならない。

３ 身体障害者更生施設は、入所者について、 ６ 指定身体障害者更生施設は、入所者につい

その心身の状況等に照らし、法第十七条の四 て、その心身の状況等に照らし、法第十七条

定居宅支援等を利用する の四第一項に規定する指定居宅支援等を利用第一項に規定する指

その者が居宅において日常生活 その者が居宅において日常ことにより、 することにより、

を営むことができるかどうかを定期的に検討 生活を営むことができるかどうかを定期的に

しなければならない。 検討しなければならない。

４ 前項の検討に当たっては、看護師、生活支 ７ 前項の検討に当たっては、看護師、生活支

援員等の職員の間で協議しなければならない 援員等の従業者の間で協議しなければならな

。 い。

５ 身体障害者更生施設は、心身の状況等に照 ８ 指定身体障害者更生施設は、心身の状況等

らして、法第四条の二第一項に規定する身体 に照らして、指定居宅支援等を利用すること

障害者居宅支援等を利用することにより により がで居宅 居宅において日常生活を営むこと

において日常生活を営むことができ 入所者に対し、その者の希ると認め きると認められる

入所者に対し、その者 等を勘案 等を勘案し、その者の円滑な退所のためにられる の希望 望

し、その者の円滑な退所のために必要な援助 必要な援助を行わなければならない。

を行わなければならない。

（施設訓練等支援費支給の申請に係る援助）

第十二条 指定身体障害者更生施設は、施設支

給決定を受けていない者から入所の申込みが

あった場合には、その者の意向を踏まえ、速

やかに施設訓練等支援費の支給の申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならな

い。

指定身体障害者更生施設は、施設支給決定２

に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給

期間の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申
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請について、必要な援助を行わなければなら

ない。

（入退所の記録の記載等）

第十三条 指定身体障害者更生施設は、入所又

は退所に際しては、当該指定施設支援の種類

、入所又は退所の年月日その他の必要な事項

（以下「施設受給者証記載事項」という。）

を、その者の施設受給者証に記載しなければ

ならない。

２ 指定身体障害者更生施設は、前項に規定す

る施設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に

対し報告しなければならない。

３ 指定身体障害者更生施設は、入所者数の変

動が見込まれる場合においては、速やかに都

道府県に報告しなければならない。

（指定身体障害者更生施設が入所者等に求める（身体障害者更生施設が入所者等に求めるこ

ことのできる金銭の支払の範囲等）とのできる金銭の支払の範囲等）

第二十八条 身体障害者更生施設が入所者等に 第十四条 指定身体障害者更生施設が指定施設

対して金銭の支払を求めることができるのは 支援を提供する入所者等に対して金銭の支払

、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益 を求めることができるのは、当該金銭の使途

を向上させるものであっ が直接当該入所者の便益を向上させるものでて、当該入所者に支

払を求めることが適当であるものに限るもの 適あって、当該入所者に支払を求めることが

。 。とする 当であるものに限るものとする

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際に ２ 前項の規定により金銭の支払を求める際に

は、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に は、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に

について書面によっ について書面によっ金銭の支払を求める理由 金銭の支払を求める理由

て明らかにするとともに、入所者等の同意を て明らかにするとともに、入所者等の同意を

得なければならない。ただし、指定身体障害 得なければならない。ただし、次条第一項か

者更生施設等の設備及び運営に関する基準（ ら第三項までに掲げる支払については、この

平成十四年厚生労働省令第○○号）第十五条 限りではない。

第一項から第三項までに掲げる支払について

は、この限りではない。

（施設利用者負担額等の受領）

第十五条 指定身体障害者更生施設は、指定施

設支援を提供した際は、入所者又はその扶養

義務者から施設利用者負担額の支払を受ける

ものとする。

２ 指定身体障害者更生施設は、法定代理受領

を行わない指定施設支援を提供した際は、前
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項に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者

から法第十七条の十第二項に規定する額の支

払を受けるものとする。

３ 指定身体障害者更生施設は、前二項の支払

を受ける額のほか、指定施設支援において提

供される便宜に要する費用のうち、被服費、

日用品費その他の日常生活においても通常必

要となるものに係る費用であって、その入所

者に負担させることが適当と認められるもの

の支払を受けることができる。

４ 指定身体障害者更生施設は、前三項の費用

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収

証を入所者に対し交付しなければならない。

５ 指定身体障害者更生施設は、第三項の費用

の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、入所者に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、入所者の同

意を得なければならない。

（施設訓練等支援費の額に係る通知）

第十六条 指定身体障害者更生施設は、市町村

から指定施設支援に係る施設訓練等支援費の

支給を受けた場合は、入所者に対し、当該入

所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しな

ければならない。

２ 指定身体障害者更生施設は、前条第二項の

法定代理受領を行わない指定施設支援に係る

費用の支払を受けた場合は、その提供した指

定施設支援の内容、費用の額その他必要と認

められる事項を記載したサービス提供証明書

を入所者に対して交付しなければならない。

（指定施設支援の取扱方針）（支援の方針）

第二十条 身体障害者更生施設は、入所者につ 第十七条 指定身体障害者更生施設は、入所者

いて、その者の心身の状況等に応じて、その について、その者の心身の状況等に応じて、

者の支援を適切に行わなければならない。 その者の支援を適切に行うとともに、指定施

設支援の提供が漫然かつ画一的なものとなら

２ 入所者の支援は、入所者の支援に関する計 ないよう配慮しなければならない。

画に基づき、漫然かつ画一的なものとならな

いよう配慮して行わなければならない。
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３ 身体障害者更生施設の職員は、入所者の ２ 指定身体障害者更生施設の従業者は、指定

に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入 施設支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨支援

所者に対し、支援上必要な事項について、理 とし、入所者に対し、支援上必要な事項につ

解しやすいように説明を行わなければならな いて、理解しやすいように説明を行わなけれ

い。 ばならない。

３ 指定身体障害者更生施設は、その提供する

指定施設支援の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。

（施設支援計画の作成等）（入所者の支援に関する計画等）

第十九条 身体障害者更生施設は、入所者の支 第十八条 指定身体障害者更生施設は、指定施

援に関する具体的な内容を決定するとともに 設支援の提供に当たって、入所者に対して当

、その円滑な実施を図るため、その心身の 該施設支援の提供に係る計画（以下「施設支

状況、その置かれている環境及びその者の希 援計画」という。）を作成するとともに、当

望等を勘案し、その者の同意を得て、その者 該施設支援計画に基づき、適切に指定施設支

の支援に関する計画を作成しなければならな 援を提供しなければならない。

い。

２ 指定身体障害者更生施設は、前項の規定に

よる施設支援計画の作成に当たって、入所者

に対し、当該施設支援計画について説明する

とともに、その同意を得なければならない。

２ 身体障害者更生施設は、前項の規定による ３ 指定身体障害者更生施設は、第一項の規定

計画の作成に当たって、施設の職員による会 による施設支援計画の作成に当たって、施設

議を開かなければならない。 支援計画の作成に係る会議を開かなければな

らない。

３ 身体障害者更生施設は、第一項の計画の作 ４ 指定身体障害者更生施設は、施設支援計画

成後においては、その実施状況の把握を行う の作成後においては、その実施状況の把握を

とともに、入所者について解決すべき課題を 行うとともに、入所者について解決すべき課

把握し、必要に応じて施設支援計画の見直し 題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見

を行わなければならない。 直しを行わなければならない。

４ 第一項及び第二項の規定は、前項に規定す ５ 第二項及び第三項の規定は、前項に規定す

る計画の見直しについて準用する。 る施設支援計画の見直しについて準用する。

５ 身体障害者更生施設は、その行う支援の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければ

ならない。

（相談及び援助）（相談及び援助）

第二十一条 身体障害者更生施設は、常に入所 第十九条 指定身体障害者更生施設は、常に入

者の心身状況、その置かれている環境等の的 所者の心身の状況、その置かれている環境等

確な把握に努め、その者又はその家族に対し の的確な把握に努め、その者又はその家族に
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、その相談に適切に応じるとともに、必要な 対し、その相談に適切に応じるとともに、必

助言その他の援助を行わなければならない。 要な助言その他の援助を行わなければならな

い。

（指導、訓練等）（指導、訓練等）

第二十二条 身体障害者更生施設は、入所者の 第二十条 指定身体障害者更生施設は、入所者

自立の支援及び日常生活の充実に資するよう の自立の支援及び日常生活の充実に資するよ

、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術 う、入所者の心身の状況に応じて、適切な技

をもって指導、訓練等を行わなければならな 術をもって指導、訓練等を行わなければなら

い。 ない。

２ 身体障害者更生施設は、入所者が社会生活 ２ 指定身体障害者更生施設は、入所者が社会

への適応性を高めるようあらゆる機会を通じ 生活への適応性を高めるようあらゆる機会を

て生活指導を行わなければならない。 通じて生活指導を行わなければならない。

３ 身体障害者更生施設は、入所者に対し、そ ３ 指定身体障害者更生施設は、入所者に対し

の有する能力を活用することにより、社会経 、その有する能力を活用することにより、社

済活動に参加することができるようにするた 会経済活動に参加することができるようにす

め、入所者の心身の特性に応じた必要な るため、入所者の心身の特性に応じた必要な

訓練を行わなければならない。 訓練を行わなければならない。

４ 身体障害者更生施設は、入所者の希望等を ４ 指定身体障害者更生施設は、入所者の希望

勘案し、適切な方法により、入所者を入浴さ 等を勘案し、適切な方法により、入所者を入

せ、又は清しきしなければならない。 浴させ、又は清しきしなければならない。

５ 身体障害者更生施設は、指導、訓練等を行 ５ 指定身体障害者更生施設は、指導、訓練等

うに当たっては、常に一人以上の職員を従事 を行うに当たっては、常に一人以上の従業者

させなければならない。 を従事させなければならない。

６ 身体障害者更生施設は、入所者に対し、そ ６ 指定身体障害者更生施設は、入所者に対し

の負担により、当該身体障害者更生施設の職 、その負担により、当該指定身体障害者更生

員以外の者による指導、訓練等を受けさせて 施設の従業者以外の者による指導、訓練等を

はならない。 受けさせてはならない。

（食事の提供）（食事の提供）

第二十三条 食事の提供は、栄養並びに入所者 第二十一条 食事の提供は、栄養並びに入所者

の身体の状況及び嗜好を考慮したものとする の身体の状況及び嗜好を考慮したものとする
し し

とともに、適切な時間に行わなければならな とともに、適切な時間に行わなければならな

い。 い。

２ 調理はあらかじめ作成された献立に従って ２ 調理はあらかじめ作成された献立に従って

行うわなければならない。 行わなければならない。

３ 栄養士を置かない身体障害者更生施設にあ ３ 栄養士を置かない指定身体障害者更生施設

っては、献立の内容、栄養価の算定及び調理 にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び



- 124 -

の方法について保健所等の指導を受けなけれ 調理の方法について保健所等の指導を受けな

ばならない。 ければならない。

（社会生活上の便宜の供与等）（社会生活上の便宜の供与等）

第二十六条 身体障害者更生施設は、教養娯楽 第二十二条 指定身体障害者更生施設は、教養

設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレ 娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のため

クリエーション行事を行わなければならな のレクリエーション行事を行わなければなら

い。 ない。

２ 身体障害者更生施設は、入所者が日常生活 ２ 指定身体障害者更生施設は、入所者が日常

を営むのに必要な行政機関等に対する手続に 生活を営むのに必要な行政機関等に対する手

ついて、その者又はその家族において行うこ 続について、その者又はその家族において行

とが困難である場合は、その者の同意を得て うことが困難である場合は、その者の同意を

、代わって行わなければならない。 得て、代わって行わなければならない。

３ 身体障害者更生施設は、常に入所者の家族 ３ 指定身体障害者更生施設は、常に入所者の

との連携を図るとともに、入所者とその家族 家族との連携を図るとともに、入所者とその

との交流等の機会を確保するよう努めなけれ 家族との交流等の機会を確保するよう努めな

ばならない。 ければならない。

（健康管理）（健康管理）

第二十四条 身体障害者更生施設は、常に入所 第二十三条 指定身体障害者更生施設は、常に

者の健康の状況に注意するとともに、入所者 入所者の健康の状況に注意するとともに、入

に対して、毎年二回以上定期に健康診断を行 所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断

わなければならない。 を行わなければならない。

（入所者の入院期間中の取扱い）（入所者の入院期間中の取扱い）

第二十五条 身体障害者更生施設は、入所者に 第二十四条 指定身体障害者更生施設は、入所

ついて、病院又は診療所に入院する必要が生 者について、病院又は診療所に入院する必要

じた場合であって、入院後おおむね三月以内 が生じた場合であって、入院後おおむね三月

に退院することが見込まれるときは、その者 以内に退院することが見込まれるときは、そ

の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜 の者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な

を供与するとともに、やむを得ない事情があ 便宜を供与するとともに、やむを得ない事情

る場合を除き、退院後再び当該指定身体障害 がある場合を除き、退院後再び当該指定身体

者更生施設に円滑に入所することができるよ 障害者更生施設に円滑に入所することができ

うにしなければならない。 るようにしなければならない。

（入所者に関する市町村への通知）

第二十五条 指定身体障害者更生施設は、入所

者が偽りその他不正な行為によって施設訓練

等支援費の支給を受け、又は受けようとした

ときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市

町村に通知しなければならない。

（管理者による管理）
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第二十六条 指定身体障害者更生施設の管理者

は、専ら当該指定身体障害者更生施設の職務

に従事する常勤の者でなければならない。た

だし、当該指定身体障害者更生施設の管理上

支障がない場合は、同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができる

。

（管理者の責務）（施設長の責務）

第二十七条 身体障害者更生施設の施設長は、 第二十七条 指定身体障害者更生施設の管理者

当該身体障害者更生施設の職員の管理、業務 は、従業者の管理、業務の実施状況の把握そ

の実施状況の把握その他の管理を一元的に行 の他の管理を一元的に行わなければならな

わなければならない。 い。

２ 身体障害者更生施設の施設長は、職員にこ ２ 指定身体障害者更生施設の管理者は、従業

の章の規定を遵守させるために必要な指揮命 者にこの章の規定を遵守させるために必要な

令を行うものとする。 指揮命令を行うものとする。

（運営規程）（運営規程）

第十八条 身体障害者更生施設は、次に掲げる 第二十八条 指定身体障害者更生施設は、次に

施設の運営についての重要事項に関する規程 掲げる施設の運営についての重要事項に関す

を定めておかなければならない。 る規程(第三十四条において「運営規程」と

施設の目的及び運営の方針 いう。)を定めておかなければならない。一

二 職員の職種、数及び職務の内容 一 施設の目的及び運営の方針

三 定員 二 従業者の職種、員数及び職務の内容

イ 入所定員 三 定員

ロ 通所による入所者の支援を行う施 に イ 入所定員設

あっては、当該通所による入所者の定員 ロ 通所により指定施設支援を行う施設に

四 入所者の支援の内容及び入所者から受領 あっては、当該通所による入所者の定員

費用の額 四 入所者に対する指定施設支援の内容及びする

五 施設の利用に当たっての留意事項 入所者から受領する費用の額

六 非常災害対策 五 施設の利用に当たっての留意事項

七 その他施設の運営に関する重要事項 六 非常災害対策

七 その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）（勤務体制の確保等）

第二十九条 身体障害者更生施設は、入所者に 第二十九条 指定身体障害者更生施設は、入所

対し、適切な支援を行うことができるよう、 者に対し、適切な指定施設支援を提供するこ

職員の勤務の体制を定めておかなければなら とができるよう、従業者の勤務の体制を定め

ない。 ておかなければならない。

２ 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更 ２ 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体

生施設の職員によって支援を行わなければな 障害者更生施設の従業者によって指定施設支

らない。ただし、入所者の支援に直接影響を 援を提供しなければならない。ただし、入所

及ぼさない業務については、この限りでない 者の支援に直接影響を及ぼさない業務につい
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。 ては、この限りでない。

３ 身体障害者更生施設は、職員に対し、その ３ 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体

資質の向上のための研修の機会を確保しなけ 障害者更生施設の従業者に対し、その資質の

ればならない。 向上のための研修の機会を確保しなければな

らない。

（定員の遵守）（定員の遵守）

第三十条 身体障害者更生施設は、入所定員及 第三十条 指定身体障害者更生施設は、入所定

び居室の定員を超えて入所させてはならな 員及び居室の定員を超えて入所させてはなら

い。ただし、災害その他のやむを得ない事情 ない。ただし、災害その他のやむを得ない事

がある場合は、この限りでない。 情がある場合は、この限りでない。

（非常災害対策）

第三十一条 指定身体障害者更生施設は、非常

災害に関する具体的計画を立てておくととも

に、非常災害に備えるため、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならな

い。

（衛生管理等）（衛生管理等）

第三十一条 身体障害者更生施設は、入所者の 第三十二条 指定身体障害者更生施設は、入所

使用する食器その他の設備又は飲用に供する 者の使用する食器その他の設備又は飲用に供

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生 する水について、衛生的な管理に努め、又は

上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要 衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に

な機械器具等の管理を適正に行わなければな 必要な機械器具等の管理を適正に行わなけれ

らない。 ばならない。

２ 身体障害者更生施設は、当該身体障害者更 ２ 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体

生施設において感染症が発生し、又はまん延 障害者更生施設において感染症が発生し、又

しないように必要な措置を講ずるよう努めな はまん延しないように必要な措置を講ずるよ

ければならない。 う努めなければならない。

（協力医療機関）（協力医療機関）

第三十二条 身体障害者更生施設は、入院治療 第三十三条 指定身体障害者更生施設は、入院

を必要とする入所者のために、あらかじめ、 治療を必要とする入所者のために、あらかじ

協力医療機関を定めておかなければならない め、協力医療機関を定めておかなければなら

。 ない。

（掲示）

第三十四条 指定身体障害者更生施設は、当該

指定身体障害者更生施設の見やすい場所に、

運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力

医療機関、その他のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければなら
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ない。

（秘密保持等）（秘密保持等）

第三十三条 身体障害者更生施設の職員は、正 第三十五条 指定身体障害者更生施設の従業者

当な理由がなく、その業務上知り得た入所者 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 入所者又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。

２ 身体障害者更生施設は、職員であった者が ２ 指定身体障害者更生施設は、従業者であっ

、正当な理由がなく、その業務上知り得た入 た者が、正当な理由がなく、その業務上知り

所者又はその家族の秘密を漏らすことがない 得た入所者又はその家族の秘密を漏らすこと

よう、必要な措置を講じなければならない。 がないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。

３ 指定身体障害者更生施設は、法第十七条の

四第一項に規定する指定居宅支援事業者等に

対して、入所者に関する情報を提供する際は

、あらかじめ文書により入所者の同意を得て

おかなければならない。

（情報の提供等）

第三十六条 指定身体障害者更生施設は、当該

指定身体障害者更生施設に入所しようとする

者が、適切かつ円滑に入所することができる

ように、当該指定身体障害者更生施設に関し

情報の提供を行うよう努めなければならな

い。

２ 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体

障害者更生施設について広告をする場合は、

その内容が虚偽又は誇大なものであってはな

らない。

（苦情解決）

第三十七条 指定身体障害者更生施設は、その

提供した指定施設支援に関する入所者等から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦

情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。

２ 指定身体障害者更生施設は、その提供した

指定施設支援に関し、法第十七条の十五の規

定により市町村が行う文書その他の物件の提

出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員

からの質問若しくは照会に応じ、及び入所者
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等からの苦情に関して市町村が行う調査に協

力するとともに、市町村から指導又は助言を

受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。

３ 指定身体障害者更生施設は、社会福祉法第

八十三条に規定する運営適正化委員会が同法

第八十五条の規定により行う調査又はあっせ

んにできる限り協力しなければならない。

（地域との連携等）（地域との連携等）

第三十四条 身体障害者更生施設は、その運営 第三十八条 指定身体障害者更生施設は、その

に当たっては、地域住民又はその自発的な活 運営に当たっては、地域住民又はその自発的

動等との連携及び協力を行う等の地域との交 な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

流に努めなければならない。 の交流に努めなければならない。

（事故発生時の対応）（事故発生時の対応）

第三十五条 身体障害者更生施設は、入所者の 第三十九条 指定身体障害者更生施設は、入所

支援により事故が発生した場合は、速やかに 者に対する指定施設支援の提供により事故が

市町村、入所者の家族等に連絡を行うととも 発生した場合は、速やかに市町村、入所者の

に、必要な措置を講じなければならない。 家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。

２ 身体障害者更生施設は、入所者の支援によ ２ 指定身体障害者更生施設は、入所者に対す

り賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠 る指定施設支援の提供により賠償すべき事故

償を速やかに行わなければならない。 が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。

（会計の区分）

第四十条 指定身体障害者更生施設は、指定身

体障害者更生施設の事業の会計をその他の事

業の会計と区分しなければならない。

（記録の整備）

第四十一条 指定身体障害者更生施設は、従業

者、設備及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。

２ 指定身体障害者更生施設は、入所者に対す

る指定施設支援の提供に関する諸記録を整備

し、当該指定施設支援を提供した日から五年

間保存しなければならない。

第３章 指定身体障害者療護施設第三章 身体障害者療護施設
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（規模）

第三十六条 身体障害者療護施設は、三十人以

上（老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十

三号）第二十条の五に規定する特別養護老人

ホームに併設する場合にあっては、十人以上

）

の人員を入所させることができる規模を有す

るものでなければならない。

第１節 基本方針

（基本方針）

第四十二条 指定身体障害者療護施設は、入所

者に対して、その自立と社会経済活動への参

加を促進する観点から、治療及び養護を適切

に行わなければならない。

２ 指定身体障害者療護施設は、入所者の意思

及び人格を尊重し、常にその者の立場に立っ

て指定施設支援を提供するように努めなけれ

ばならない。

３ 指定身体障害者療護施設は、できるかぎり

、地域や家庭との結び居宅に近い環境の中で

付きを重視した運営を行い、市町村、身体障

害者居宅生活支援事業者、他の身体障害者更

生援護施設その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の員数）（職員の配置基準）

第三十七条 身体障害者療護施設には、次の各 第四十三条 指定身体障害者療護施設に置くべ

号に掲げる職員を置かなければならない。た き従業者及びその員数は、次のとおりとする

だし、入所定員が四十人を超えない身体障害 。ただし、入所定員が四十人を超えないもの

者療護施設にあっては、第四号の栄養士を置 にあっては、第三号の栄養士を置かないこと

かないことができる。 ができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上

の指導を行うために必要な数 の指導を行うために必要な数

三 看護師、介護職員、理学療法士又は作業 二 看護師、介護職員、理学療法士又は作業

療法士及び生活支援員 療法士及び生活支援員

イ 看護師、介護職員、理学療法士又は作 イ 看護師、介護職員、理学療法士又は作

業療法士及び生活支援員の総数は、常勤 業療法士及び生活支援員の総数は、常勤

換算方法で、入所者の数を二・二で除し 換算方法で、入所者の数を二・二で除し
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て得た数以上 て得た数以上

ロ 看護師の数は、次のとおりとすること ロ 看護師の数は、次のとおりとすること

。 。

（１）入所者の数が五十を超えない身体障 （１）入所者の数が五十を超えない指定身

害者療護施設にあっては、常勤換算方 体障害者療護施設にあっては、常勤換

法で、二以上 算方法で、二以上

（２）入所者の数が五十を超えて六十を超 （２）入所者の数が五十を超えて六十を超

えない身体障害者療護施設にあって えない指定身体障害者療護施設にあっ

は、常勤換算方法で、三以上 ては、常勤換算方法で、三以上

（３）入所者の数が六十を超えて八十を超 （３）入所者の数が六十を超えて八十を超

えない身体障害者療護施設にあって えない指定身体障害者療護施設にあっ

は、常勤換算方法で、四以上 ては、常勤換算方法で、四以上

（４）入所者の数が八十を超えて百五十を （４）入所者の数が八十を超えて百五十を

超えない施設にあっては、常勤換算方 超えない施設にあっては、常勤換算方

法で、五以上 法で、五以上

（５）入所者の数が百五十を超えて百八十 （５）入所者の数が百五十を超えて百八十

を超えない施設にあっては、常勤換算 を超えない施設にあっては、常勤換算

方法で、六以上 方法で、六以上

ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、次 ハ 理学療法士又は作業療法士の数は、次

のとおりとすること。 のとおりとすること。

（１）入所者の数が百を超えない施設にあ （１）入所者の数が百を超えない施設にあ

っては、常勤換算方法で、一以上 っては、常勤換算方法で、一以上

（２）入所者の数が百を超える施設にあっ （２）入所者の数が百を超える施設にあっ

ては、常勤換算方法で、二以上 ては、常勤換算方法で、二以上

四 栄養士 一以上 三 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項及び第七項の常勤換算方法とは、当 ３ 指定身体障害者療護施設の従業者は、専ら

該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当 当該指定身体障害者療護施設の職務に従事す

該身体障害者療護施設において常勤の職員が る者でなければならない。ただし、入所者の

勤務すべき時間数で除することにより常勤の 支援に支障がない場合はこの限りでない。

職員の員数に換算する方法をいう。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第三号の看護師のうち、一人以上は ４ 第一項項第二号の看護師のうち、一人以上

、常勤の者でなければならない。 は、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以 ５ 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。



- 131 -

７ 身体障害者療護施設であって、通所による ６ 指定身体障害者療護施設は、入所による指

入所者の支援を行うものにあっては、第一項 定施設支援に併せて通所による指定施設支援

に掲げる員数の職員に加えて、当該通所によ を提供する場合は、第一項に掲げる員数の従

業者に加えて、当該通所による指定施設支援る入所者の支援を行う第一項第三項に掲げる

職員を置くものとし、当該職員 は 置の総数 、常 を提供する第一項第二号に掲げる従業者を

勤換算方法で、 通所による入所者の数を 、 常勤換算当該 くものとし 当該従業者の総数は、

四で除して得た数以上とする。 方法で、当該 入所者の数を四で除通所による

して得た数以上とする。

８ 身体障害者療護施設は、支援を行う入所者 ７ 指定身体障害者療護施設は、指定施設支援

の障害の状況に応じた適切な対応を図るため を提供している入所者の身体障害程度区分に

に、第一項及び前項に掲げる職員 加えて、 応じた適切な対応を図るために、第一項及びに

必要な を置かなければならない。 前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者職員

を置かなければならない。

（職員の資格要件）

第三十九条 施設長は、社会福祉法第十九条第

一項各号のいずれかに該当する者若しくは社

会福祉事業に二年以上従事した者又はこれら

と同等以上の能力を有すると認められる者で

なければならない。

２ 生活支援員は、社会福祉法第十九条第一項

各号のいずれかに該当する者又はこれと同等

以上の能力を有すると認められる者でなけれ

ばならない。

第３節 設備に関する基準

（設備）（設備の基準）

第三十七条 身体障害者療護施設には、次の各 第四十四条 指定身体障害者療護施設の設備の

号に掲げる設備を設けなければならない。た 基準は次のとおりとする。

だし、他の社会福祉施設等の設備を利用する 一 居室

ことにより当該身体障害者療護施設の効果的 イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ

な運営を期待することができる場合であっ と。

て、入所者の支援に支障がないときは、次の ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設

各号に掲げる設備の一部を設けないことがで 備等を除き、九・九平方メートル以上と

きる。 すること。

一 居室 ハ 特殊寝台又はこれに代わる設備を備え

二 静養室 ること。

三 食堂 二 静養室

四 浴室 イ 前号ハに定めるところによること。

五 洗面所 ロ 医務室に近接して設けること。

六 便所 三 食堂
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七 医務室 イ 食事の提供に支障がない広さを有する

八 機能訓練室 こと。

九 調理室 ロ 必要な備品を備えること。

十 洗濯室 四 浴室

十一 相談室 入浴に介助を必要とする者の入浴に適し

十二 集会室 た特別浴槽等を備えること。

十三 看護職員室 五 洗面所

十四 介護職員室 イ 居室のある階ごとに設けること。

十五 事務室 ロ 入所者の特性に応じたものであること

十六 宿直室 。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお 別に設けること。

とりとする。 ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

一 居室 。

イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ 七 医務室

と。 イ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号

ロ 地階に設けてはならないこと。 ）第一条の五第二項に規定する診療所と

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設 すること。

備等を除き、九・九平方メートル以上と ロ 入所者を診療するために必要な医薬品

すること。 及び医療用具を備えるほか、必要に応じ

ニ 特殊寝台又はこれに代わる設備を備え て臨床検査設備を設けること。

ること。 八 機能訓練室

ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空地 訓練に必要な機械器具等を備えること。

、廊下又は広間に直接面して設けること 九 相談室

。 室内における談話の漏えいを防ぐための

ヘ 入所者の身の回り品を収納することが 間仕切り等を設けること。

できる収納設備を設けること。 十 集会室

二 静養室 必要な備品を備えること。

イ 前号ニ及びヘに定めるところによるこ 十一 廊下幅

と。 二・二メートル以上とすること。

ロ 医務室に近接して設けること。

三 食堂 ２ 前項に規定するもののほか、指定身体障害

イ 食事の提供に支障がない広さを有する 者療護施設の設備の基準は、次に定めるとこ

こと。 ろによる。

ロ 必要な備品を備えること。 一 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を

四 浴室 設けること。

入浴に介助を必要とする者の入浴に適し 二 居室、静養室、便所その他入所者が日常

た特別浴槽等を備えること。 生活において使用する設備には、ブザー又

五 洗面所 はこれに代わる設備を設けること。

イ 居室のある階ごとに設けること。 ３ 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定身体

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ 障害者療護施設の用に供するものでなければ

と。 ならない。ただし、入所者の支援に支障がな

六 便所 い場合は、この限りでない。

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を
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別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

と。

七 医務室

イ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号

）第一条の五第二項に規定する診療所と

すること。

ロ 入所者を診療するために必要な医薬品

及び医療用具を備えるほか、必要に応じ

て臨床検査設備を設けること。

八 機能訓練室

訓練に必要な機械器具等を備えること。

九 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための

間仕切り等を設けること。

十 集会室

必要な備品を備えること。

十一 介護職員室

居室ある階ごとに居室に近接して設け

ること。

十二 廊下幅

二・二メートル以上とすること。

３ 前項に規定するものほか、身体障害者療護

施設の設備の基準は、次に定めるところによ

る。

一 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を

設けること。

二 居室、静養室、便所その他入所者が日常

使用する設備には、ブザー又はこれに代わ

る設備を設けること。

三 居室等が二階以上の階にある場合は、傾

斜路又はエレベーターを設けること。

四 適当な場所に汚物処理設備を設けるこ

第４節 運営に関する基準と。

（指導、訓練等）

（指導、訓練等） 第四十五条 指定身体障害者療護施設は、入所

第四十条 身体障害者療護施設は、入所者の自 者の自立の支援及び日常生活の充実に資する

立の支援及び日常生活の充実に資するよう、 よう、入所者の心身の状況に応じて、適切な

入所者の心身の状況に応じて、適切な技術を 技術をもって指導、訓練等を行わなければな

もって指導、訓練等を行わなければならない らない。

。

２ 指定身体障害者療護施設は、入所者が社会

２ 身体障害者療護施設は、入所者が社会生活 生活への適応性を高めるようあらゆる機会を
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への適応性を高めるようあらゆる機会を通じ 通じて生活指導を行わなければならない。

て生活指導を行わなければならない。

３ 指定身体障害者療護施設は、入所者に対し

３ 身体障害者療護施設は、入所者に対し、そ 、その心身の状況等に応じて、日常生活を営

の心身の状況等に応じて、日常生活を営むた むために必要な機能を維持し、機能の減退を

めに必要な機能を維持し、機能の減退を防止 防止するための訓練を行わなければならない

するための訓練を行わなければならない。 。

４ 指定身体障害者療護施設は、入所者の希望

４ 身体障害者療護施設は、入所者の希望等を 等を勘案し、適切な方法により、入所者を入

勘案し、適切な方法により、入所者を入浴さ 浴させ、又は清しきしなければならない。

せ、又は清しきしなければならない。

５ 指定身体障害者療護施設は、指導、訓練等

５ 身体障害者療護施設は、指導、訓練等を行 を行うに当たっては、常に一人以上の従業者

うに当たっては、常に一人以上の職員を従事 を従事させなければならない。

させなければならない。

６ 指定身体障害者療護施設は、入所者に対し

６ 身体障害者療護施設は、入所者に対し、そ 、その負担により、当該身体障害者療護施設

の負担により、当該身体障害者療護施設 の従業者以外の者による指導、訓練等を受け

の職員以外の者による指導、訓練等を受けさ させてはならない。

せてはならない。

（衛生管理等）

（衛生管理等） 第四十六条 指定身体障害者療護施設は、入所

第四十一条 身体障害者療護施設は、入所者の 者の使用する食器その他の設備又は飲用に供

使用する食器その他の設備又は飲用に供する する水について、衛生的な管理に努め、又は

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生 衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品

上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び 及び医療用具の管理を適正に行わなければな

医療用具の管理を適正に行わなければならな らない。

い。

２ 指定身体障害者療護施設は、当該指定身体

２ 身体障害者療護施設は、当該身体障害者療 障害者療護施設において感染症が発生し、又

護施設において感染症が発生し、又はまん延 はまん延しないように必要な措置を講ずるよ

しないように必要な措置を講ずるよう努めな う努めること。

ければならない。

（準用）

（準用） 第四十七条 第九条から第十九条まで、第二十

第四十二条 第十七条から第三十五条までの規 一条から第三十一条まで及び第三十三条から

定（第二十二条及び第三十一条を除く。）は 第四十一条までの規定は、指定身体障害者療

、身体障害者療護施設について準用する。 護施設について準用する。

第四章 身体障害者福祉ホーム（略）

第４章 指定特定身体障害者授産施設

第五章 身体障害者授産施設



- 135 -

（種類）

第四十七条 身体障害者授産施設は、次の各号

に掲げるものをいう。

一 身体障害者入所授産施設 法第三十一条

に規定する身体障害者授産施設であって、

第二号に規定する身体障害者通所授産施設

及び第三号に規定する身体障害者小規模通

所授産施設以外のもの

二 身体障害者通所授産施設 身体障害者授

産施設のうち通所による入所者のみを対象

とするものであって、第三号に規定する身

体障害者小規模通所授産施設以外のもの

三 身体障害者小規模通所授産施設 身体障

害者授産施設のうち通所による入所者のみ

を対象とするものであって、常時利用する

者が二十人未満であるもの

（規模）

第四十八条 身体障害者授産施設は、次の各号

の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する

規模を有するものでなければならない。

一 身体障害者入所授産施設 三十人以上の

人員（通所による入所者の数を除く。）を

入所させることができる規模

二 身体障害者通所授産施設 二十人以上の

人員を入所させることができる規模

三 身体障害者小規模通所授産施設 十人以

上の人員を入所させることができる規模

２ 身体障害者授産施設（身体障害者小規模通

所授産施設を除く。）は、当該施設と一体的

に管理運営を行う通所による入所者の支援を

行う施設であって入所者が二十人未満のもの

（以下この章において「分場」という。）を

設置する場合は、五人以上の人員を入所させ

ることができる規模を有するものとしなけれ

ばならない。

第一節 基本方針

（基本方針）

第四十八条 指定特定身体障害者授産施設は、

入所者に対して、その自立と社会経済活動へ

の参加を促進する観点から、必要な訓練及び

職業の提供を適切に行わなければならない。
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２ 指定特定身体障害者授産施設は、入所者の

意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に

立って指定施設支援を提供するように努めな

ければならない。

３ 指定特定身体障害者授産施設は、できる限

、地域や家庭との結り居宅に近い環境の中で

び付きを重視した運営を行い、市町村、身体

障害者居宅生活支援事業者、他の身体障害者

更生援護施設その他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。

第２節 人員に関する基準

（指定特定身体障害者入所授産施設の従業者（身体障害者入所授産施設の職員の配置の基

の員数）準）

第五十三条 身体障害者入所授産施設には、次 第四十九条 指定特定身体障害者入所授産施設

の各号に掲げる職員を置かなければならない に置くべき従業者及びその員数は、次のとお

。ただし、入所定員が四十人を超えないもの りとする。ただし、入所定員が四十人を超え

にあっては、第四号の栄養士を置かないこと にあっては、第三号の栄養士を置かないもの

ができる。 ないことができる。

一 施設長 一

二 医師 一 医師

入所者に対し健康管理及び療養上の 入所者に対し健康管理及び療養上の指導指導

を行うために必要な数 を行うために必要な数

三 看護師、職業指導員及び生活支援員 二 看護師、職業指導員及び生活支援員

イ 入所者の数が三十の身体障害者入所授 イ 入所者の数が三十の指定特定身体障害

産施設にあっては、看護師、職業指導員 者入所授産施設にあっては、看護師、職

及び生活支援員の総数は、常勤換算方法 業指導員及び生活支援員の総数は、常勤

で、五以上 換算方法で、五以上

ロ 入所者の数が三十を超える身体障害者 ロ 入所者の数が三十を超える指定特定身

入所授産施設にあっては、看護師、職業 体障害者入所授産施設にあっては、看護

指導員及び生活支援員の総数は、常勤換 師、職業指導員及び生活支援員の総数は

算方法で、五に、入所者の数が三十を超 、常勤換算方法で、五に、入所者の数が

えて二十又はその端数を増すごとに一を 三十を超えて二十又はその端数を増すご

加えて得た数以上 とに一を加えて得た数以上

ハ 看護師の数は、次のとおりとすること ハ 看護師の数は、次のとおりとすること

。 。

（１）入所者の数が九十を超えない身体障 （１）入所者の数が九十を超えない指定特

害者入所授産施設にあって 定身体障害者入所授産施設にあっては

は、常勤換算方法で、一以上 、常勤換算方法で、一以上

（２）入所者の数が九十を超えて、百三 （２）入所者の数が九十を超えて、百三十

十を超えない身体障害者入所授産施設 を超えない指定特定身体障害者入所授

にあっては、常勤換算方法で、二以上 産施設にあっては、常勤換算方法で、
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（３）入所者の数が百三十を超えて、百 二以上

六十を超えない身体障害者入所授産施 （３）入所者の数が百三十を超えて、百六

設にあっては、常勤換算方法で、三以 十を超えない指定特定身体障害者入所

上 授産施設にあっては、常勤換算方法で

四 栄養士 一以上 、三以上

三 栄養士 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項及び第八項の常勤換算方法とは、当 ３ 指定特定身体障害者入所授産施設の従業者

該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当 は、専ら当該指定特定身体障害者入所授産施

該身体障害者入所授産施設において常勤の職 設の職務に従事する者でなければならない。

員が勤務すべき時間数で除することにより常 ただし、入所者の支援に支障がない場合はこ

勤の職員の員数に換算する方法をいう。 の限りでない。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第一号の看護師のうち、一人以上は ４ 第一項第一号の看護師のうち、一人以上は

、常勤の者でなければならない。 、常勤の者でなければならない。

６ 第一項の職業指導員のうち、一人以上は、 ５ 第一項第一号の職業指導員のうち、一人以

常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項の生活支援員のうち、一人以上は、 ６ 第一項第一号の生活支援員のうち、一人以

常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

８ 身体障害者入所授産施設（視覚障害者又は

聴覚・言語障害者を入所させるものに限る。

）に置かれる生活支援員のうち、一人以上は

、点字又は口話若しくは手話を解することが

できる者でなければならない。

９ 身体障害者入所授産施設であって、通所に ７ 指定特定身体障害者入所授産施設は、入所

よる入所者の支援を行うものにあっては、第 による指定施設支援に併せて通所による指定

一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通所 施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる

員数の従業者に加えて、当該通所による指定による入所者の支援を行う第一項第三号に掲

総数 施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従げる職員を置くものとし、当該職員の は

業者 置くものとし 当該従業者の総数は、、常勤換算方法で、当該通所による入所者の を 、

数を十で除して得た数以上とす 。 常勤換算方法で、当該通所による入所者の数る

を十で除して得た数以上とする。

１０ 身体障害者入所授産施設は、支援を行う ８ 指定特定身体障害者入所授産施設は、指定
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入所者の障害の状況に応じた適切な対応を 施設支援を提供している入所者の身体障害程

図るために、第一項及び前項に掲げる職員 度区分に応じた適切な対応を図るために、第

に加えて、必要な を置かなければなら 一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要職員

ない。 な従業者を置かなければならない。

（指定特定身体障害者通所授産施設の従業者（身体障害者通所授産施設の職員の配置の基準

の員数））

第五十四条 身体障害者通所授産施設には、次 第五十条 指定特定身体障害者通所授産施設に

の各号に掲げる職員を置かなければならない 置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

。 とする。

一 施設長 一 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上 の指導を行うために必要な数

の指導を行うために必要な数 二 職業指導員及び生活支援員

三 職業指導員及び生活支援員 イ 入所者の数が、二十の指定特定身体障

イ 入所者の数が二十の身体障害者通所授 害者通所授産施設にあっては、職業指導

産施設にあっては、職業指導員及び生活 員及び生活支援員の総数は、常勤換算方

支援員の総数は、常勤換算方法で、二以 法で、二以上

上 ロ 入所者の数が、二十を超える指定特定

ロ 入所者の数が二十を超える身体障害者 身体障害者通所授産施設にあっては、職

通所授産施設にあっては、職業指導員及 業指導員及び生活支援員の総数は、常勤

び生活支援員の総数は、常勤換算方法で 換算方法で、二に、入所者の数が二十を

、 超えて十又はその端数を増すごとに一を

に、入所者の数が二十を超えて十又は 加えて得た数以上二

その端数を増すごとに一を加えて得た数

以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそ ３ 指定特定身体障害者通所授産施設の職員は

れぞれの勤務延時間数の総数を当該身体障害 、専ら当該指定特定身体障害者通所授産施設

者通所授産施設において常勤の職員が勤務す の職務に従事する者でなければならない。た

べき時間数で除することにより常勤の職員の だし、入所者の支援に支障がない場合はこの

員数に換算する方法をいう。 限りでない。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第三号の職業指導員のうち、一人以 ４ 第一項第一号の職業指導員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以 ５ 第一項第一号の生活支援員のうち、一人以

上は、常勤の者でなければならない。 上は、常勤の者でなければならない。
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７ 身体障害者通所授産施設は、支援を行う入 ６ 指定特定身体障害者通所授産施設は、指定

所者の障害の状況に応じた適切な対応を図る 施設支援を提供している入所者の身体障害程

ために、第一項に掲げる職員に加えて、必要 度区分に応じた適切な対応を図るために、第

な職員を置かなければならない。 一項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者

を置かなければならない。

（身体障害者小規模通所授産施設の職員の配

置の基準）（略）

（分場の職員の配置基準）

第五十六条 身体障害者授産施設は、分場を設

置する場合は、当該分場において通所による

入所者の支援を行う第五十四条第一項第三号

の総に掲げる職員を置くものとし、当該職員

数 、常勤換算方法で、当該分場入所者の数は

を四・八で除して得た数以上とする。

２ 身体障害者授産施設は、支援を行う入所者

の障害の状況に応じた適切な対応を図るため

に、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員

を置かなければならない。

（分場を設置する指定特定身体障害者授産施

設の従業者の員数）

第五十一条 指定特定身体障害者授産施設は、

当該施設と一体的に管理運営を行う通所によ

る指定施設支援を提供する施設であって利用

者が二十人未満のもの（以下この章において

「分場」という。）を設置する場合は、当該

前条第分場において指定施設支援を提供する

を置くもの 、一項第二号に掲げる従業者 とし

常勤換算方法で、当該当該従業者の総数は、

分場入所者の数を四・八で除して得た数以上

とする。

２ 指定特定身体障害者授産施設は、指定施設

支援を提供する入所者の身体障害程度区分に

応じた適切な対応を図るために、前項に掲げ

る従業者に加えて、必要な従業者を置かなけ

ればならない。

第３節 設備に関する基準

（指定特定身体障害者入所授産施設の設備）（身体障害者入所授産施設の設備の基準）

第四十九条 身体障害者入所授産施設には、次 第五十二条 指定特定身体障害者入所授産施設
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の各号に掲げる設備を設けなければならない の設備の基準は、次のとおりとする。

。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利 一 居室

用することにより当該身体障害者入所授産施 イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ

設の効果的な運営を期待することができる場 と。

合であって、入所者の支援に支障がないとき ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設

は、次の各号に掲げる設備の一部を設けない 備等を除き、六・六平方メートル以上と

ことができる。 すること。

一 居室 静養室二

二 静養室 イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

三 食堂 と。

四 浴室 ロ 医務室に近接して設けること。

五 洗面所

六 便所 三 食堂

七 医務室 イ 食事の提供に支障がない広さを有する

八 作業室又は作業場 こと。

九 更衣室 ロ 必要な備品を備えること。

十 調理室 四 浴室

十一 洗濯室 入所者の特性に応じたものであること。

十二 相談室 五 洗面所

十三 事務室 イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお 。

りとする。 六 便所

一 居室 イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を

イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ 別に設けること。

と。 ロ 入所者の特性に応じたものであること

ロ 地階に設けてはならないこと。 。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納 七 医務室

設備等を除き、六・六平方メートル以上 治療に必要な機械器具等を備えること。

とすること。 八 作業室又は作業場

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地 イ 作業を行う入所者一人当たりの床面積

、廊下又は広間に直接面して設けること は、機械器具等を除き、一・六五平方メ

。 ートル以上とすること。

二 静養室 ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ と。

と。 九 更衣室

ロ 医務室に近接して設けること。 男子用と女子用を別に設けること。

三 食堂 十 相談室

イ 食事の提供に支障がない広さを有する 室内における談話の漏えいを防ぐための

こと。 間仕切り等を設けること。

ロ 必要な備品を備えること。 十一 集会室

四 浴室 必要な備品を備えること。

入所者の特性に応じたものであること。 十二 廊下幅

二・二メートル以上とすること。



- 141 -

２ 前項に掲げる設備のうち、静養室にあって

五 洗面所 は、医務室を兼ねることができる。

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ ３ 指定特定身体障害者入所授産施設には、必

と。 要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のた

六 便所 めの機械器具等を備えなければならない。

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を

別に設けること。 ４ 第一項及び第三項に掲げる設備は、専ら当

ロ 入所者の特性に応じたものであるこ 該指定特定身体障害者入所授産施設の用に供

と。 するものでなければならない。ただし、入所

七 医務室 者の支援に支障がない場合は、この限りでな

治療に必要な機械器具等を備えること。 い。

八 作業室又は作業場

イ 作業を行う入所者一人当たりの床面積

は、機械器具等を除き、一・六五平方メ

ートル以上とすること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

と。

九 更衣室

男子用と女子用を別に設けること。

十 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用い

ること。

十一 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐため

の間仕切り等を設けること。

十二 集会室

必要な備品を備えること。

十三 廊下幅

二・二メートル以上とすること。

３ 第一項各号に掲げる設備のうち、静養室に

あっては、医務室を兼ねることができる。

４ 身体障害者入所授産施設は、必要に応じて

原材料及び製品の運搬のための機械器具等を

（指定特定身体障害者通所授産施設の設備）備えなければならない。

第五十三条 指定特定身体障害者通所授産施設

（身体障害者通所授産施設の設備の基準） の設備の基準は次のとおりとする。

第五十条 身体障害者通所授産施設には、次の 一 食堂兼集会室

各号に掲げる設備を設けなければならない。 イ 食事の提供に支障がない広さを有する

ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用す こと。

ることにより当該身体障害者通所授産施設の ロ 必要な備品を備えること。

効果的な運営を期待することができる場合で 二 洗面所

あって、入所者の支援に支障がないときは、 入所者の特性に応じたものであること。
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次の各号に掲げる設備の一部を設けないこと 三 便所

ができる。 イ 男子用と女子用を別に設けること。

一 食堂兼集会室 ロ 入所者の特性に応じたものであること

二 洗面所 。

三 便所 四 医務室兼静養室

四 医務室兼静養室 イ 治療に必要な機械器具等を備えるこ

五 作業室又は作業場 と。

六 更衣室 ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

七 調理室 と。

八 相談室 五 作業室又は作業場

九 事務室 イ 作業を行う入所者一人当たりの床面積

は、機械器具等を除き、一・六五平方メ

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお ートル以上とすること。

りとする。 ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

一 食堂兼集会室 と。

イ 食事の提供に支障がない広さを有する 六 更衣室

こと 男子用と女子用を別に設けること。

ロ 必要な備品を備えること。 七 相談室

ニ 洗面所 室内における談話の漏えいを防ぐための

入所者の特性に応じたものであること。 間仕切り等を設けること。

三 便所 八 廊下幅

イ 男子用と女子用を別に設けること。 二・二メートル以上とすること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること

四 医務室兼静養室 ３ 指定特定身体障害者通所授産施設には、必

イ 治療に必要な機械器具等を備えるこ 要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のた

と。 めの機械器具等を備えなければならない。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

と。 ４ 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定特定

五 作業室又は作業場 身体障害者通所授産施設の用に供するもので

イ 作業を行う入所者一人当たりの床面積 なければならない。ただし、入所者の支援に

は、機械器具等を除き、一・六五平方メ 支障がない場合は、この限りでない。

ートル以上とすること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

と。

六 更衣室

男子用と女子用を別に設けること。

七 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用い

ること。

八 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための

間仕切り等を設けること。

九 廊下幅

二・二メートル以上とすること。
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３ 身体障害者通所授産施設は、必要に応じて

原材料及び製品の運搬のための機械器具等を

備えなければならない。

（身体障害者小規模通所授産施設の設備の基

（分場の基準）準）（略）

第五十四条 分場の設備の基準は、前条に規定

に準ずる。（分場の設備の基準） する基準

に第五十二条 分場の設備の基準は、第五十条

第４節 運営に関する基準規定する基準に準ずる。

（運営規程）

第五十五条 指定特定身体障害者授産施設は、

（運営規程） 次に掲げる施設の運営についての重要事項に

第五十七条 身体障害者授産施設は、次に掲げ 関する規程を定めておかなければならない。

る施設の運営についての重要事項に関する規 一 施設の目的及び運営の方針

程を定めておかなければならない。 二 従業者の職種、員数及び職務の内容

一 施設の目的及び運営の方針 三 定員

二 職員の職種、数及び職務の内容 イ 入所定員

三 定員 ロ 通所により指定施設支援を行う施設に

イ 入所定員 あっては、当該通所による入所者の定員

ロ 通所による入所者の支援を行う施設に ハ 分場を設置する施設にあっては、当該

あっては、当該通所による入所者の定員 分場の入所定員

ハ 分場を設置する施設にあっては、当該 四 入所者に対する指定施設支援の内容及び

分場の入所定員 入所者から受領する費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項四 入所者に対する支援の内容及び入所者か

六 非常災害対策ら受領する費用の額

七 その他施設の運営に関する重要事項五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

（作業指導）七 その他施設の運営に関する重要事項

第五十六条 指定特定身体障害者授産施設は、

入所者が自立して社会生活を営むことができ（作業指導）

るよう作業指導を行わなければならない。第五十八条 身体障害者授産施設は、必要に応

じ、入所者が自立して社会生活を営むことが

授産活動）できるよう作業指導を行わなければならない （

第五十七条 指定特定身体障害者授産施設が行。

う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサ（授産活動）

ービスの需給状況等を考慮して行わなければ第 条 身体障害者授産施設の行う授産活五十九

ならない。動は、地域の実情並びに製品及びサービスの

需給状況等を考慮して行うものでなければな

２ 指定特定身体障害者授産施設は、授産活動らない。

に従事する者の作業時間、作業量等がその者

に過重な負担とならないように配慮しなけれ２ 身体障害者授産施設は、授産活動に従事す

ばならない。る入所者の作業時間、作業量等がその者の過

重な負担とならないように配慮しなければな
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工賃の支払）らない。 （

第五十八条 指定特定身体障害者授産施設は、

授産活動に従事している者に、事業収入から（工賃の支払）

事業に必要な経費を控除した額に相当する金第六十条 身体障害者授産施設は、授産活動に

額を工賃として支払わなければならない。従事している入所者に、事業収入から事業に

必要な経費を控除した額に相当する金額を工

準用）賃として支払わなければならない。 （

第五十九条 第九条から第二十七条まで及び第

二十九条から第四十一条までの規定は、指定（準用）

特定身体障害者授産施設について準用する。第六十一条 第十六条から第三十五条までの規

定（第十八条を除く。）は、身体障害者入所

授産施設及び身体障害者通所授産施設につい

て準用する。

第六章 身体障害者福祉センター（略）

第七章 補装具製作施設（略）

第八章 盲導犬訓練施設（略）

第九章 視聴覚障害者情報提供施設（略） 附 則

（施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から

施行する。

（身体障害者更生施設の経過措置）

第二条 この省令の施行の際現に存する身体障

害者更生施設の建物(基本的な設備が完成し

ているものを含み、この省令の施行の後に増

築され、又は全面的に改築された部分を除く

。以下本条において同じ。)について、第八

条第一項第一号ロ及び同項第九号の規定を適

用する場合においては、同項第一号ロ中「六

・六平方メートル」とあるのは「三・三平方

メートル」と、同項第九号中「二・二メート

ル」とあるのは「一・八メートル」とする。

２ この省令の施行の際現に存する身体障害者

更生施設の建物については、当分の間、第八

条第二項から第四項までの集会室を置かない

ことができる。

（身体障害者療護施設の経過措置）

第三条 この省令の施行の際現に存する身体障



- 145 -

害者療護施設の建物（基本的な設備が完成し

ているものを含み、この省令の施行の後に増

築され、又は全面的に改築された部分を除く

。）について、第四十四条第一項第一号ロの

規定を適用する場合においては、「九・九平

方メートル」とあるのは「六・六平方メート

ル」とする。

（身体障害者入所授産施設の経過措置）

第四条 この省令の施行の際現に存する身体障

害者入所授産施設の建物（基本的な設備が完

成しているものを含み、この省令の施行の後

に増築され、又は全面的に改築された部分を

除く。以下本条において同じ。）について、

第五十二条第一項第一号ロ及び同項第十二号

の規定を適用する場合においては、同項第一

号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「

三・三平方メートル」と、同項第十二号中「

二・二メートル」とあるのは「一・八メート

ル」とする。

２ この省令の施行の際現に存する身体障害者

授産施設の建物については、当分の間、第五

十二条第一項第七号の医務室を置かないこと

ができる。

（身体障害者通所授産施設の経過措置）

第五条 この省令の施行の際現に存する身体障

害者通所授産施設の建物（基本的な設備が完

成しているものを含み、この省令の施行の後

に増築され、又は全面的に改築された部分を

除く。）について、第五十三条第一項第八号

の規定を適用する場合においては、「二・二

メートル」とあるのは「一・八メートル」と

する。

>
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知的最低基準改正案（案） 知的指定基準（案）

第一章 総則第一章 総則

（趣旨）（趣旨）

第一条 知的障害者福祉法（昭和三十五年法律 第一条 指定知的障害者更生施設、指定特定知

第三十七号。以下「法」という。）第二十一 的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮

条第一項の規定による知的障害者援護施設の （次条第十項において「指定知的障害者更生

設備及び運営に関する基準は、この省令の定 施設等」という。）に係る知的障害者福祉法

めるところによる。 （昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」

という。）第十五条の二十六の設備及び運営

に関する基準については、この省令の定める

ところによる。

（定義）

第二条 この省令において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

一 指定知的障害者更生施設 法第十五条の

二十四の規定により都道府県知事が指定す

る知的障害者更生施設であって、次のイ及

びロに掲げるものをいう。

イ 指定知的障害者入所更生施設 指定知

的障害者更生施設のうちロを除いたも

の。

ロ 指定知的障害者通所更生施設 指定知

的障害者更生施設のうち通所による入所

者のみを対象とするもの。

二 指定特定知的障害者授産施設 法第十五

条の二十四の規定により都道府県知事が指

定する特定知的障害者授産施設であって、

イ及びロに掲げるものをいう。

イ 指定特定知的障害者入所授産施設 指

定特定知的障害者授産施設のうちロを除

いたもの。

ロ 指定特定知的障害者通所授産施設 指

定特定知的障害者授産施設のうち通所に

よる入所者のみを対象とするもの。

三 指定知的障害者通勤寮 法第十五条の二

十四の規定により都道府県知事が指定する

知的障害者通勤寮をいう。

四 指定施設支援 法第十五条の十一第一項

に規定する指定施設支援をいう。
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五 施設訓練等支援費の額 法第十五条の十

一第二項に規定する施設訓練等支援費の額

をいう。

六 施設利用者負担額 法第十五条の十一第

二項第二号に規定する市町村長が定める基

準により算定した額をいう。

七 知的障害程度区分 法第十五条の十二第

三項第二号に規定する知的障害程度区分を

いう。

八 支給期間 法第十五条の十一第三項第一

号に規定する施設訓練等支援費を支給する

期間いう。

九 法定代理受領 法第十五条の十二第八項

の規定により指定施設支援に要した費用が

施設支給決定知的障害者（法第十五条の十

二第五項に規定する施設支給決定知的障害

者をいう。以下同じ。）に代わり当該指定

施設に支払われることをいう。

十 常勤換算方法 指定知的障害者更生施設

等の従業者の勤務延時間数の総数を当該指

定知的障害者更生施設等において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することによ

り、当該指定知的障害者更生施設等の従業

者の員数を常勤の従業者の員数に換算する

方法をいう。

第二章 指定知的障害者更生施設

第一節 基本方針

（基本方針）（基本方針）

第二条 知的障害者援護施設の設置者は、入所 第三条 指定知的障害者更生施設は、入所者に

者又は利用者（以下この章において「入所者 対して、その自立と社会経済活動への参加を

等」という。）に対し、その自立と社会経済 保護並びにその更生に必促進する観点から、

、良好な環 要な指導及び訓練を適切に行うものでなけれ活動への参加を促進する観点から

境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び ばならない。

能力を有する職員による適切な支援を行うよ

う努めなければならない。

２ 知的障害者援護施設は、入所者等の意思及 ２ 指定知的障害者更生施設は、入所者の意思

び人格を尊重し、常にその者の立場に立って 及び人格を尊重し、常にその者の立場に立っ

支援を行うように努めなければならない。 て指定施設支援を提供するように努めなけれ

ばならない。

３ 知的障害者援護施設は、できる限り居宅に ３ 指定知的障害者更生施設は、できる限り居
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地域や家庭との結び付きを 、地域や家庭との結び付近い環境の中で、 宅に近い環境の中で

重視した運営を行い、市町村（特別区を含む きを重視した運営を行い、市町村（特別区を

。以下同じ。）、知的障害者の福祉を増進す 含む。以下同じ。）、法第四条第六項に規定

ることを目的とする事業を行う者その他の保 する知的障害者居宅生活支援事業を行う者、

健医療サービス又は福祉サービスを提供する 他の知的障害者援護施設その他の保健医療サ

ものとの密接な連携に努めなければならない ービス又は福祉サービスを提供する者との密

。 接な連携に努めなければならない。

（構造設備の一般原則）

第三条 知的障害者援護施設の配置、構造及び

設備は、入所者等の特性に応じて工夫され、

かつ、日照、採光、換気等入所者等の保健衛

生に関する事項について十分考慮されたもの

でなければならない。

２ 知的障害者援護施設の建物（入所者等の日

常生活のために使用しない附属の建物を除く

。）は、建築基準法（昭和二十五年法律第二

百一号）第二条第九号の二に規定する耐火建

築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建

築物でなければならない。ただし、通所によ

る入所者のみを対象とする施設にあっては、

この限りでない。

（設備の専用）

第四条 知的障害者援護施設の設備は、専ら当

該援護施設の用に供するものでなければなら

ない。ただし、入所者等の支援に支障がない

場合には、この限りでない。

（職員の専従）

第五条 知的障害者援護施設の職員は、専ら当

該援護施設の職務に従事することができる者

をもって充てなければならない。ただし、入

所者等の支援に支障がない場合には、この限

りでない。

（非常災害対策）

第六条 知的障害者援護施設は、消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備を設けると

ともに、非常災害に関する具体的計画を立て

ておかなければならない。

２ 知的障害者援護施設は、非常災害に備える

ため、定期的に避難、救出その他必要な訓練
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を行わなければならない。

（記録の整備）

第七条 知的障害者援護施設は、職員、設備及

び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。

２ 知的障害者援護施設は、入所者の支援の状

況に関する諸記録を整備し、当該支援を提供

した日から五年間保存しなければならない。

（苦情への対応）

第八条 知的障害者援護施設は、その行った支

援に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適

切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなけ

ればならない。

２ 知的障害者援護施設は、その行った支援に

関し、市町村から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。

３ 知的障害者援護施設は、社会福祉法（昭和

二十六年法律第四十五号）第八十三条に規定

する運営適正化委員会が行う同法第八十五条

第一項の規定による調査又はあっせんにでき

る限り協力しなければならない。

第二章 知的障害者デイサービスセンター

（略）

第三章 知的障害者更生施設

（施設の敷地面積）

第十二条 知的障害者更生施設の敷地面積は、

原則として建築面積の三倍以上でなければな

らない。ただし、通所による入所者のみを対

象とする施設にあっては、この限りでない。

（種類）

第十三条 知的障害者更生施設は、次の各号に

掲げるものをいう。

一 知的障害者入所更生施設 法第二十一条

の六に規定する知的障害者更生施設であっ
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て次号に規定する知的障害者通所更生施設

以外のもの。

二 知的障害者通所更生施設 知的障害者更

生施設のうち通所による入所者のみを対象

とするもの。

（規模）

第十四条 知的障害者更生施設は、次の各号の

区分に従い、それぞれ当該各号に規定する規

模を有するものでなければならない。

一 知的障害者入所更生施設 三十人以上（

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四

号）第四十二条に規定する知的障害児施設

（児童福祉施設最低基準（昭和二十三年厚

生省令第六十三号）第四十八条第二号に規

定する自閉症児施設を除く。）又は同法第

四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設（

同令第六十条第二項第一号に規定する難聴

幼児通園施設を除く。）に併設する場合に

るあっては、十人以上）の人員（通所によ

を入所させることが入所者の数を除く。）

できる規模

二 知的障害者通所更生施設 二十人以上の

人員を入所させることができる規模

２ 知的障害者更生施設は、当該施設と一体的

に管理運営を行う通所による入所者の支援を

行う施設であって、利用者が二十人未満のも

の（以下この章において「分場」という。）

を設置する場合は、五人以上の人員を入所さ

せることができる規模を有するものとしなけ

ればならない。

第三節 設備に関する基準

（指定知的障害者入所更生施設の設備）（知的障害者入所更生施設の設備の基準）

第十五条 知的障害者入所更生施設には、次の 第七条 指定知的障害者入所更生施設の設備の

各号に掲げる設備を設けなければならない。 基準は、次のとおりとする。

一 居室 一 居室

二 静養室 イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ

三 食堂 と。

四 浴室 ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設

五 洗面所 備等を除き、六・六平方メートル以上と

六 便所 すること。

七 医務室 ハ 男子用と女子用を別に設け、かつ、そ

八 作業指導室又は作業指導場 の間の通路は、夜間は通行ができないよ
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九 調理室 うに遮断できるものであること。

十 相談室 二 静養室

十一 運動場 イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

十二 事務室 と。

十三 会議室 ロ 医務室に近接して設けること。

十四 宿直室 ハ 男女別とすること。

十五 指導員室 三 食堂

イ 食事の提供に支障がない広さを有する

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお こと。

りとする。 ロ 必要な備品を備えること。

一 居室 四 浴室

イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ 入所者の特性に応じたものであること。

と。 五 洗面所

ロ 地階に設けてはならないこと。 イ 居室のある階ごとに設けること。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設 ロ 入所者の特性に応じたものであること

備等を除き、六・六平方メートル以上と 。

すること。 六 便所

二 一以上の出入口は避難上有効な空地、 イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を

廊下又は広間に直接面して設けること。 別に設けること。

ホ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別 ロ 入所者の特性に応じたものであること

に収納することができる収納設備を設け 。

ること。 七 医務室

ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、そ 治療に必要な機械器具等を備えること。

の間の通路は、夜間は通行ができないよ 八 作業指導室又は作業指導場

うに遮断できるものであること。 イ 作業に従事する者の安全を確保するた

二 静養室 めの設備を設けること。

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ ロ 指導を行うために必要な広さを有する

と。 こと。

ロ 医務室に近接して設けること。 ハ 指導に必要な器具を備えること。

ハ 男女別とすること。 九 相談室

二 イ、ロ及びハに定めるもののほか、 室内における談話の漏えいを防ぐための

前号ロ及びニに定めるところによるこ 間仕切り等を設けること。

と。 十 運動場

三 食堂 必要な備品を備えること。

イ 食事の提供に支障がない広さを有する 十一 廊下幅

こと。 一・三五メートル以上とすること。た

ロ 必要な備品を備えること。 だし、中廊下の幅は、一・八メートル以

四 浴室 上とすること。

入所者の特性に応じたものであること。

五 洗面所 ２ 前項に規定するもののほか、廊下、便所そ

イ 居室のある階ごとに設けること。 の他必要な場所に常夜灯を設けなければなら

ロ 入所者の特性に応じたものであること 。ない

。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を
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別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること

。

七 医務室

治療に必要な機械器具等を備えること。

八 作業指導室又は作業指導場

イ 作業に従事する者の安全を確保するた

めの設備を設けること。

ロ 指導を行うために必要な広さを有する

こと。

ハ 指導に必要な器具を備えること。

九 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用い

ること。

十 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための

間仕切り等を設けること。

十一 運動場

必要な備品を備えること。

十二 廊下幅

一・三五メートル以上とすること。た

だし、中廊下の幅は、一・八メートル以

上とすること。

３ 前項各号に規定するもののほか、廊下、便

所その他必要な場所に常夜灯を設けるなけれ

。ばならない

３ 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定知的

障害者入所更生施設の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、入所者の支援に支障

がない場合は、この限りでない。

（指定知的障害者通所更生施設の設備）（知的障害者通所更生施設の設備の基準）

第十六条 知的障害者通所更生施設には、次の 指定知的障害者通所更生施設の設備の第八条

各号に掲げる設備を設けなければならない。 基準は、次のとおりとする。

一 食堂 一 食堂

二 洗面所 イ 食事の提供に支障がない広さを有する

三 便所 こと。

四 医務室 ロ 必要な備品を備えること。

五 作業指導室又は作業指導場 二 洗面所

六 調理室 入所者の特性に応じたものであること。

七 相談室 三 便所

八 運動場 イ 男子用と女子用を別に設けること。

九 事務室 ロ 入所者の特性に応じたものであること

十 会議室 。
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四 医務室

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお イ 治療に必要な機械器具等を備えるこ

りとする。 と。

一 食堂 ロ 寝台又はこれに代わる設備を設けるこ

イ 食事の提供に支障がない広さを有する と。

こと。 五 作業指導室又は作業指導場

ロ 必要な備品を備えること。 イ 作業に従事する者の安全を確保するた

二 洗面所 めの設備を設けること。

入所者の特性に応じたものであること。 ロ 指導を行うために必要な広さを有する

三 便所 こと。

イ 男子用と女子用を別に設けること。 ハ 指導に必要な器具を備えること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること 六 相談室

。 室内における談話の漏えいを防ぐための

四 医務室 間仕切り等を設けること。

イ 治療に必要な機械器具等を備えること 七 運動場

。 必要な備品を備えること。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を設けるこ 八 廊下幅

と。 一・三五メートル以上とすること。た

五 作業指導室又は作業指導場 だし、中廊下の幅は、一・八メートル以

イ 作業に従事する者の安全を確保するた 上とすること。

めの設備を設けること。

ロ 指導を行うために必要な広さを有する ２ 前項に規定するもののほか、廊下、便所そ

こと。 の他必要な場所に常夜灯を設けなければなら

ハ 指導に必要な器具を備えること。 。ない

六 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用い ３ 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定知的

ること。 障害者通所更生施設の用に供するものでなけ

七 相談室 ればならない。ただし、入所者の支援に支障

室内における談話の漏えいを防ぐための がない場合は、この限りでない。

間仕切り等を設けること。

八 運動場

必要な備品を備えること。

九 廊下幅

一・三五メートル以上とすること。ただ

し、中廊下の幅は、一・八メートル以上と

すること。

３ 前項各号に規定するもののほか、廊下、便

所その他必要な場所に常夜灯を設けなければ

。ならない

（分場の設備の基準）（分場の設備の基準）

第十七条 分場の設備の基準は、前条に規定す 第九条 分場の設備は、前条に規定する基準に

に準ずる。ただし、前条第一項第六号 準ずる。ただし、前条第一項六号及び第七号る基準

に掲げる設備は設けないこと は設けないことができる。から第十号まで の設備
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ができる。

第二節 人員に関する基準

（指定知的障害者入所更生施設の従業者の員数（知的障害者入所更生施設の職員の配置基準）

）第十八条 知的障害者入所更生施設には、次の

各号に掲げる職員を置かなければならない。 第四条 指定知的障害者入所更生施設に置くべ

ただし、入所定員が四十人を超えないものに き従業者及びその員数は、次のとおりとする

あっては、第四号の栄養士を、調理業務の全 。ただし、入所定員が四十人を超えないもの

部を委託するものにあっては、第五号 にあっては、第三号の栄養士を置かないことの調理

を置かないことができる。 ができる。員

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上

の指導を行うために必要な数 の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業 二 保健師又は看護師、生活支援員及び作業

指導員 保健師 看護師、生活支援員及 指導員 保健師又は看護師、生活支援員及又は

び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、 び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、

入所者の数を四・三で除して得た数以上 入所者の数を四・三で除して得た数以上

四 栄養士 一以上 三 栄養士 一以上

五 調理員 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項及び第九項の常勤換算方法とは、当 ３ 指定知的障害者入所更生施設の従業者は、

職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当 専ら当該指定知的障害者入所更生施設の職務該

知的障害者 更生施設において常勤の職 に従事する者でなければならない。ただし、該 入所

員が勤務すべき時間数で除することにより常 入所者の支援に支障がない場合はこの限りで

勤の職員の員数に換算する方法をいう。 ない。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第二号の医師は、知的障害者の診療

に相当の経験を有する者でなければならない

。

６ 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、 ４ 第一項第二号の保健師又は看護師のうち、

一人以上は、常勤の者でなければならない。 一人以上は、常勤の者でなければならない。

７ 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員 ５ 第一項第二号の生活支援員又は作業指導員

のうち、一人以上は、常勤の者でなければな のうち、一人以上は、常勤の者でなければな

らない。 らない。

８ 第一項第三号の作業指導員は、その指導す
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る業務について相当の経験及び技能を有する

者でなければならない。

９ 女子を入所させる知的障害者入所更生施設

にあっては、生活支援員のうち少なくとも一

人は、女子でなければならない。

１０ 知的障害者入所更生施設であって、通所 ６ 指定知的障害者入所更生施設は、入所によ

による入所者の支援を行うものにあっては、 る指定施設支援に併せて通所による指定施設

第一項に掲げる員数の職員に加えて、当該通 支援を提供する場合は、第一項に掲げる員数

所 の従業者に加えて、当該通所による指定施設による入所者の支援を行う第一項第三号に

掲げる職員を置くものとし、当該職員 る従業者の総数 支援を提供する第一項第二号に掲げ

、常勤換算方法で、 通所による入所者 を 、 常勤は 当該 置くものとし 当該従業者の総数は、

の数を七・五で除して得た数以上くものとす 換算方法で、 入所者の数を七当該通所による

る。 ・五で除して得た数以上とする。

１１ 知的障害者入所更生施設は、支援を行う ７ 指定知的障害者入所更生施設は、指定施設

入所者の障害の状況に応じた適切な対応を図 支援を提供している入所者の知的障害程度区

るために、第一項及び前項に掲げる職員 加 分に応じた適切な対応を図るために、第一項に

えて、必要な を置かなければならない。 及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従職員

業者を置かなければならない。

（指定知的障害者通所更生施設の従業者の員数（知的障害者通所更生施設の職員の配置基準）

）第十九条 知的障害者通所更生施設には、次の

各号に掲げる職員を置かなければならない。 第五条 指定知的障害者通所更生施設に置くべ

ただし、調理業務の全部を委託するものにあ き従業者及びその員数は、次のとおりとする

っては、第四号の調理員を置かないことがで 。

きる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の

の指導を行うために必要な数 指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業 二 保健師又は看護師、生活支援員及び作業指

指導員 保健師又は看護師、生活支援員及 導員 保健師又は看護師、生活支援員及び作

び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、 業指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者

入所者の数を七・五で除して得た数以上 の数を七・五で除して得た数以上

四 調理員 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそ ３ 指定知的障害者通所更生施設の従業者は、

れぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害 専ら当該指定知的障害者通所更生施設の職務

者通所更生施設において常勤の職員が勤務す に従事する者でなければならない。ただし、

べき時間数で除することにより常勤の職員の 入所者の支援に支障がない場合はこの限りで
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員数に換算する方法をいう。 ない。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第二号の医師は、知的障害者の診療

に相当の経験を有する者でなければならない

。

６ 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員 ４ 第一項第二号の生活支援員又は作業指導員

のうち、一人以上は、常勤の者でなければな のうち、一人以上は、常勤の者でなければな

らない。 らない。

７ 第一項第三号の作業指導員は、その指導す

る業務について相当の経験及び技能を有する

者でなければならない。

８ 女子を入所させる知的障害者通所更生施設

にあっては、生活支援員のうち少なくとも一

人は、女子でなければならない。

９ 知的障害者通所更生施設は、支援を行う入 ５ 指定知的障害者通所更生施設は、指定施設

所者の障害の状況に応じた適切な対応を図る 支援を提供している入所者の知的障害程度区

ために、第一項に掲げる職員に加えて、必要 分に応じた適切な対応を図るために、第一項

な職員を置かなければならない。 に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置

かなければならない。

（分場の職員の配置基準） （分場の従業者の員数）

第二十条 知的障害者更生施設は、分場を設置 第六条 指定知的障害者更生施設は、当該施設

する場合は、当該分場において通所による入 と一体的に管理運営を行う通所による指定施

所者の支援を行う前条第一項第三号に掲げる 設支援を提供する施設であって入所者が二十

の総数は、常 人未満のもの（以下この章において「分場」職員を置くものとし、当該職員

勤換算方法で、当該分場の入所者の数を七・ という。）を設置する場合は、当該分場にお

五で除して得た数以上とする。 いて指定施設支援を提供する前条第一項第二

号に掲げる従業者 当該従業を置くものとし、

常勤換算方法で、当該分場入所者の総数は、

者の数を七・五で除して得た数以上とする。

２ 知的障害者更生施設は、支援を行う入所者 ２ 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援

の障害の状況に応じた適切な対応を図るため を提供している入所者の知的障害程度区分に

に、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員 応じた適切な対応を図るために、前項に掲げ

を置かなければならない。 る従業者に加えて、必要な従業者を置かなけ

ればならない。

（職員の資格要件）

第二十一条 知的障害者更生施設の施設長は、
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次の各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。

一 社会福祉事業に五年以上従事した者であ

って、施設を運営するのに適切であると認

められるもの

二 精神保健に関して相当の学識経験を有す

る医師

三 前二号に掲げる者と同等以上の学識経験

を有すると認められる者

第４節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第十条 指定知的障害者更生施設は、施設支給

決定知的障害者が指定施設支援の利用の申し

込みを行ったときは、当該利用申込者の障害

の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福

祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十

六条の規定による説明を行わなければならな

い。

２ 指定知的障害者更生施設は、社会福祉法第

七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場

合は、入所者の心身の特性に応じた適切な配

慮をしなければならない。

（受給資格等の確認）

第十一条 指定知的障害者更生施設は、指定施

設支援の提供を求められた場合は、その者の

提示する施設受給者証によって、施設支給決

定の有無、支給期間、 を知的障害程度区分等

確かめなければならない。

（入退所）（入退所）

第十二条 指定知的障害者更生施設は、正当な

理由なく、指定施設支援の提供を拒んではな

らない。

２ 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援

市町村が行うあっせん、調整及び要について

請（以下「あっせん等」という。）並びに当

該あっせん等について都道府県が行う市町村

相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力

しなければならない。
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第二十二条 知的障害者更生施設は、入所予定 ３ 指定知的障害者更生施設は、入所申込者が

者が入院治療を必要とする場合その他入所予 入院治療を必要とする場合その他入所申込者

定者に対し自ら適切な便宜を供与することが に対し自ら適切な便宜を供与することが困難

困難である場合は、市町村と協議の上、適切 である場合は、市町村と協議の上、適切な病

な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置 院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速

を速やかに講じなければならない。 やかに講じなければならない。

２ 知的障害者更生施設は、入所予定者の入所 ４ 指定知的障害者更生施設は、入所申込者の

に際しては、その者の心身の状況、病歴等の 入所に際しては、その者の心身の状況、病歴

把握に努めなければならない。 等の把握に努めなければならない。

５ 指定知的障害者更生施設は、入所者の居住

地の変更が見込まれる場合においては、速や

かに当該入所者の居住地の市町村に連絡しな

ければならない。

３ 知的障害者更生施設は、入所者について、 ６ 指定知的障害者更生施設は、入所者につい

その心身の状況等に照らし、法第十五条の五 て、その心身の状況等に照らし、法第十五条

第一項に規定する指定居宅支援等を利用する の五第一項に規定する指定居宅支援等を利用

その者が居宅において日常生活 その者が居宅において日常ことにより、 することにより、

を営むことができるかどうかを定期的に検討 生活を営むことができるかどうかを定期的に

しなければならない。 検討しなければならない。

４ 前項の検討に当たっては、看護師、生活支 ７ 前項の検討に当たっては、看護師、生活支

員等の職員の間で協議しなければならない 援員等の従業者の間で協議しなければならな援

。 い。

５ 知的障害者更生施設は、心身の状況に照ら ８ 指定知的障害者更生施設は、心身の状況等

して、指定居宅支援等を利用することにより に照らして、指定居宅支援等を利用すること

居宅において日常生活を営むことができると により居宅において日常生活を営むことがで

入所者に対し、その者 等を 入所者に対し、その者の希認められる の希望 きると認められる

勘案し、その者の円滑な退所のために必要な 等を勘案し、その者の円滑な退所のために望

援助を行わなければならない。 必要な援助を行わなければならない。

（施設訓練等支援費支給の申請に係る援助）

第十三条 指定知的障害者更生施設は、施設支

給決定を受けていない者から入所の申込みが

あった場合には、その者の意向を踏まえ、速

やかに施設訓練等支援費の支給の申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならな

い。

指定知的障害者更生施設は、施設支給決定２

に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給

期間の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申
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請について、必要な援助を行わなければなら

ない。

（入退所の記録の記載等）

第十四条 指定知的障害者更生施設は、入所又

は退所に際しては、当該指定施設支援の種類

、

入所又は退所の年月日その他の必要な事項

（以下「施設受給者証記載事項」という。）

を、その者の施設受給者証に記載しなければ

ならない。

２ 指定知的障害者更生施設は、前項に規定す

る施設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に

対し報告しなければならない。

３ 指定知的障害者更生施設は、入所者数の変

動が見込まれる場合においては、速やかに都

道府県に報告しなければならない。

（指定知的障害者更生施設が入所者等に求（知的障害者更生施設が入所者等に求めること

めることのできる金銭の支払の範囲等）のできる金銭の支払の範囲等）

第三十四条 知的障害者更生施設が入所者等に 第十五条 指定知的障害者更生施設が指定施設

対して金銭の支払を求めることができるのは 支援を提供する入所者等に対して金銭の支払

、当該金銭の使途が直接当該入所者の便益を を求めることができるのは、当該金銭の使途

向上させるものであって、当該入所者に支 が直接当該入所者の便益を向上させるもので払

を求めることが適当であるものに限るものと あって、当該入所者に支払を求めることが適

。 。する 当であるものに限るものとする

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際に ２ 前項の規定により金銭の支払を求める際に

は、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に は、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に

について書面によっ について書面によっ金銭の支払を求める理由 金銭の支払を求める理由

て明らかにするとともに、入所者等の同意を て明らかにするとともに、入所者等の同意を

得なければならない。ただし、指定知的障害 得なければならない。ただし、次条第一項及

者更生施設等の設備及び運営に関する基準（ び第二項に掲げる支払については、この限り

平成十四年厚生労働省令第○○号）第十五 ではない。条

第一項及び第二項に掲げる支払については、

この限りではない。

（施設利用者負担額等の受領）

第十六条 指定知的障害者更生施設は、指定

施設支援を提供した際は、入所者又はその扶

養義務者から施設利用者負担額の支払を受け

るものとする。

２ 指定知的障害者更生施設は、法定代理受領
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を行わない指定施設支援を提供した際は、前

項に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者

から法第十五条の十一第二項に規定する額の

支払を受けるものとする。

３ 指定知的障害者更生施設は、前二項の費用

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収

証を入所者に対し交付しなければならない。

（施設訓練等支援費の額に係る通知等）

第十七条 指定知的障害者更生施設は、市町村

から指定施設支援に係る施設訓練等支援費の

支給を受けた場合は、入所者に対し、当該入

所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しな

ければならない。

２ 指定知的障害者更生施設は、前条第二項の

法定代理受領を行わない指定施設支援に係る

費用の支払を受けた場合は、その提供した指

定施設支援の内容、費用の額その他必要と認

められる事項を記載したサービス提供証明書

を入所者に対して交付しなければならない。

（指定施設支援の取扱方針）（支援の方針）

第二十五条 知的障害者更生施設は、入所者に 第十八条 指定知的障害者更生施設は、入所者

ついて、その者の心身の状況等に応じて、そ について、その者の心身の状況等に応じて、

の者の支援を適切に行わなければならない。 その者の支援を適切に行うとともに、指定施

設支援の提供が漫然かつ画一的なものとなら

２ 入所者の支援は、入所者の支援に関する計 ないよう配慮しなければならない。

画に基づき、漫然かつ画一的なものとならな

いよう配慮して行わなければならない。

３ 知的障害者更生施設の職員は、入所者の支 ２ 指定知的障害者更生施設の従業者は、指定

に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者 施設支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨援

に対し、支援上必要な事項について、理解し とし、入所者に対し、支援上必要な事項につ

やすいように説明を行わなければならない。 いて、理解しやすいように説明を行わなけれ

ばならない。

４ 知的障害者更生施設は、その行う支援の質 ３ 指定知的障害者更生施設は、その提供する

の評価を行い、常にその改善を図らなければ 指定施設支援の質の評価を行い、常にその改

ならない。 善を図らなければならない。

（施設支援計画の作成等）（入所者の支援に関する計画等）

第二十四条 知的障害者更生施設は、入所者に 第十九条 指定知的障害者更生施設は、指定施

ついて、入所者の支援に関する具体的な内容 設支援の提供に当たって、入所者に対して当
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を決定するとともに、その円滑な実施を図る 該施設支援の提供に係る計画（以下「施設支

ため、その心身の状況、その置かれている環 援計画」という。）を作成するとともに、当

境及びその者の希望等を勘案し、その者の同 該施設支援計画に基づき、適切に指定施設支

意を得て、その者の支援に関する計画を作成 援を提供しなければならない。

しなければならない。

２ 指定知的障害者更生施設は、前項の規定に

よる施設支援計画の作成に当たって、入所者

に対し、当該施設支援計画について説明する

とともに、その同意を得なければならない。

２ 知的障害者更生施設は、前項の規定による ３ 指定知的障害者更生施設は、第一項の規定

計画の作成に当たって、施設の職員による会 による施設支援計画の作成に当たって、施設

議を開かなければならない。 支援計画の作成に係る会議を開かなければな

らない。

３ 知的障害者更生施設は、第一項の計画の作 ４ 指定知的障害者更生施設は、施設支援計画

成後においては、その実施状況の把握を行う の作成後においては、その実施状況の把握を

とともに、入所者について解決すべき課題を 行うとともに、入所者について解決すべき課

把握し、必要に応じて施設支援計画の見直し 題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見

を行わなければならない。 直しを行わなければならない。

４ 第一項及び第二項の規定は、前項に規定す ５ 第二項及び第三項の規定は、前項に規定す

る計画の見直しについて準用する。 る施設支援計画の見直しについて準用する。

（相談及び援助）（相談及び援助）

第二十六条 知的障害者更生施設は、常に入所 第二十条 指定知的障害者更生施設は、常に入

者の心身の状況、その置かれている環境等の 所者の心身の状況、その置かれている環境等

的確な把握に努め、その者又はその家族に対 の的確な把握に努め、その者又は家族に対し

し、その相談に適切に応じるとともに、必要 、その相談に適切に応じるとともに、必要な

な助言その他の援助を行わなければならない 助言その他の援助を行わなければならない。

。

（指導、訓練等）（指導、訓練等）

第二十八条 知的障害者更生施設は、入所者の 第二十一条 指定知的障害者更生施設は、入所

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、 者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ

入所者の心身の状況に応じて、適切な技術を う、入所者の心身の状況に応じて、適切な技

もって指導、訓練等を行わなければならない 術をもって指導、訓練等を行わなければなら

。 ない。

２ 知的障害者更生施設は、入所者が日常生活 ２ 指定知的障害者更生施設は、入所者が日常

における適切な習慣を確立するとともに、社 生活における適切な習慣を確立するととも

会生活への適応性を高めるようあらゆる機会 に、社会生活への適応性を高めるようあらゆ

を通じて生活指導を行わなければならない。 る機会を通じて生活指導を行わなければなら

ない。
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３ 知的障害者更生施設は、入所者に対し、そ ３ 指定知的障害者更生施設は、入所者に対し

の有する能力を活用することにより、社会経 、その有する能力を活用することにより、社

済活動に参加することができるようにするた 会経済活動に参加することができるようにす

め、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練 るため、入所者の心身の特性に応じた必要な

を行わなければならない。 訓練を行わなければならない。

４ 知的障害者更生施設は、入所者の希望等を ４ 指定知的障害者更生施設は、入所者の希望

勘案し、適切な方法により、入所者を入浴さ 等を勘案し、適切な方法により、入所者を入

せ、又は清しきしなければならない。 浴させ、又は清しきしなければならない。

５ 知的障害者更生施設は、指導、訓練等を行 ５ 指定知的障害者更生施設は、指導、訓練等

うに当たっては、常に一人以上の職員を従事 を行うに当たっては、常に一人以上の従業者

させなければならない。 を従事させなければならない。

６ 知的障害者更生施設は、入所者に対し、そ ６ 指定知的障害者更生施設は、入所者に対し

の負担により、当該知的障害者更生施設の職 、その負担により、当該指定知的障害者更生

員以外の者による指導、訓練等を受けさせて 施設の従業者以外の者による指導、訓練等を

はならない。 受けさせてはならない。

（食事の提供）（食事の提供）

第二十九条 食事の提供は、栄養並びに入所者 第二十二条 食事の提供は、栄養並びに入所者

の身体の状況及び嗜好を考慮したものとする の身体の状況及び嗜好を考慮したものとする
し し

とともに、適切な時間に行わなければならな とともに、適切な時間に行わなければならな

い。 い。

２ 調理はあらかじめ作成された献立に従って ２ 調理はあらかじめ作成された献立に従って

行わなければならない。 行わなければならない。

３ 栄養士を置かない知的障害者更生施設にあ ３ 栄養士を置かない指定知的障害者更生施設

っては、献立の内容、栄養価の算定及び調理 にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び

の方法について保健所等の指導を受けなけれ 調理の方法について保健所等の指導を受けな

ばならない。 。ければならない

（作業指導）（作業指導）

第二十七条 知的障害者更生施設は、必要に応 第二十三条 指定知的障害者更生施設は、必要

じ、入所者が自立して社会生活を営むことがで に応じ、入所者が自立して社会生活を営むこ

きるよう作業指導を行わなければならない。 とができるよう作業指導を行わなければなら

ない。

（社会生活上の便宜の供与等）（社会生活上の便宜の供与等）

第三十二条 知的障害者更生施設は、教養娯楽 第二十四条 指定知的障害者更生施設は、教養

設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレ 娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のため

クリエーション行事を行わなければならない のレクリエーション行事を行わなければなら

。 ない。
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２ 知的障害者更生施設は、入所者が日常生活 ２ 指定知的障害者更生施設は、入所者が日常

を営むのに必要な行政機関等に対する手続に 生活を営むのに必要な行政機関等に対する手

ついて、その者又はその家族において行うこ 続について、その者又はその家族において行

とが困難である場合は、その者の同意を得て うことが困難である場合は、その者の同意を

、代わって行わなければならない。 得て、代わって行わなければならない。

３ 知的障害者更生施設は、常に入所者の家族 ３ 指定知的障害者更生施設は、常に入所者の

との連携を図るとともに、入所者とその家族 家族との連携を図るとともに、入所者とその

との交流等の機会を確保するよう努めなけれ 家族との交流等の機会を確保するよう努めな

ばならない。 ければならない。

（健康管理）（健康管理）

第三十条 知的障害者更生施設は、常に入所者 第二十五条 指定知的障害者更生施設は、常に

の健康の状況に注意するとともに、入所者に 入所者の健康の状況に注意するとともに、入

、毎年二回以上定期に健康診断を行わ 所者に対して、毎年二回以上定期に健康診断対して

なければならない。 を行わなければならない。

（入所者の入院期間中の取扱い）（入所者の入院期間中の取扱い）

第三十一条 知的障害者更生施設は、入所者に 第二十六条 指定知的障害者更生施設は、入所

ついて、病院又は診療所に入院する必要が生 者について、病院又は診療所に入院する必要

じた場合であって、入院後おおむね三月以内 が生じた場合であって、入院後おおむね三月

に退院することが見込まれるときは、その者 以内に退院することが見込まれるときは、そ

の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜 の者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な

を供与するとともに、やむを得ない事情があ 便宜を供与するとともに、やむを得ない事情

る場合を除き、退院後再び当該知的障害者更 がある場合を除き、退院後再び当該指定知的

生施設に円滑に入所することができるように 障害者更生施設に円滑に入所することができ

しなければならない。 るようにしなければならない。

（入所者に関する市町村への通知）

第二十七条 指定知的障害者更生施設は、入所

者が偽りその他不正な行為によって施設訓練

等支援費の支給を受け、又は受けようとした

ときは、遅滞なく意見を付してその旨を市町

村に通知しなければならない。

（管理者による管理）

第二十八条 指定知的障害者更生施設の管理者

は、専ら当該指定知的障害者更生施設の職務

に従事する常勤の者でなければならない。た

だし、当該指定知的障害者更生施設の管理上

支障がない場合は、同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができる

。
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（管理者の責務）（施設長の責務）

第三十三条 知的障害者更生施設の施設長は、 第二十九条 指定知的障害者更生施設の管理者

当該知的障害者更生更生施設の職員の管理、 は、従業者の管理、業務の実施状況の把握そ

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的 の他の管理を一元的に行わなければならな

に行わなければならない。 い。

２ 知的障害者更生施設の施設長は、職員にこ ２ 指定知的障害者更生施設の管理者は、従業

の章の規定を遵守させるために必要な指揮命 者にこの章の規定を遵守させるために必要な

令を行うものとする。 指揮命令を行うものとする。

（運営規程）（運営規程）

第二十三条 知的障害者更生施設は、次に掲げ 第三十条 指定知的障害者更生施設は、次に掲

る施設の運営についての重要事項に関する規 げる施設の運営についての重要事項に関する

程を定めておかなければならない。 規程(第三十六条において「運営規程」とい

一 施設の目的及び運営の方針 う。)を定めておかなければならない。

二 職員の職種、数及び職務の内容 一 施設の目的及び運営の方針

三 定員 二 従業者の職種、員数及び職務の内容

イ 入所定員 三 定員

ロ 通所による入所者の支援を行う施設に イ 入所定員

あっては、当該通所による入所者の定員 ロ 通所により指定施設支援を行う施設に

ハ 分場を設置する施設にあっては、当該 あっては、当該通所による入所者の定員

分場の入所定員 ハ 分場を設置する施設にあっては、当該

四 入所者の支援の内容及び入所者から受領 分場の入所定員

費用の額 四 入所者に対する指定施設支援の内容及びする

五 施設の利用に当たっての留意事項 入所者から受領する費用の額

六 非常災害対策 五 施設の利用に当たっての留意事項

七 その他の施設の運営に関する重要事項 六 非常災害対策

七 その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）（勤務体制の確保等）

第三十五条 知的障害者更生施設は、入所者に 第三十一条 指定知的障害者更生施設は、入所

対し、適切な支援を行うことができるよう、 者に対し、適切な指定施設支援を提供するこ

職員の勤務の体制を定めておかなければなら とができるよう、従業者の勤務の体制を定め

ない。 ておかなければならない。

２ 知的障害者更生施設は、当該知的障害者更 ２ 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的

生施設の職員によって支援を行わなければな 障害者更生施設の従業者によって指定施設支

らない。ただし、入所者の支援に直接影響を 援を提供しなければならない。ただし、入所

及ぼさない業務については、この限りでない 者の支援に直接影響を及ぼさない業務につい

。 ては、この限りでない。

３ 知的障害者更生施設は、職員に対し、その ３ 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的

資質の向上のための研修の機会を確保しなけ 障害者更生施設の従業者に対し、その資質の

ればならない。 向上のための研修の機会を確保しなければな

らない。
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（定員の遵守）（定員の遵守）

第三十六条 知的障害者更生施設は、入所定員 第三十二条 指定知的障害者更生施設は、入所

及び居室の定員を超えて入所させてはならな 定員及び居室の定員を超えて入所させてはな

い。ただし、災害その他のやむを得ない事情 らない。ただし、災害その他のやむを得ない

がある場合は、この限りでない。 事情がある場合は、この限りでない。

（非常災害対策）

第三十三条 指定知的障害者更生施設は、非常

災害に関する具体的計画を立てておくととも

に、非常災害に備えるため、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならな

い。

（衛生管理等）（衛生管理等）

第三十七条 知的障害者更生施設は、入所者の 第三十四条 指定知的障害者更生施設は、入所

使用する食器その他の設備又は飲用に供する 者の使用する食器その他の設備又は飲用に供

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生 する水について、衛生的な管理に努め、又は

上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要 衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に

な機械器具等の管理を適正に行わなければな 必要な機械器具等の管理を適正に行わなけれ

らない。 ばならない。

２ 知的障害者更生施設は、当該知的障害者更 ２ 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的

生施設において感染症が発生し、又はまん延 障害者更生施設において感染症が発生し、又

しないように必要な措置を講ずるよう努めな はまん延しないように必要な措置を講ずるよ

ければならない。 う努めなければならない。

（協力医療機関）（協力医療機関）

第三十八条 知的障害者更生施設は、入院治療 第三十五条 指定知的障害者更生施設は、入院

を必要とする入所者のために、あらかじめ、 治療を必要とする入所者のために、あらかじ

協力医療機関を定めておかなければならない め、協力医療機関を定めておかなければなら

。 ない。

（掲示）

第三十六条 指定知的障害者更生施設は、当該

指定知的障害者更生施設の見やすい場所に、

運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力

医療機関、その他のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。

（秘密保持等）（秘密保持等）

第三十九条 知的障害者更生施設の職員は、正 第三十七条 指定知的障害者更生施設の従業者

当な理由がなく、その業務上知り得た入所者 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 入所者又はその家族の秘密を漏らしてはなら
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ない。

２ 知的障害者更生施設は、職員であった者が

、正当な理由がなく、その業務上知り得た入 ２ 指定知的障害者更生施設は、従業者であっ

所者又はその家族の秘密を漏らすことがない た者が、正当な理由がなく、その業務上知り

よう、必要な措置を講じなければならない。 得た入所者又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。

３ 指定知的障害者更生施設は、法第十五条の

五第一項に規定する指定居宅支援事業者等に

対して、入所者に関する情報を提供する際は

、あらかじめ文書により入所者の同意を得て

おかなければならない。

（情報の提供等）

第三十八条 指定知的障害者更生施設は、当該

指定知的障害者更生施設に入所しようとする

者が、適切かつ円滑に入所することができる

ように、当該指定知的障害者更生施設に関し

情報の提供を行うよう努めなければならな

い。

２ 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的

障害者更生施設について広告をする場合は、

その内容が虚偽又は誇大なものであってはな

らない。

（苦情解決）

第三十九条 指定知的障害者更生施設は、その

提供した指定施設支援に関する入所者等から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦

情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。

２ 指定知的障害者更生施設は、その提供した

指定施設支援に関し、法第十五条の十五の規

定により市町村が行う文書その他の物件の提

出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員

からの質問若しくは照会に応じ、及び入所者

等からの苦情に関して市町村が行う調査に協

力するとともに、市町村から指導又は助言を

受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。

３ 指定知的障害者更生施設は、社会福祉法第
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八十三条に規定する運営適正化委員会が同法

第八十五条の規定により行う調査又はあっせ

んにできる限り協力しなければならない。

（地域との連携等）（地域との連携等）

第四十条 知的障害者更生施設は、その運営に 第四十条 指定知的障害者更生施設は、その運

当たっては、地域住民又はその自発的な活動 営に当たっては、地域住民又はその自発的な

等との連携及び協力を行う等の地域との交流 活動等との連携及び協力を行う等の地域との

に努めなければならない。 交流に努めなければならない。

（事故発生時の対応）（事故発生時の対応）

第四十一条 知的障害者更生施設は、入所者の 第四十一条 指定知的障害者更生施設は、入所

支援により事故が発生した場合は、速やかに 者に対する指定施設支援の提供により事故が

市町村、入所者の家族等に連絡を行うととも 発生した場合は、速やかに市町村、入所者の

に、必要な措置を講じなければならない。 家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。

２ 知的障害者更生施設は、入所者の支援によ ２ 指定知的障害者更生施設は、入所者に対す

り賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠 る指定施設支援の提供により賠償すべき事故

償を速やかに行わなければならない。 が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。

（会計の区分）

第四十二条 指定知的障害者更生施設は、指定

知的障害者更生施設の事業の会計をその他の

事業の会計と区分しなければならない。

（記録の整備）

第四十三条 指定知的障害者更生施設は、従業

者、設備及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。

２ 指定知的障害者更生施設は、入所者に対す

る指定施設支援の提供に関する諸記録を整備

し、当該指定施設支援を提供した日から五年

間保存しなければならない。

（準用）

第四十二条 第十一条の規定は、第十八条第一

項第三項及び第十九条第三項の生活支援員に

ついて準用する。

第３章 指定特定知的障害者授産施設第三章 知的障害者授産施設

（種類）
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第四十三条 知的障害者授産施設は、次の各号

に掲げるものをいう。

一 知的障害者入所授産施設 法第二十一条

の七に規定する知的障害者授産施設であっ

て、第二号に規定する知的障害者通所授産

施設及び第三号に規定する知的障害者小規

模通所授産施設以外のもの

二 知的障害者通所授産施設 知的障害者授

産施設のうち通所による入所者のみを対象

とするものであって、第三号に規定する知

的障害者小規模通所授産施設以外のもの

三 知的障害者小規模通所授産施設 知的障

害者授産施設のうち通所による入所者のみ

を対象とするものであって、常時利用する

ものが二十人未満であるもの

（規模）

第四十四条 知的障害者授産施設は、次の各号

の区分に従い、それぞれ当該各号に規定する

規模を有するものでなければならない。

一 知的障害者入所授産施設 三十人以上の

人員を入所させることができる規模

二 知的障害者通所授産施設 二十人以上の

人員を入所させることができる規模

三 知的障害者小規模通所授産施設 十人以

上の人員を入所させることができる規模

２ 知的障害者授産施設（知的障害者小規模通

所授産施設を除く。）は、当該施設と一体的

に管理運営を行う通所による入所者の支援を

行う施設であって入所者が二十人未満のもの

（以下この章において「分場」という。）を

設置する場合は、五人以上の人員を入所させ

ることができる規模を有するものとしなけれ

ばならない。

第１節 基本方針

（基本方針）

第四十四条 指定特定知的障害者授産施設は、

入所者に対して、その自立と社会経済活動へ

必要な訓練及びの参加を促進する観点から、

職業の提供を適切に行わなければならない。

２ 指定特定知的障害者授産施設は、入所者の

意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に



- 169 -

立って指定施設支援を提供するように努めな

ければならない。

３ 指定特定知的障害者授産施設は、できる限

、地域や家庭との結り居宅に近い環境の中で

び付きを重視した運営を行い、市町村、知的

障害者居宅生活支援事業者、他の知的障害者

援護施設その他の保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。

第３節 設備に関する基準

（指定特定知的障害者入所授産施設の設備）（知的障害者入所授産施設の設備の基準）

第四十五条 知的障害者入所授産施設には、次 第四十八条 指定特定知的障害者入所授産施設

の各号に掲げる設備を設けなければならない の設備の基準は次のとおりとする。

。

一 居室 一 居室

二 静養室 イ 一の居室定員は、四人以下とすること

三 食堂 。

四 浴室 ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設

五 洗面所 備等を除き、六・六平方メートル以上と

六 便所 すること。

七 医務室 ハ 男子用と女子用を別に設け、かつ、そ

八 作業室又は作業場 の間の通路は、夜間は通行ができないよ

九 作業設備 うに遮断できるものであること。

十 更衣室 二 静養室

十一 調理室 イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

十二 相談室 と。

十三 運動場 ロ 医務室に近接して設けること。

十四 事務室 ハ 男女別とすること。

十五 会議室 三 食堂

十六 宿直室 イ 食事の提供に支障がない広さを有する

十七 指導員室 こと。

ロ 必要な備品を備えること。

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお 四 浴室

りとする。 入所者の特性に応じたものであること。

一 居室 五 洗面所

イ 一の居室の定員は、四人以下とするこ イ 居室のある階ごとに設けること。

と。 ロ 入所者の特性に応じたものであるこ

ロ 地階に設けてはならないこと。 と。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設 六 便所

備等を除き、六・六平方メートル以上と イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を

すること。 別に設けること。
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ニ 一以上の出入口は避難上有効な空地、 ロ 入所者の特性に応じたものであること

廊下又は広間に直接面して設けること。 。

ホ 入所者（通所による入所者を除く。） 七 医務室

の寝具及び身の回り品を各人別に収納す 治療に必要な機械器具等を備えること。

ることができる収納設備を設けること。 八 作業室又は作業場

ヘ 男子用と女子用を別に設け、かつ、そ イ 必要に応じて危害防止設備を設け又は

の間の通路は、夜間は通行ができないよ 保護具を備えること。

うに遮断できるものであること。 ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

二 静養室 と。

イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ 九 作業設備

と。 入所者の安全に配慮したものとすること。

ロ 医務室に近接して設けること。 十 更衣室

ハ 男女別とすること。 男子用と女子用を別に設けること。

ニ イ、ロ及びハに定めるもののほか、前 十一 相談室

号ロ及びニに定めるところによること。 室内における談話の漏えいを防ぐため

三 食堂 の間仕切り等を設けること。

イ 食事の提供に支障がない広さを有する 十二 運動場

こと。 必要な備品を備えること。

ロ 必要な備品を備えること。 十三 廊下幅

四 浴室 一・三五メートル以上とすること。た

入所者の特性に応じたものであること。 だし、中廊下の幅は、一・八メートル以

五 洗面所 上とすること。

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものであること ２ 指定特定知的障害者入所授産施設には、必

。 要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のた

六 便所 めの機械器具等を備えなければならない。

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を

別に設けること。 ３ 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定特定

ロ 入所者の特性に応じたものであること 知的障害者入所授産施設の用に供するもので

。 なければならない。ただし、入所者の支援に

七 医務室 支障がない場合は、この限りでない。

治療に必要な機械器具等を備えること。

八 作業室又は作業場

イ 必要に応じて危害防止設備を設け又は

保護具を備えること。

ロ 作業に必要な機械器具等を備えること

。

ハ 作業室には、避難上有効な空地、廊下又

は広間に直接面して一以上の出入口を設け

ること。

九 作業設備

入所者の安全に配慮したものとすること。

十 更衣室

男子用と女子用を別に設けること。

十一 調理室



- 171 -

火気を使用する部分は、不燃材料を用

いること。

十二 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐため

の間仕切り等を設けること。

十三 運動場

必要な備品を備えること。

十四 廊下幅

一・三五メートル以上とすること。た

だし、中廊下の幅は、一・八メートル以

上とすること。

３ 知的障害者入所授産施設は、必要に応じて

原材料及び製品の運搬のための機械器具等を

備えなければならない。

（指定特定知的障害者通所授産施設の設備）（知的障害者通所授産施設の設備の基準）

第四十六条 知的障害者通所授産施設には、次 第四十九条 指定特定知的障害者通所授産施設

の各号に掲げる設備を設けなければならない の設備の基準は次のとおりとする。

。

一 食堂 一 食堂

二 洗面所 イ 食事の提供に支障がない広さを有する

三 便所 こと。

四 医務室 ロ 必要な備品を備えること。

五 作業室又は作業場 二 洗面所

六 作業設備 入所者の特性に応じたものであること。

七 更衣室 三 便所

八 調理室 イ 男子用と女子用を別に設けること。

九 相談室 ロ 入所者の特性に応じたものであること

十 運動場 。

十一 事務室 四 医務室

十二 会議室 イ 治療に必要な機械器具等を備えるこ

と。

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

りとする。 と。

一 食堂 五 作業室又は作業場

イ 食事の提供に支障がない広さを有する イ 必要に応じて危害防止設備を設け又は

こと。 保護具を備えること。

ロ 必要な備品を備えること。 ロ 作業に必要な機械器具等を備えるこ

二 洗面所 と。

入所者の特性に応じたものであること。 六 作業設備

三 便所 入所者の安全に配慮したものとすること

イ 男子用と女子用を別に設けること。 。

ロ 入所者の特性に応じたものであること 七 更衣室

。 男子用と女子用を別に設けること。
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四 医務室 八 相談室

イ 治療に必要な機械器具等を備えること 室内における談話の漏えいを防ぐための

。 間仕切り等を設けること。

ロ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ 九 運動場

と。 必要な備品を備えること。

五 作業室又は作業場 十 廊下幅

イ 必要に応じて危害防止設備を設け又は 一・三五メートル以上とすること。ただ

保護具を備えること。 し、中廊下の幅は、一・八メートル以上と

ロ 作業に必要な機械器具等を備えること すること。

。

ハ 作業室には、避難上有効な空地、廊下 ２ 指定特定知的障害者通所授産施設には、必

又は広間に直接面して一以上の出入口を 要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のた

設けること。 めの機械器具等を備えなければならない。

六 作業設備

入所者の安全に配慮したものとすること ３ 前二項に掲げる設備は、専ら当該指定特定

。 知的障害者通所授産施設の用に供するもので

七 更衣室 なければならない。ただし、入所者の支援に

男子用と女子用を別に設けること。 支障がない場合は、この限りでない。

八 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用い

ること。

九 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための

間仕切り等を設けること。

十 運動場

必要な備品を備えること。

十一 廊下幅

一・三五メートル以上とすること。た

だし、中廊下の幅は、一・八メートル以

上とすること。

３ 知的障害者通所授産施設は、必要に応じて

原材料及び製品の運搬のための機械器具等を

備えなければならない。

（知的障害者小規模通所授産施設の設備の基準

）（略）

５ 第三項、第四項及び第五項に規定するもの

のほか、小規模通所授産施設の設備の基準に

ついては、第二項第八号イの規定を準用する

。

（分場の設備）（分場の設備の基準）

第四十八条 分場の設備の基準は、第四十六条 第五十条 分場の設備の基準は、前条に規定す

に規 基準に準ずる。ただし、同条第一 に準ずる。ただし、前条第一項第八号定する る基準
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項第 は設けないことができる。八号から第十二号までに掲げる設備は設 及び第九号の設備

けないことができる。

第２節 人員に関する基準

（指定特定知的障害者入所授産施設の従業者（知的障害者入所授産施設の職員の配置の基準

の員数））

第四十九条 知的障害者入所授産施設のうちに 第四十五条 指定特定知的障害者入所授産施設

は、次の各号に掲げる職員を置かなければな に置くべき従業者及びその員数は、次のとお

らない。ただし、入所定員が四十人を超えな りとする。ただし、入所定員が四十人を超え

いものにあっては、第四号の栄養士を、調理 ないものにあっては、第三号の栄養士を置か

業務の全部を委託するものにあっては、第五 ないことができる。

号 を置かないことができる。の調理員

一 施設長 一 一 医師

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導

入所者に対し健康管理及び療養上の指導 を行うために必要な数

を行うために必要な数 二 保健師又は看護師、生活支援員及び作業

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業 指導員 保健師又は看護師、生活支援員及

指導員 保健師又は看護師、生活支援員及 び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、

び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、 入所者の数を四・三で除して得た数以上

入所者の数を四・三で除して得た数以上 三 栄養士 一以上

四 栄養士 一以上

五 調理員 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項及び第 項の常勤換算方法とは、当 ３ 指定特定知的障害者入所授産施設の従業者七

該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当 は、専ら当該指定知的障害者入所授産施設の

該知的障害者入所授産施設において常勤の職 職務に従事する者でなければならない。ただ

員が勤務すべき時間数で除することにより常 し、入所者の支援に支障がない場合はこの限

勤の職員の員数に換算する方法をいう。 りでない。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第三号の保健師又は看護師のうち、 ４ 第一項第二号の保健師又は看護師のうち、

一人以上は、常勤の者でなければならない。 一人以上は、常勤の者でなければならない。

６ 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員 ５ 第一項第二号の生活支援員又は作業指導員

のうち、一人以上は、常勤の者でなければな のうち、一人以上は、常勤の者でなければな

らない。 らない。

７ 知的障害者入所授産施設であって、通所に ６ 指定特定知的障害者入所授産施設は、入所
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よる入所者の支援を行うものにあっては、第 による指定施設支援に併せて通所による指定

一項に掲げる数の職員に加えて、当該通所に 施設支援を提供する場合は、第一項に掲げる

員数の従業者に加えて、当該通所による指定よる入所者の支援を行う第一項第三号に掲げ

総数 、 施設支援を提供する第一項第二号に掲げる従る職員を置くものとし、当該職員の は

当該 業者 置くものとし 当該従業者の総数は、常勤換算方法で、 通所による入所者の数 を 、

を七・五で除して得た数以上とする。 常勤換算方法で、 入所者の数を七通所による

・五で除して得た数以上とする。

８ 知的障害者入所授産施設は、支援を行う入 ７ 指定特定知的障害者入所授産施設は、指定

所者の障害の状況に応じてた適切な対応を図 施設支援を提供している入所者の知的障害程

るために、第一項及び前項に掲げる職員に加 度区分に応じた適切な対応を図るために、第

えて、必要な職員を置かなければならない。 一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要

な従業者を置かなければならない。

（指定特定知的障害者通所授産施設の従業者（知的障害者通所授産施設の職員の配置の基準

の員数））

第五十条 知的障害者通所授産施設には、次の 第四十六条 指定特定知的障害者通所授産施設

各号に掲げる職員を置かなければならない。 に置くべき従業者及びその員数は、次のとお

りとする。ただし、調理業務の全部を委託するものにあ

っては、第四号の調理員を置かないことがで

きる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上

の指導を行うために必要な数 の指導を行うために必要な数

三 保健師又は看護師、生活支援員及び作業 二 保健師又は看護師、生活支援員及び作業

指導員 保健師又は看護師、生活支援員及 指導員 保健師又は看護師、生活支援員及

び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、 び作業指導員の総数は、常勤換算方法で、

入所者の数を七・五で除して得た数以上 入所者の数を七・五で除して得た数以上

四 調理員 一以上

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす ２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とす

る。ただし、新規設置又は再開の場合は、推 る。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 定数による。

３ 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそ ３ 指定特定知的障害者通所授産施設の従業者

れぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害 は、専ら当該指定特定知的障害者通所授産施

者通所授産施設において常勤の職員が勤務す 設の職務に従事する者でなければならない。

べき時間数で除することにより常勤の職員の ただし、入所者の支援に支障がない場合はこ

員数に換算する方法をいう。 の限りでない。

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなけ

ればならない。

５ 第一項第三号の生活支援員又は作業指導員 ４ 第一項第二号の生活支援員又は作業指導員

のうち、一人以上は、常勤の者でなければな のうち、一人以上は、常勤の者でなければな
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らない。 らない

６ 知的障害者通所授産施設は、支援を行う入 ５ 指定特定知的障害者通所授産施設は、指定

所者の障害の状況に応じた適切な対応を図る 施設支援を提供している入所者の知的障害程

ために、第一項に掲げる職員に加えて、必要 度区分に応じた適切な対応を図るために、第

な職員を置かなければならない。 一項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者

を置かなければならない。

（知的障害者小規模通所授産施設の職員の配置

の基準）

第五十一条 知的障害者小規模通所授産施設に

は、次の各号に掲げる職員を置かなければな

らない。

一 施設長

二 生活支援員

三 作業指導員

２ 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあ

っては、生活支援員又は作業指導員と兼ねる

ことができる。

３ 知的障害者小規模通所授産施設の施設長は

、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、知

的障害者小規模通所授産施設を適切に運営す

る能力を有する者でなければならない。

（分場の職員の配置基準） （分場の従業者の員数）

第五十二条 知的障害者授産施設は、分場を設 第四十七条 指定特定知的障害者授産施設は、

置する場合は、当該分場において通所による 当該施設と一体的に管理運営を行う通所によ

入所者の支援を行う第五十条第一項第三号に る指定施設支援を提供する施設であって入所

掲 の総数 者が二十人未満のもの（以下この章においてげる職員を置くものとし、当該職員

は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を 「分場」という。）を設置する場合は、当該

四・八で除して得た数以上とする。 分場において指定施設支援を提供する前条第

一項第二号に を置くものとし、掲げる従業者

当該従業者の総 常勤換算方法で、当該数は、

分場入所者数を七・五で除して得た数以上と

する。

２ 知的障害者授産施設は、支援を行う入所者 ２ 指定特定知的障害者授産施設は、指定施設

の障害の状況に応じた適切な対応を図るため 支援を提供している入所者の知的障害程度区

に、前項に掲げる職員に加えて、必要な職員 分に応じた適切な対応を図るために、前項に

を置かなければならない。 掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置か

なければならない。

第４節 運営に関する基準



- 176 -

（授産活動）（授産活動）

第五十一条 指定特定知的障害者授産施設が行第五十三条 知的障害者授産施設の授産活動は

う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサ、地域の実情並びに製品及びサービスの需給

ービスの需給状況等を考慮して行わなければ状況等を考慮して行うものでなければならな

ならない。い。

２ 指定特定知的障害者授産施設は、授産活動２ 知的障害者授産施設は、授産活動に従事す

に従事する入所者の作業時間、作業量等がそる入所者の作業時間、作業量等がその者の過

の者に過重な負担とならないように配慮しな重な負担とならないように配慮しなければな

ければならない。らない。

（工賃の支払）（工賃の支払）

第五十二条 指定特定知的障害者授産施設は、第五十四条 知的障害者授産施設は、授産活動

授産活動に従事している者に、事業収入からに従事している入所者に、事業収入から事業

事業に必要な経費を控除した額に相当する金に必要な経費を控除した額に相当する金額を

額を工賃として支払わなければならない。工賃として支払わなければならない。

（準用）（準用）

第五十三条 第十条から第四十三条までの規定第五十五条 第十一条の規定は、第四十九条第

は、指定特定知的障害者授産施設について準一項第三号及び第五十条第三項の生活支援員

用する。について準用する。

２ 第十二条及び第二十一条から第四十一条ま

での規定は、知的障害者入所授産施設及び知

的障害者通所授産施設について準用する。

３ 第二十七条、第二十八条第二項、第三十条

及び第三十七条の規定は、知的障害者小規模

通所授産施設について準用する。

第４章 指定知的障害者通勤寮第四章 知的障害者通勤寮

第１節 基本方針

第五十四条 指定知的障害者通勤寮は、入所者

に対して居室その他の設備を利用させるとと

もに、その自立と社会経済活動への参加を促

独立自活に必要な助言及び進する観点から、

指導を適切に行わなければならない。

２ 指定知的障害者通勤寮は、入所者の意思及

び人格を尊重し、常にその者の立場に立って

指定施設支援を提供するように努めなければ

ならない。
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３ 指定知的障害者通勤寮は、できる限り居宅

に近い環境の中で、地域や家庭との結び付き

を重視した運営を行い、市町村、知的障害者

居宅支援事業者、他の知的障害者援護施設そ

の他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。

第３節 設備に関する基準

（設備）（設備の基準）

第五十六条 知的障害者通勤寮には、次の各号 第五十六条 指定知的障害者通勤寮の設備の基

に掲げる設備を設けなければならない。ただ 準は次のとおりとする。ただし、娯楽室にあ

し、娯楽室にあっては、食堂と兼ねることが っては、食堂と兼ねることができる。

できる。 一 居室

一 居室 イ 一の居室の定員は四人以下とすること

二 静養室 。

三 食堂 ロ 入所者一人当たりの床面積は、収納設

四 浴室 備等を除き、六・六平方メートル以上と

五 洗面所 すること。

六 便所 二 静養室

七 調理室 イ 寝台又はこれに代わる設備を備えるこ

八 相談・指導室 と。

九 洗濯場 ロ 男女別とすること。

十 娯楽室 三 食堂

十一 事務室 イ 食事の提供に支障がない広さを有する

十二 指導員室 こと。

ロ 必要な備品を備えること。

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとお 四 浴室

入所者の特性に応じたものであること。りとする。

一 居室 五 洗面所

イ 一の居室の定員は四人以下とすること イ 居室のある階ごとに設けること。

。 ロ 入所者の特性に応じたものであること

ロ 地階に設けてはならないこと。 。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設 六 便所

備等を除き、六・六平方メートル以上で イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を

あること。 別に設けること。

二 一以上の出入口は避難上有効な空地、 ロ 入所者の特性に応じたものであること

廊下又は広間に直接面して設けること。 。

ホ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別 七 娯楽室

必要な備品を備えることに収納することができる収納設備を設け

ること。 八 相談・指導室

二 静養室 室内における談話の漏えいを防ぐための

イ 寝台又はこれに変わる設備を備えるこ 間仕切り等を設けること。

と。
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ロ 男女別とすること。 ２ 前項に掲げる設備は、専ら当該指定知的障

害者通勤寮の用に供するものでなければならハ イ及びロに定めるもののほか、前号ロ

ない。ただし、入所者の支援に支障がない場及びニに定めるところによること。

三 食堂 合は、この限りでない。

イ 食事の提供に支障がない広さを有する

こと。

ロ 必要な備品を備えること。

四 浴室

入所者の特性に応じたものとすること。

五 洗面所

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものとするこ

と。

六 便所

イ 居室のある階ごとに男子用と女子用を

別に設けること。

ロ 入所者の特性に応じたものとするこ

と。

七 相談・指導室

室内における談話の漏えいを防ぐための

間仕切り等を設けること。

八 娯楽室

必要な備品を備えること。

３ 前項各号に掲げる設備のうち、娯楽室にあ

っては食堂と、指導員室にあっては事務室と

それぞれ兼ねることができる。

（規模）

第五十七条 知的障害者通勤寮は、二十人以上

の人員を入所させることができる規模を有す

るものでなければならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者等の員数）（職員の配置基準）

第五十八条 通勤寮には、次の各号に掲げる職 第五十五条 指定知的障害者通勤寮に置くべき

員を置かなければならない。 従業者の員数は、次のとおりとする。

一 寮長 一

二 医師 一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の入所者に対し健康管理及び療養上

指導を行うために必要な数の指導を行うために必要な数

三 生活支援員 常勤換算方法で二以上 二 生活支援員 常勤換算方法で二人以上

前項の常勤換算方法とは、当該職員のそれ２

ぞれの勤務延時間数の総数を当該知的障害者
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通勤寮において常勤の職員が勤務すべき時間

数で除することにより常勤の職員の員数に換

算する方法をいう。

３ 第一項第一号の寮長は、常勤の者でなけれ

ばならない。

４ 第一項第二号の生活支援員のうち一人以上 ２ 第一項第二号の生活支援員のうち一人以上

は常勤の者でなければならない。 は常勤の者でなければならない。

５ 知的障害者通勤寮は、支援を行う入所者の ３ 指定知的障害者通勤寮は、指定施設支援を

障害の状況に応じた適切な対応を図るために 提供している入所者の知的障害程度区分に応

、第一項に掲げる職員に加えて、必要な職員 じた適切な対応を図るために、第一項に掲げ

を置かなければならない。 る従業者に加えて、必要な従業者を置かなけ

ればならない。

第４節 運営に関する基準

（施設利用者負担額等の受領）

第五十七条 指定知的障害者通勤寮は、指定施

設支援を提供した際は、入所者又はその扶養

義務者から施設利用者負担額の支払を受ける

ものとする。

２ 指定知的障害者通勤寮は、法定代理受領を

行わない指定施設支援を提供した際は、前項

に掲げる施設利用者負担額のほか、入所者か

ら法第十五条の十一第二項に規定する額の支

払を受けるものとする。

３ 指定知的障害者通勤寮は、前二項の支払を

受ける額のほか、指定施設支援において提供

される便宜に要する費用のうち、食材料費、

被服費、日用品費その他の日常生活において

も通常必要となるものに係る費用であって、

入所者に負担させることが適当と認められる

ものの支払を受けることができる。

４ 指定知的障害者通勤寮は、前三項に掲げる

費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る

領収証を入所者に対し交付しなければならな

い。

５ 指定知的障害者通勤寮は、第三項に掲げる

費用の額に係るサービスの提供に当たっては
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、あらかじめ、入所者に対し、当該サービス

の内容及び費用について説明を行い、入所者

の同意を得なければならない。

（指導、助言等）

第五十八条 指定知的障害者通勤寮は、入所者

の独立自活に必要な助言及び指導のほか、利

用者に対する給食の実施等の入所者が日常生

活を営む上で必要な業務を行わなければなら

ない。

（生活指導等）（生活指導）

第五十九条 知的障害者通勤寮は、対人関係、 第五十九条 指定知的障害者通勤寮は、対人関

金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行 係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活

うために必要な生活指導に努めなければなら を行うために必要な生活指導に努めなければ

ない。 ならない。

（健康管理）（健康管理の指導）

第六十条 知的障害者通勤寮は、常に入所者の 第六十条 指定知的障害者通勤寮は、常に利用

健康の状況に留意し、健康保持のための必要 者の健康の状況に留意し、健康保持のための

な指導に努めなければならない。 必要な指導に努めなければならない。

（運営規程） （運営規程）

第六十一条 知的障害者通勤寮は、次に掲げる 第六十一条 指定知的障害者通勤寮は、次に掲

施設の運営についての重要事項に関する規程 げる施設の運営についての重要事項に関する

を定めておかなければならない。 規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針 一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の種類、数及び職務の内容 二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 入所定員 三 入所定員

四 入所者の支援の内容及び入所者から受領 四 入所者に対する指定施設支援の内容及び

する費用の額 入所者から受領する費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項 五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策 六 非常災害対策

七 その他施設の運営に関する重要事項 七 その他施設の運営に関する重要事項

（準用）（準用）

第六十二条 第十一条、第二十一条から第四十 第六十二条 第十条から第十五条まで、第十七

一条までの規定（第二十三条、第二十七条、 条から第二十条まで、第二十二条、第二十四

第二十八条及び第三十条を除く）は、知的障 条、第二十六条から第二十九条まで、第三十

害者通勤寮について準用する。 一条から第四十三条までの規定は、指定知的

障害者通勤寮について準用する。

第五章 知的障害者福祉ホーム（略）

附 則
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（施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から

施行する。

（知的障害者入所更生施設の経過措置）

第二条 この省令の施行の際現に存する知的障

害者入所更生施設の建物(基本的な設備が完

成しているものを含み、この省令の施行の後

に増築され、又は全面的に改築された部分を

除く。)について、第七条第一項第一号の規

定を適用する場合においては、同号イ中「四

人」とあるのは「原則として四人」と、同号

ロ中「六・六平方メートル」とあるのは「三

・三平方メートル」とする。

（知的障害者入所授産施設の経過措置）

第三条 この省令の施行の際現に存する知的障

害者入所授産施設の建物(基本的な設備が完

成しているものを含み、この省令の施行の後

に増築され、又は全面的に改築された部分を

除く。)について、第四十八条第一項第一号

の規定を適用する場合においては、同号イ中

「四人」とあるのは「原則として四人」と、

同号ロ中「六・六平方メートル」とあるのは

「三・三平方メートル」とする。

（知的障害者通勤寮の経過措置）

第四条 この省令の施行の際現に存する知的障

害者通勤寮の建物(基本的な設備が完成して

いるものを含み、この省令の施行の後に増築

され、又は全面的に改築された部分を除く。

)について、第五十六条第一項第一号の規定

を適用する場合においては、同号イ中「四人

」とあるのは「原則として四人」と、同号ロ

中「六・六平方メートル」とあるのは「三・

三平方メートル」とする。
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○ 指定居宅支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（案）

※今後、文言の修正があり得るものである。

１ 身体障害者〔身１７の１９－１，２項〕

第一章 総則

（趣旨）

第一条 指定居宅支援の事業に係る身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三

号。以下「法」という ）第十七条の十九第一項の基準及び同条第二項の指定居宅支。

援の事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第十七条の六第一項の基

、 。準該当居宅支援の事業が満たすべきものについては この省令の定めるところによる

（定義）

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

一 居宅支援事業者 法第四条の二第五項に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行

う者をいう。

二 指定居宅支援事業者又は指定居宅支援 それぞれ法第十七条の四第一項に規定する

指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。

三 居宅利用者負担額 法第十七条の四第二項第二号に規定する市町村長が定める基準

により算定した額をいう。

四 居宅生活支援費の額 法第十七条の四第二項に規定する居宅生活支援費の額をい

う。

五 支給期間 法第十七条の五第三項第一号に規定する居宅生活支援費（法第十七条の

。 。） 。六第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む 以下同じ を支給する期間をいう

六 支給量 居宅生活支援費を支給する指定居宅支援（法第十七条の六第一項に規定す

る特例居宅生活支援費を支給する指定居宅支援以外の身体障害者居宅支援を含む ）。

の量をいう。

七 法定代理受領 法第十七条の五第八項の規定により指定居宅支援に要した費用が居

宅支給決定身体障害者（法第十七条の五第五項に規定する居宅支給決定身体障害者を

いう。以下同じ ）に代わり指定居宅支援事業者に支払われることをいう。。

八 基準該当居宅支援 法第十七条の六第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。

九 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者

が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者

の員数に換算する方法をいう。
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（指定居宅支援の事業の一般原則）

第三条 指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場

に立ったサービスの提供に努めなければならない。

２ 指定居宅支援事業者は、指定居宅支援の事業を運営するに当たっては、地域との結

び付きを重視し、市町村（特別区を含む。以下同じ 、他の居宅支援事業者その他の。）

保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第二章 指定身体障害者居宅介護

第一節 基本方針

（基本方針）

（ 「 」 。）第四条 指定居宅支援に該当する身体障害者居宅介護 以下 指定居宅介護 という

の事業は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身

、 、 、体その他の状況及びその置かれている環境に応じて 入浴 排せつ及び食事等の介護

調理、洗濯及び食事等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における介

護その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第五条 指定居宅介護の事業を行う者（以下「指定居宅介護事業者」という ）が当該。

事業を行う事業所 以下 指定居宅介護事業所 という ごとに置くべき従業者 指（ 「 」 。） （

定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節か

ら第四節までにおいて同じ ）の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。。

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指

定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス

提供責任者としなければならない。

（管理者）

第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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第三節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第七条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の

区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。

第四節 運営に関する基準

（内容及び手続きの説明）

第八条 指定居宅支援事業者は、居宅支給決定身体障害者が指定居宅介護の利用の申込

みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会

福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十六条の規定による説明を行わなければ

ならない。

２ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場

合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

（契約支給量の報告等）

第九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の

区分、利用者に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下「契約支給量」とい

う ）その他の必要な事項（以下この章において「居宅受給者証記載事項」という ）。 。

を利用者の居宅受給者証に記載しなければならない。

２ 前項の契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならない。

３ 指定居宅介護事業者は、第一項の指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な

事項（以下「契約内容報告事項」という ）を市町村に対し遅滞なく報告しなければ。

ならない。

４ 前三項の規定は、居宅受給者証記載事項又は契約内容報告事項に変更があった場合

について準用する。

（提供拒否の禁止）

第十条 指定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならな
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い。

（あっせん、調整及び要請に対する協力）

、 、第十一条 指定居宅支援事業者は 指定居宅介護の利用について市町村が行うあっせん

調整及び要請（以下｢あっせん等」という ）並びに当該あっせん等について都道府県。

が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。

（サービス提供困難時の対応）

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域 当該(

事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。 等を勘案し、利用申)

込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適

当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければな

らない。

（受給資格の確認）

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の

提示する居宅受給者証によって、居宅支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめ

るものとする。

（居宅生活支援費支給の申請に係る援助）

第十四条 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定を受けていない者から利用の申込みが

あった場合は、当該者の意向を踏まえて速やかに居宅生活支援費の支給の申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給

期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければな

らない。

（心身の状況等の把握）

第十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の

状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。

（指定居宅支援事業者等との連携）

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、指定居宅支

援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努
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めなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家

族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との緊密な連携に努めなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第十七条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時

及び利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護

の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければなら

ない。

２ 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者から指定居宅介

護を提供したことについて確認を受けなければならない。

（指定居宅介護事業者が利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等）

第十九条 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する利用者等に対して金銭の支払

を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるも

のであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに利用者

等に金銭の支払を求める理由について明らかにするとともに、利用者等の同意を得な

ければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この

限りではない。

（居宅利用者負担額等の受領）

第二十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、利用者又はその扶

養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

２ 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、

前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十七条の四第二項に規定する

額の支払いを受けるものとする。

３ 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常
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の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通

費の額の支払を利用者から受けることができる。

４ 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領

収証を利用者に対し交付しなければならない。

５ 指定居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。

（居宅生活支援費の額に係る通知等）

第二十一条 指定居宅介護事業者は、市町村から指定居宅支援に係る居宅生活支援費の

支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知し

なければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る

費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額、その他

必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなけ

ればならない。

（指定居宅介護の基本取扱方針）

、 、第二十二条 指定居宅介護は 利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう

当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなけ

ればならない。

２ 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。

（指定居宅介護の具体的取扱方針）

第二十三条 指定居宅介護事業所の従業者（以下この節において「従業者」という ）。

の行う指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

、 、一 指定居宅介護の提供に当たっては 次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき

利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

二 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を
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もってサービスの提供を行う。

四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者

又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

（居宅介護計画の作成）

。第二十四条 サービス提供責任者 第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう(

以下同じ。 は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービ)

スの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際には、利用者又はその家

族にその内容を説明しなければならない。

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施

状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

、 。４ 第一項及び第二項の規定は 前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第二十五条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する

居宅介護の提供をさせてはならない。

（利用者に関する市町村への通知）

第二十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている利用者が偽りその他不

正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な

く、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

（緊急時等の対応）

第二十七条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じなければならない。

（管理者及びサービス提供責任者の責務）

第二十八条 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行わな

ければならない。

２ 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指
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揮命令を行うものとする。

３ サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に

対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービ

スの内容の管理等を行うものとする。

（運営規程）

第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程 第三十三条において「運営規程」という。 を定( )

めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 緊急時等における対応方法

七 その他運営に関する重要事項

（介護等の総合的な提供）

第三十条 指定居宅介護事業者（指定居宅介護のうち専ら外出時における移動の介護の

提供を行う者を除く ）は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事。

等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援

助に偏することがあってはならない。

（勤務体制の確保等）

第三十一条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供できるよ

、 、 。う 指定居宅介護事業所ごとに 従業者の勤務の体制を定めておかなければならない

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従

業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

３ 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。

（衛生管理等）

第三十二条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要
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な管理を行わなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な

管理に努めなければならない。

（掲示）

第三十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程

の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第三十四条 指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ

ならない。

３ 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、利用者に関する情報

、 。を提供する際には あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない

（情報の提供等）

第三十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ

円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者に関する情報の提供を

行うよう努めなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その

内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（苦情解決）

第三十六条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の

必要な措置を講じなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十七条の十五の規

定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の
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職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。

３ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法

第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならな

い。

（事故発生時の対応）

第三十七条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が

発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第三十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

（記録の整備）

第三十九条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備

し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

（従業者の員数）

（ 「 」第四十条 基準該当居宅支援に該当する身体障害者居宅介護 以下 基準該当居宅介護

という ）の事業を行う者（以下「基準該当居宅介護事業者」という ）が、当該事業。 。

を行う事業所 以下 基準該当居宅介護事業所 という ごとに置くべき従業者 基（ 「 」 。） （

準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この

節において同じ ）の員数は、三人以上とする。。
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２ 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものにおいて基準

該当居宅介護を提供する事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅

介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。

３ 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち一人以

上の者をサービス提供責任者としなければならない。

（管理者）

第四十一条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務

に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（設備及び備品等）

第四十二条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画

を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。

（同居家族に対するサービス提供の制限）

第四十三条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対

する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する

居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

一 当該居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅

介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村

が認めるものに住所を有する場合

二 当該居宅介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場

合

三 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従

業者が居宅介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合

２ 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書きの規定に基づき、従業者にその同居の

家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用

者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第二十四条の居宅介護計画の実施

状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、

当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。
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（準用）

（ 、 。）第四十四条 第１節及び第４節 第二十一条第一項 第二十五条及び第三十条を除く

の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第二十四

条第一項中「第五条第二項」とあるのは 「第四十条第三項」と読み替えるものとす、

る。
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第三章 指定身体障害者デイサービス

第一節 基本方針

（基本方針）

第四十五条 指定居宅支援に該当する身体障害者デイサービス（以下「指定デイサービ

ス」という ）の事業は、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができ。

るよう、当該利用者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている

環境に応じて入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応

訓練、更生相談、レクリエーション等を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第四十六条 指定デイサービスの事業を行う者（以下「指定デイサービス事業者」とい

う ）が当該事業を行う事業所（以下「指定デイサービス事業所」という ）ごとに置。 。

くべき従業者の員数は、指定デイサービスの単位ごとに、次のとおりとする。

一 指導員 一以上

二 介護職員 一以上

２ 前項に掲げる指導員及び介護職員の総数は、指定デイサービスの単位ごとに、その

提供を行う時間帯を通じて利用者の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端

数を増すごとに一を加えた数以上とする。

３ 指定デイサービス事業者のうち、専ら創作的活動を行うものにあっては、第一項の

、 。規定にかかわらず 当該指定デイサービス事業所に介護職員を置かないことができる

４ 指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、その実

施に必要な従業者を置かなければならない。

５ 指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、その実

施に必要な従業者を置かなければならない。

６ 第一項及び第二項の指定デイサービスの単位は、指定デイサービスであってその提

供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。
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７ 第一項の指導員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

（管理者）

第四十七条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定デイサービス事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第四十八条 指定デイサービス事業所は、相談室、日常生活訓練室、社会適応訓練室及

び作業室を有するほか、指定デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を

備えなければならない。

２ 指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前項に

掲げる設備のほか、食堂を備えなければならない。

３ 指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第一項

に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。

４ 前三項までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること 。。

二 日常生活訓練室

訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 社会適応訓練室

訓練に必要な備品等を備えること。

四 作業室

作業に必要な機械器具等を備えること。

五 食堂

食事の提供に支障がない広さを有すること。

六 浴室

障害の特性に応じたものであること。

５ 第一項から第三項までに掲げる設備は、専ら当該指定デイサービスの事業の用に供
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するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定デイサービスの提供に支

障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

（居宅利用者負担額等の受領）

第四十九条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスを提供した際には、利用者

又はその扶養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

２ 指定デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定デイサービスを提供した

際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十七条の四第二項に

規定する額の支払いを受けるものとする。

３ 指定デイサービス事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、デイサービスにおい

て提供される便宜に要する費用のうち、入浴に係る光熱費、食材料費、創作的活動に

係る材料費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを利用者から受けること

ができる。

４ 指定デイサービス事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係

る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

、 、５ 指定デイサービス事業者は 第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては

あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用

者の同意を得なければならない。

（指定デイサービスの基本取扱方針）

（ 「 」 。）第五十条 指定デイサービス事業所の従業者 以下この節において 従業者 という

の行う指定デイサービスは、利用者の自立の促進、生活の質の向上、身体の機能の維

持向上等を図ることができるよう、適切に行わなければならない。

２ 指定デイサービス事業者は、その提供する指定デイサービスの質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。

（指定デイサービスの具体的取扱方針）

第五十一条 指定デイサービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。
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一 指定デイサービスの提供に当たっては、次条第一項に規定するデイサービス計画

に基づき、利用者の入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、

社会適応訓練、更生相談及びレクリエーション等を、当該利用者又はその介護を行

う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に行う。

、 、 、二 従業者は 指定デイサービスの提供に当たっては 懇切丁寧に行うことを旨とし

利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いように説明を行う。

三 指定デイサービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技

術をもってサービスの提供を行う。

四 指定デイサービスは、常に利用者の心身の状況を的確に把握するとともに、必要

に応じ、当該利用者の障害の特性に対応した指定デイサービスの提供ができる体制

を整える。

（デイサービス計画の作成）

第五十二条 指定デイサービス事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載したデイサービス計画を作成しなければならない。

２ 指定デイサービス事業所の管理者は、それぞれの利用者に応じたデイサービス計画

を作成し、利用者又はその介護者に対し、その内容等について説明しなければならな

い。

３ 指定デイサービス従業者は、それぞれの利用者について、デイサービス計画に従っ

たサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

（管理者の責務）

第五十三条 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者の管理、指定デイサービスの

利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけれ

ばならない。

２ 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必

要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）
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第五十四条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定デイサービスの利用定員

五 指定デイサービスの内容及び利用者から受領する費用の額

六 通常の事業の実施地域

七 サービス利用に当たっての留意事項

八 緊急時等における対応方法

九 非常災害対策

十 その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第五十五条 指定デイサービス事業者は、利用者に対し適切な指定デイサービスを提供

できるよう、指定デイサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。

２ 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、当該指定デイサービ

ス事業所の従業者によって指定デイサービスを提供しなければならない。ただし、利

用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

３ 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス従業者の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第五十六条 指定デイサービス事業者は、利用定員（指定デイサービス事業所において

同時に指定デイサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう ）を。

超えて指定デイサービスの提供を行ってはならない。

（非常災害対策）

第五十七条 指定デイサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくと

ともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

（衛生管理等）
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第五十八条 指定デイサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又

は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなけ

ればならない。

、 、２ 指定デイサービス事業者は 当該指定デイサービス事業所において感染症が発生し

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（準用）

、 、 、 、 、第五十九条 第八条から第十六条まで 第十八条 第十九条 第二十一条 第二十六条

第二十七条及び第三十三条から第三十九条までの規定は、指定デイサービスの事業に

ついて準用する。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

（従業者の員数等）

第六十条 基準該当居宅支援に該当する身体障害者デイサービス（以下「基準該当デイ

」 。） （ 「 」 。）サービス という の事業を行う者 以下 基準該当デイサービス事業者 という

が当該事業を行う事業所（以下「基準該当デイサービス事業所」という ）ごとに置。

くべき従業者の員数は、基準該当デイサービスの単位ごとに、次のとおりとする。

一 指導員 一以上

二 介護職員 一以上

２ 前項に掲げる基準該当デイサービス事業所ごとに置くべき指導員及び介護職員の総

数は、指定デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて利用者の数が

、 。十五人までは二以上 それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上とする

３ 基準該当デイサービス事業者のうち、専ら創作的活動を行うものにあっては、第一

項の規定にかかわらず、当該基準該当デイサービス事業所に介護職員を置かないこと

ができる。

４ 基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、そ

の実施に必要な従業者を置かなければならない。

５ 基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、そ

の実施に必要な従業者を置かなければならない。
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６ 第一項の基準該当デイサービスの単位は、基準該当デイサービスであってその提供

が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

（管理者）

第六十一条 基準該当デイサービス事業者は、基準該当デイサービス事業所ごとに専ら

その職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当デイサービス

事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当デイサービス事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるもの

とする。

（設備及び備品等）

第六十二条 基準該当デイサービス事業所には、相談を行う場所、日常生活訓練を行う

場所、社会適応訓練を行う場所及び作業を行う場所を確保するとともに、基準該当デ

イサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

２ 基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前

項に掲げる場所のほか、食事を行う場所を確保しなければならない。

３ 基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第

一項に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。

４ 前三項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 相談を行う場所

必要な備品を備えること。

二 日常生活訓練を行う場所

訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 社会適応訓練を行う場所

訓練に必要な備品等を備えること。

四 作業を行う場所

作業に必要な機械器具等を備えること。

五 食事を行う場所

利用者の食事の提供に支障がない広さを有すること。

六 浴室

障害の特性に応じたものであること。

５ 第一項から第三項までに掲げる設備は、専ら当該基準該当デイサービスの事業の用
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に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当デイサービスの

提供に支障がない場合は、この限りでない。

（準用）

第六十三条 第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二

十六条、第二十七条、第三十三条から第三十九条まで及び第四節（第五十九条におい

て準用する第二十一条第一項を除く ）の規定は、基準該当デイサービスの事業につ。

いて準用する。
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第三章 指定身体障害者短期入所

第一節 基本方針

（基本方針）

第六十四条 指定居宅支援に該当する身体障害者短期入所（以下「指定短期入所」とい

う ）の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて必要。

な保護を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第六十五条 法第四条の二第四項に規定する施設が当該施設と一体的に運営を行う事業

所（以下「併設事業所」という ）を設置する場合において、当該施設及び併設事業。

所に置くべき従業者の総数は、当該施設の入所者数及び併設事業所の利用者数の総数

を当該施設の入所者数とみなしたときに当該施設として必要とされる数以上とする。

２ 法第四条の二第四項に規定する施設であって、その全部又は一部が入所者に利用さ

れていない居室を利用して指定短期入所の事業を行うものに置くべき従業者の員数

は、当該施設の入所者数及び当該指定短期入所の事業の利用者数の総数を当該施設の

入所者とみなした場合において当該施設として必要とされる数以上とする。

（管理者）

（ 「 」 。） 、第六十六条 指定短期入所の事業を行う者 以下 指定短期入所事業者 という は

当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所事業所」という ）ごとに専らその職務。

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第六十七条 指定短期入所事業所は、併設事業所であるか、又は法第四条の二第四項に

規定する施設の居室であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室

を用いるものでなければならない。
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２ 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある施

設（以下この章において「併設本体施設」という ）の効率的運営が可能であり、か。

つ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備

（居室を除く ）を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。。

３ 第六十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、当該施設として必要とされる設

備を有することで足りるものとする。

第四節 運営に関する基準

（指定短期入所の開始及び終了）

第六十八条 指定短期入所事業者は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理

由により施設への短期間の入所を必要とする者を対象に、指定短期入所を提供するも

のとする。

２ 指定短期入所事業者は、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と

同様に利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるよう必要な

援助に努めなければならない。

（入退所の記録の記載等）

第六十九条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、当該指定短期入所事業

所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項（以下この章において「居宅受

給者証記載事項」という ）を、当該者の居宅受給者証に記載しなければならない。。

２ 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により利用者の指定短期入所に

係る支給量に達した場合は、利用者に係る居宅受給者証の指定短期入所の提供に係る

部分の写しを市町村に提出しなければならない。

（居宅利用者負担額等の受領）

第七十条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際には、利用者又はその扶

養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

２ 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際には、

前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十七条の四第二項に規定する
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額の支払を受けるものとする。

３ 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、短期入所において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、食材料費、日用品費、その他の日常生活においても通

常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら

れるものの支払を利用者から受けることができる。

４ 指定短期入所事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領

収証を利用者に対し交付しなければならない。

５ 指定短期入所事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。

（指定短期入所の取扱方針）

第七十一条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に

応じ適切に提供されなければならない。

２ 短期入所従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

わなければならない。

３ 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。

（サービスの提供）

第七十二条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならな

い。

２ 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなけ

ればならない。

３ 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期

入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
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４ 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとすると

ともに、適切な時間に行わなければならない。

（健康管理）

第七十三条 指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健

康保持のための適切な措置をとらなければならない。

（相談及び援助）

第七十四条 指定短期入所事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（利用者の家族との連携）

第七十五条 指定短期入所事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなけれ

ばならない。

（緊急時等の対応）

第七十六条 指定短期入所の従業者等は、現に指定短期入所の提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにあらかじめ指定短期

入所事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。

（運営規程）

第七十七条 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項（第六

十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く ）に関する規程を定め。

ておかなければならない ）。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 利用定員

四 指定短期入所の内容及び利用者から受領する費用の額

五 通常の送迎の実施地域

六 サービス利用に当たっての留意事項

七 緊急時等における対応方法

八 非常災害対策

九 その他運営に関する重要事項
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（定員の遵守）

第七十八条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に

指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。

一 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

二 第六十五第二項の適用を受ける施設である指定短期入所事業所にあっては、当該

施設の入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

（地域等との連携）

第七十九条 指定短期入所の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

（準用）

第八十条 第八条、第十条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二

十六条、第三十三条から第三十九条まで、第五十三条、第五十五条、第五十七条及び

第五十八条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

付 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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２ 知的障害者〔知１５の１９－１，２項〕

第一章 総則

（趣旨）

第一条 指定居宅支援の事業に係る知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号。

以下「法」という ）第十五条の十九第一項の基準及び同条第二項の指定居宅支援の。

事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第十五条の七第一項の基準該

当居宅支援の事業が満たすべきものについては、この省令の定めるところによる。

（定義）

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

一 居宅支援事業者 法第四条第一項に規定する知的障害者居宅生活支援事業を行う

者をいう。

二 指定居宅支援事業者又は指定居宅支援 それぞれ法第十五条の五第一項に規定す

る指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。

三 居宅利用者負担額 法第十五条の五第二項第二号に規定する市町村長が定める基

準により算定した額をいう。

四 居宅生活支援費の額 法第十五条の五第二項及び第三項に規定する居宅生活支援

費の額をいう。

五 支給期間 法第十五条の六第三項第一号に規定する居宅生活支援費（法第十五条

の七第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。以下同じ ）を支給する期間を。

いう。

六 支給量 居宅生活支援費を支給する指定居宅支援の量をいう。

七 法定代理受領 法第十五条の六第八項の規定により指定居宅支援（法第十五条の

七第一項に規定する特例居宅生活支援費を支給する指定居宅支援以外の知的障害者

居宅支援を含む ）に要した費用が居宅支給決定知的障害者（法第十五条の六第五。

項に規定する居宅支給決定知的障害者をいう。以下同じ ）に代わり指定居宅支援。

事業者に支払われることをいう。

八 基準該当居宅支援 法第十五条の七第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。

九 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従

業者の員数に換算する方法をいう。
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（指定居宅支援の事業の一般原則）

第三条 指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場

に立ったサービスの提供に努めなければならない。

２ 指定居宅支援事業者は、指定居宅支援の事業を運営するに当たっては、地域との結

び付きを重視し、市町村（特別区を含む。以下同じ 、他の居宅支援事業者その他の。）

保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第二章 指定知的障害者居宅介護

第一節 基本方針

（基本方針）

（ 「 」 。）第四条 指定居宅支援に該当する知的障害者居宅介護 以下 指定居宅介護 という

の事業は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身

、 、 、体その他の状況及びその置かれている環境に応じて 入浴 排せつ及び食事等の介護

調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移

動の介護その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第五条 指定居宅介護の事業を行う者（以下「指定居宅介護事業者」という ）が当該。

事業を行う事業所 以下 指定居宅介護事業所 という ごとに置くべき従業者 指（ 「 」 。） （

定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節か

ら第四節までにおいて同じ ）の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。。

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指

定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス

提供責任者としなければならない。

（管理者）

第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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第三節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第七条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の

区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。

第四節 運営に関する基準

（内容及び手続きの説明）

第八条 指定居宅支援事業者は、居宅支給決定知的障害者が指定居宅介護の利用の申込

みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会

福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十六条の規定による説明を行わなければ

ならない。

２ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場

合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

（契約支給量の報告等）

第九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の

区分、利用者に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下「契約支給量」とい

う ）その他の必要な事項（以下この章において「居宅受給者証記載事項」という ）。 。

を利用者の居宅受給者証に記載しなければならない。

２ 前項の契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならない。

３ 指定居宅介護事業者は、第一項の指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な

事項（以下「契約内容報告事項」という ）を市町村）に対し遅滞なく報告しなけれ。

ばならない。

４ 前三項の規定は、居宅受給者証記載事項又は契約内容報告事項に変更があった場合

について準用する。

（提供拒否の禁止）

第十条 指定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならな
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い。

（あっせん、調整及び要請に対する協力）

、 、第十一条 指定居宅支援事業者は 指定居宅介護の利用について市町村が行うあっせん

調整及び利用の要請（以下｢あっせん等」という ）並びに当該あっせん等について。

都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければなら

ない。

（サービス提供困難時の対応）

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域 当該(

事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。 等を勘案し、利用申)

込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適

当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければな

らない。

（受給資格の確認）

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の

提示する居宅受給者証によって、居宅支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめ

るものとする。

（居宅生活支援費支給の申請に係る援助）

第十四条 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定を受けていない者から利用の申込みが

あった場合は、当該者の意向を踏まえて速やかに居宅生活支援費の支給の申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給

期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければな

らない。

（心身の状況等の把握）

第十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の

状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。
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（指定居宅支援事業者等との連携）

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、指定居宅支

援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家

族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第十七条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時

及び利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護

の提供日、内容その他の必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければな

らない。

２ 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者から当該指定居

宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

（指定居宅介護事業者が利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等）

第十九条 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する利用者等に対して金銭の支払

を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるも

のであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに利用者

等に金銭の支払を求める理由について明らかにするとともに、利用者等の同意を得な

ければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この

限りではない。

（居宅利用者負担額等の受領）

第二十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、利用者又はその扶

養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

２ 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、
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前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十五条の五第二項に規定する

額の支払を受けるものとする。

３ 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通

費の額の支払を利用者から受けることができる。

４ 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領

収証を利用者に対し交付しなければならない。

５ 指定居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得るなければならない。

（居宅生活支援費の額に係る通知等）

第二十一条 指定居宅介護事業者は、市町村から指定居宅支援に係る居宅生活支援費の

支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知し

なければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る

費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必

要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなけれ

ばならない。

（指定居宅介護の基本取扱方針）

、 、第二十二条 指定居宅介護は 利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう

当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなけ

ればならない。

２ 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。

（指定居宅介護の具体的取扱方針）

第二十三条 指定居宅介護事業所の従業者（以下この節において「従業者」という ）。

の行う指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

、 、一 指定居宅介護の提供に当たっては 次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき
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利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

二 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行う。

四 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者

又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

（居宅介護計画の作成）

。第二十四条 サービス提供責任者 第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう(

以下同じ。 は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービ)

スの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際には、利用者又はその家

族にその内容を説明しなければならない。

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施

状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

、 。４ 第一項及び第二項の規定は 前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第二十五条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する

居宅介護の提供をさせてはならない。

（利用者に関する市町村への通知）

第二十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている利用者が偽りその他不

正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な

く、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

（緊急時等の対応）

第二十七条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じなければならない。

（管理者及びサービス提供責任者の責務）
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第二十八条 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者及び業務の管理を、一元的に行わ

なければならない。

２ 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行うものとする。

３ サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に

対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービ

スの内容の管理等を行うものとする。

（運営規程）

第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程第三十三条において「運営規程」という。 を定)

めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 緊急時等における対応方法

七 その他運営に関する重要事項

（介護等の総合的な提供）

第三十条 指定居宅介護事業者（指定居宅介護のうち専ら外出時における移動の介護の

提供を行う者を除く ）は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事。

等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援

助に偏することがあってはならない。

（勤務体制の確保等）

第三十一条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護を提供できるよ

、 、 。う 指定居宅介護事業所ごとに 従業者の勤務の体制を定めておかなければならない

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従

業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

３ 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな
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ければならない。

（衛生管理等）

第三十二条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要

な管理を行わなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な

管理に努めなければならない。

（掲示）

第三十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程

の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第三十四条 指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ

ならない。

３ 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、利用者に関する情報

、 。を提供する際には あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない

（情報の提供等）

第三十五条 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護を利用しようとする者が適切か

つ円滑に利用することができるように、指定居宅介護事業者に関する情報の提供を行

うよう努めなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その

内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（苦情解決）

第三十六条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の
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必要な措置を講じなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十五条の十五の規

定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の

職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。

３ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法

第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならな

い。

（事故発生時の対応）

第三十七条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が

発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第三十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

（記録の整備）

第三十九条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備

し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

（従業者の員数）

（ 「 」第四十条 基準該当居宅支援に該当する知的障害者居宅介護 以下 基準該当居宅介護

という ）の事業を行う者（以下「基準該当居宅介護事業者」という ）が、当該事業。 。
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を行う事業所 以下 基準該当居宅介護事業所 という ごとに置くべき従業者 基（ 「 」 。） （

準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この

節において同じ ）の員数は、三人以上とする。。

２ 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものにおいて基準

該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわら

ず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。

３ 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち一人以

上の者をサービス提供責任者としなければならない。

（管理者）

第四十一条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務

に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（設備及び備品等）

第四十二条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画

を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。

（同居家族に対するサービス提供の制限）

第四十三条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対

する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する

居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

一 当該居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅

介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村

が認めるものに住所を有する場合

二 当該居宅介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場

合

三 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従

業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合

２ 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書きの規定に基づき、従業者にその同居の

家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用
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者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第二十四条の居宅介護計画の実施

状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、

当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（準用）

（ 、 。）第四十四条 第１節及び第４節 第二十一条第一項 第二十五条及び第三十条を除く

の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第二十四

条第一項中「第五条第二項」とあるのは 「第四十条第三項」と読み替えるものとす、
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第三章 指定知的障害者デイサービス

第一節 基本方針

（基本方針）

第四十五条 指定居宅支援に該当する知的障害者デイサービス（以下「指定デイサービ

ス」という ）の事業は、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができ。

るよう、当該利用者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている

環境に応じて入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のために

必要な訓練、介護方法の指導等を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第四十六条 指定デイサービスの事業を行う者（以下「指定デイサービス事業者」とい

う ）が当該事業を行う事業所（以下「指定デイサービス事業所」という ）ごとに置。 。

くべき従業者のうち、指導員の員数は、指定デイサービスの単位ごとに、その提供を

行う時間帯を通じて専ら当該指定デイサービスの提供に当たる指導員が利用者の数が

、 。十五人までは二以上 それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上とする

３ 指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、その実

施に必要な従業者を置かなければならない。

４ 指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、その実

施に必要な従業者を置かなければならない。

５ 第一項の指定デイサービスの単位は、指定デイサービスであってその提供が同時に

一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

６ 第一項の指導員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

（管理者）

第四十七条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定デイサービス事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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第三節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第四十八条 指定デイサービス事業所は、静養室兼相談室、日常生活訓練室兼社会適応

訓練室及び作業室を有するほか、指定デイサービスの提供に必要なその他の設備及び

備品等を備えなければならない。

２ 指定デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前項に

掲げる設備のほか、食堂を備えなければならない。

３ 指定デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第一項

に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。

４ 前三項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 静養室兼相談室

イ 寝台又はこれに代わる設備を設けること。

ロ 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

二 日常生活訓練室兼社会適応訓練室

訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 作業室

作業に必要な機械器具等を備えること。

四 食堂

食事の提供に支障がない広さを有すること。

五 浴室

障害の特性に応じたものであること。

５ 第一項から第三項までに掲げる設備は、専ら当該指定デイサービスの事業の用に供

するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定デイサービスの提供に支

障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

（居宅利用者負担額等の受領）

第四十九条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスを提供した際には、利用者

又はその扶養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。
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２ 指定デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定デイサービスを提供した

際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十五条の五第二項に

規定する額の支払を受けるものとする。

３ 指定デイサービス事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、デイサービスにおい

て提供される便宜に要する費用のうち、入浴に係る光熱費、食材料費、創作的活動に

係る材料費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを利用者から受けること

ができる。

４ 指定デイサービス事業者は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る

領収証を利用者に対し交付しなければならない。

５ 指定デイサービス事業者は第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用

者の同意を得なければならない。

（指定デイサービスの基本取扱方針）

第五十条 指定デイサービス事業所の従業者（以下この節において従業者という ）の。

行う指定デイサービスは、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができ

るよう、適切に行わなければならない。

２ 指定デイサービス事業者は、その提供する指定デイサービスの質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。

（指定デイサービスの具体的取扱方針）

第五十一条 指定デイサービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定デイサービスの提供に当たっては、次条第一項に規定するデイサービス計画

に基づき、利用者の入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応

のために必要な訓練、介護方法の指導等を、当該利用者又はその介護を行う者の身

体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に行う。

、 、 、二 従業者は 指定デイサービスの提供に当たっては 懇切丁寧に行うことを旨とし

利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いように説明を行う。
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三 指定デイサービスの提供に当たっては、援助技術の進歩に対応し、適切な援助技

術をもってサービスの提供を行う。

四 指定デイサービスは、常に利用者の心身の状況を的確に把握するとともに、必要

に応じ、当該利用者の障害の特性に応じた指定デイサービスの提供ができる体制を

整える。

（デイサービス計画の作成）

第五十二条 指定デイサービス事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて、創作的活動等の目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載したデイサービス計画を作成しなければならない。

２ 指定デイサービス事業所の管理者は、それぞれの利用者に応じたデイサービス計画

を作成し、利用者又はその介護者に対し、その内容等について説明しなければならな

い。

３ 指定デイサービス従業者は、それぞれの利用者について、デイサービス計画に従っ

たサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

（管理者の責務）

第五十三条 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者の管理、指定デイサービスの

利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけれ

ばならない。

２ 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必

要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第五十四条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定デイサービスの利用定員

五 指定デイサービスの内容及び利用者から受領する費用の額
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六 通常の事業の実施地域

七 サービス利用に当たっての留意事項

八 緊急時等における対応方法

九 非常災害対策

十 その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第五十五条 指定デイサービス事業者は、利用者に対し適切な指定デイサービスを提供

できるよう、指定デイサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。

２ 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、当該指定デイサービ

ス事業所の従業者によって指定デイサービスを提供しなければならない。ただし、利

用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

３ 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス従業者の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第五十六条 指定デイサービス事業者は、利用定員（指定デイサービス事業所において

同時に指定デイサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう ）を。

超えて指定デイサービスの提供を行ってはならない。

（非常災害対策）

第五十七条 指定デイサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくと

ともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

（衛生管理等）

第五十八条 指定デイサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及

び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、又は衛生上必要な措置

を講じなければならない。

２ 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所において感染症が発生し、又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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（準用）

第五十九条 第八条から第十六条まで、第十八条、第条、第二十一条、第二十六条、第

二十七条及び第三十三条から第三十九条までの規定は、指定デイサービスの事業につ

いて準用する。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

（従業者の員数等）

第六十条 基準該当居宅支援に該当する知的障害者デイサービス（以下「基準該当デイ

」 。） （ 「 」 。）サービス という の事業を行う者 以下 基準該当デイサービス事業者 という

が当該事業を行う事業所（以下「基準該当デイサービス事業所」という ）ごとに置。

くべき従業者のうち指導員の員数は、基準該当デイサービスの単位ごとに、その提供

を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当デイサービスの提供に当たる指導員が利用者

の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数数以

上とする。

２ 基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、そ

の実施に必要な従業者を置かなければならない。

３ 基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあってはその

実施に必要な従業者を置かなければならない。

４ 第一項の基準該当デイサービスの単位は、基準該当デイサービスであってその提供

が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

（管理者）

第六十一条 基準該当デイサービス事業者は、基準該当デイサービス事業所ごとに専ら

その職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当デイサービス

事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当デイサービス事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるもの

とする。

（設備及び備品等）

第六十二条 基準該当デイサービス事業所には、静養及び相談を行う場所、日常生活訓

練及び社会適応訓練を行う場所及び作業を行う場所を確保するとともに、基準該当デ

イサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。



- 225 -

２ 基準該当デイサービス事業者のうち、給食サービスを実施するものにあっては、前

項に掲げる設備のほか、食事を行う場所を確保しなければならない。

３ 基準該当デイサービス事業者のうち、入浴サービスを実施するものにあっては、第

一項に掲げる設備のほか、浴室を備えなければならない。

４ 前三項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 静養及び相談を行う場所

必要な備品を備えること。

二 日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所

訓練に必要な機械器具等を備えること。

三 作業を行う場所

作業に必要な機械器具等を備えること。

四 食事を行う場所

食事の提供に支障がない広さを有すること。

五 浴室

障害の特性に応じたものであること。

５ 第一項から第三項までに掲げる設備は、専ら当該基準該当デイサービスの事業の用

に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当デイサービスの

提供に支障がない場合は、この限りでない。

（準用）

第六十三条 第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二

十六条、第二十七条、第三十三条から第三十九条まで及び第四節（第五十九条におい

て準用する第二十一条第一項を除く ）の規定は、基準該当デイサービスの事業につ。

いて準用する。
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第四章 指定知的障害者短期入所

第一節 基本方針

（基本方針）

第六十四条 指定居宅支援に該当する知的障害者短期入所（以下「指定短期入所」とい

う ）の事業は、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて。

必要な保護を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第六十五条 法第四条第四項に規定する施設が当該施設と一体的に運営を行う事業所

（以下「併設事業所」という ）を設置する場合において、当該施設及び併設事業所。

に置くべき従業者の総数は、当該施設の入所者数及び併設事業所の利用者数の総数を

当該施設の入所者数とみなしたときに当該施設として必要とされる数以上とする。

２ 法第四条第四項に規定する施設であって、その全部又は一部が入所者に利用されて

いない居室を利用して指定短期入所の事業を行うものに置くべき従業者の員数は、当

該施設の入所者数及び当該指定短期入所の事業の利用者数の総数を当該施設の入所者

とみなした場合において当該施設として必要とされる数以上とする。

（管理者）

（ 「 」 。） 、第六十六条 指定短期入所の事業を行う者 以下 指定短期入所事業者 という は

当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所事業所」という ）ごとに専らその職務。

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第六十七条 指定短期入所事業所は、併設事業所であるか、又は法第四条第四項に規定

する施設の居室であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室を用

いるものでなければならない。ただし、宿泊を伴わない指定短期入所のみを提供する

指定短期入所事業所にあっては、居室を用いずに当該指定短期入所を提供することが
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できる。

２ 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある施

設（以下この章において「併設本体施設」という ）の効率的運営が可能であり、か。

つ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備

（居室を除く ）を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。。

３ 第六十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、当該施設として必要とされる設

備を有することで足りるものとする。

第四節 運営に関する基準

（指定短期入所の開始及び終了）

第六十八条 指定短期入所事業者は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅にお

いて介護を受けることが一時的に困難となった者を対象に、指定短期入所を提供する

ものとする。

２ 指定短期入所事業者は、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と

同様に利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるよう必要な

援助に努めなければならない。

（入退所の記録の記載等）

第六十九条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の

名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項（以下この章において「居宅受給者

証記載事項」という ）を、当該者の居宅受給者証に記載しなければならない。。

２ 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により利用者の指定短期入所に

係る支給量に達した場合は、当該利用者に係る居宅受給者証の指定短期入所の提供に

係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

（居宅利用者負担額等の受領）

第七十条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際には、利用者又はその扶

養義務者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。
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２ 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際には、

前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第十五条の五第二項に規定する

額の支払を受けるものとする 。。

３ 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、短期入所において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、食材料費、日用品費、その他の日常生活においても通

常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら

れるものの支払を利用者から受けることができる。

４ 指定短期入所事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領

収証を利用者に対し交付しなければならない。

５ 指定短期入所事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。

（指定短期入所の取扱方針）

第七十一条 指定短期入所は、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環

境に応じ適切に提供されなければならない。

２ 短期入所従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

わなければならない。

３ 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。

（サービスの提供）

第七十二条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならな

い。

２ 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなけ

ればならない。

３ 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期
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入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

４ 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜し好を考慮したものとする

とともに、適切な時間に行わなければならない。

（健康管理）

第七十三条 指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健

康保持のための適切な措置をとらなければならない。

（相談及び援助）

第七十四条 指定短期入所事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（利用者の家族との連携）

第七十五条 指定短期入所事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなけれ

ばならない。

（緊急時等の対応）

第七十六条 指定短期入所の従業者等は、現に指定短期入所の提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにあらかじめ指定短期

入所事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。

（運営規程）

第七十七条 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項（第六

十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く ）に関する規程を定め。

ておかなければならない ）。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 利用定員

四 指定短期入所の内容及び利用者から受領する費用の額

五 通常の送迎の実施地域

六 サービス利用に当たっての留意事項

七 緊急時等における対応方法

八 非常災害対策
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九 その他運営に関する重要事項

（定員の遵守）

第七十八条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に

指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。

一 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

二 第六十五条第二項の適用を受ける施設である指定短期入所事業所にあっては、当

該施設の入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

（地域等との連携）

第七十九条 指定短期入所の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

（準用）

第八十条 第八条、第十条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二

十六条、第三十三条から第三十九条まで、第五十三条、第五十五条、第五十七条及び

第五十八条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。
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第三章 指定知的障害者地域生活援助

第一節 基本方針

（基本方針）

第八十一条 指定居宅支援に該当する知的障害者地域生活援助（以下「指定地域生活援

助」という ）の事業は、利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を。

営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環

（ 。境に応じて共同生活住居 法第四条第五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう

以下同じ ）において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を適切に行うもの。

でなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第八十二条 指定地域生活援助の事業を行う者（以下「指定地域生活援助事業者」とい

う ）が当該事業を行う事業所（以下「指定地域生活援助事業所」という ）ごとに置。 。

くべき世話人の員数は、専ら当該指定地域生活援助の提供に当たる世話人が一以上確

保されるために必要と認められる数以上とする。

（管理者）

第八十三条 指定地域生活援助事業者は、指定地域生活援助事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域生活援助事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定地域生活援助事業所の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

２ 指定地域生活援助事業所の管理者は、適切な指定地域生活援助を提供するために必

要な知識及び経験を有する者でなければならない。

第三節 設備に関する基準

（設備に関する基準）

第八十四条 指定地域生活援助事業所は、入居定員を四人以上七人以下とし、居室その

他利用者が相互に交流を図ることができる設備を設けるものとする。
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２ 前項に規定する居室は、原則として個室とする。

第四節 運営に関する基準

（入退居）

第八十五条 指定地域生活援助は、満十五歳以上の知的障害者であって、共同生活住居

への入居を必要とする者（入院治療を要する者を除く ）に提供するものとする。。

２ 指定地域生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、

生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

、 、 、３ 指定地域生活援助事業者は 利用者の退居の際には 利用者の希望を踏まえた上で

退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならな

い。

４ 指定地域生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助

を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。

（入退居の記録の記載等）

第八十六条 指定地域生活援助事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定地域生活

援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項（以下この章において

「居宅受給者証記載事項」という ）を、利用者の居宅受給者証に記載しなければな。

らない。

２ 指定地域生活援助事業者は、前項に規定する居宅受給者証記載事項を遅滞なく市町

村に対し報告しなければならない。

３ 指定地域生活援助事業者は、入居者数の変動が見込まれる場合においては、速やか

に都道府県に報告しなければならない。

（指定地域生活援助に係る費用の受領等）

第八十七条 指定地域生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定地域生活援助を

提供した際は、利用者から法第十五条の五第三項に規定する額の支払を受けるものと

する。
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指定地域生活援助事業者は、指定地域生活援助において提供される便宜に要する費２

用のうち、家賃、光熱水費、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必

要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる

ものの支払いを受けることができる。

３ 指定地域生活援助事業者は、前二項の費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用

に係る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

、 、４ 指定地域生活援助事業者は 第二項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては

あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用

者の同意を得なければならない。

（指定地域生活援助の基本取扱方針）

第八十八条 指定地域生活援助は、利用者が居宅において日常生活を営むことができる

よう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ適切に提

供されなければならない。

２ 指定地域生活援助事業者は、その提供する指定地域生活援助の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。

（指定地域生活援助の具体的取扱方針）

第八十九条 指定地域生活援助事業所の従業者（以下「従業者」という ）の行う指定。

地域生活援助の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定地域生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、サー

ビスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

二 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者

に対し、適切な相談及び助言を行う。

（社会生活上の便宜の供与）

第九十条 指定地域生活援助事業者は、利用者の職場及び知的障害者授産施設等との連

絡、調整並びに余暇活動の支援等に努めなければならない。

２ 指定地域生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する

手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意

を得て代わって行わなければならない。
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３ 指定地域生活援助事業者は、常に利用者と地域の住民等との交流等の機会を確保す

るよう努めなければならない。

（運営規程）

第九十一条 指定地域生活援助事業者は、指定地域生活援助事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 入居定員

四 指定地域生活援助の内容及び利用者から受領する費用の額

五 入居に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第九十二条 指定地域生活援助事業者は、利用者に対し適切な指定地域生活援助を提供

できるよう、指定地域生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。

２ 指定地域生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。

（支援体制の確保）

第九十三条 指定地域生活援助事業所は、緊急時等において利用者に対し速やかに必要

な支援を行うことができるよう、知的障害者援護施設等との連携及び適切な支援体制

が確保されていなければならない。

（定員の遵守）

第九十四条 指定地域生活援助事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させて

はならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

（準用）

第九十五条 第八条、第十条、第十一条、第十三条から第十六条まで、第十八条、第十

九条、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十九条まで、第五十三条、第五

十七条、第五十八条、第七十六条及び第七十九条の規定は、指定地域生活援助の事業



- 235 -

について準用する。

付 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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３ 児童〔児２１の１９－１，２項〕

第一章 総則

（趣旨）

第一条 指定居宅支援の事業に係る児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下

「法」という ）第二十一条の十九第一項の基準及び同条第二項の指定居宅支援の事。

業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第二十一条の十二第一項の基準

該当居宅支援の事業が満たすべきものについては、この省令の定めるところによる。

（定義）

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

一 居宅支援事業者 法第六条の二第五項に規定する児童居宅生活支援事業を行う者

をいう。

二 指定居宅支援事業者又は指定居宅支援 それぞれ法第二十一条の十第一項に規定

する指定居宅支援事業者又は指定居宅支援をいう。

三 居宅利用者負担額 法第二十一条の十第二項第二号に規定する市町村長が定める

基準により算定した額をいう。

四 居宅生活支援費の額 法第二十一条の十第二項に規定する居宅生活支援費の額を

いう。

五 支給期間 法第二十一条の十一第三項第一号に規定する居宅生活支援費（法第二

十一条の十二第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。以下同じ ）を支給す。

る期間をいう。

六 支給量 居宅生活支援費を支給する指定居宅支援（法第二十一条の十二第一項に

規定する特例居宅生活支援費を支給量する指定居宅支援以外の児童居宅支援を含

む ）の量をいう。。

七 法定代理受領 法第二十一条の十一第八項の規定により指定居宅支援に要した費

用が居宅支給決定保護者（法第二十一条の十一第五項に規定する居宅支給決定保護

。 。） 。者をいう 以下同じ に代わり当該指定居宅支援事業者に支払われることをいう

八 基準該当居宅支援 法第二十一条の十二第一項に規定する基準該当居宅支援をい

う。

九 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従

業者の員数に換算する方法をいう。
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（指定居宅支援の事業の一般原則）

第三条 指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場

に立ったサービスの提供に努めなければならない。

２ 指定居宅支援事業者は、指定居宅支援の事業を運営するに当たっては、地域との結

び付きを重視し、市町村（特別区を含む。以下同じ 、他の居宅支援事業者その他の。）

保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第二章 指定児童居宅介護

第一節 基本方針

（基本方針）

第四条 指定居宅支援に該当する児童居宅介護（以下「指定居宅介護」という ）の事。

業は、障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体そ

、 、 、 、の他の状況及びその置かれている環境に応じて 入浴 排せつ及び食事の介護 調理

洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介

護その他生活全般にわたる援助を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第五条 指定居宅介護の事業を行う者（以下「指定居宅介護事業者」という ）が当該。

事業を行う事業所 以下 指定居宅介護事業所 という ごとに置くべき従業者 指（ 「 」 。） （

定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節か

ら第四節までにおいて同じ ）の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。。

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指

定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス

提供責任者としなければならない。

（管理者）

第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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第三節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第七条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の

区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。

第四節 運営に関する基準

（内容及び手続きの説明）

第八条 指定居宅介護事業者は、居宅支給決定保護者が指定居宅介護の利用の申込みを

行ったときは、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十六条の規定による

説明を行わなければならない。

（契約支給量の報告等）

第九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の

区分、利用者に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下「契約支給量」とい

う ）その他の必要な事項（以下この章において「居宅受給者証記載事項」という ）。 。

を利用者の居宅受給者証に記載しなければならない。

２ 前項の契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはな らない。

３ 指定居宅介護事業者は、第一項の指定居宅介護の区分、契約支給量その他の必要な

事項（以下「契約内容報告事項」という ）を市町村に対し遅滞なく報告しなければ。

ならないこと。

４ 前三項の規定は、居宅受給者証記載事項又は契約内容報告事項に変更があった場合

について準用する。

（提供拒否の禁止）

第十条 指定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならな

い。

（あっせん、調整及び要請に対する協力）

、 、第十一条 指定居宅支援事業者は 指定居宅介護の利用について市町村が行うあっせん
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調整及び要請（以下｢あっせん等」という ）並びに当該あっせん等について都道府。

県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。

（サービス提供困難時の対応）

第十二条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域 当該(

事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。 等を勘案し、利用申)

込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適

当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければな

らない。

（受給資格の確認等）

第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の

提示する居宅受給者証によって、居宅支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめ

るものとする。

（居宅生活支援費支給の申請に係る援助）

、 、第十四条 指定居宅介護事業者は 居宅支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し

支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請について、必要な援助を行わなけれ

ばならない。

２ 指定居宅介護事業者は、利用者が行う支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給

申請について、市町村が当該申請に対する決定をする通常要すべき標準的な期間を考

慮してなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、障害児の心身の

状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。

（指定居宅支援事業者等との連携）

第十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、指定居宅支

援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、障害児又はその家
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族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第十七条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時

及び利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護

の提供日、内容その他の必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければな

らない。

２ 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者から指定居宅介

護を提供したことについての確認を受けなければならない。

（指定居宅介護事業者が利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等）

第十九条 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する利用者等に対して金銭の支払

を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるも

のであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際には、当該金銭の使途及び額並びに利用者

等に金銭の支払を求める理由について明らかにするとともに、利用者等の同意を得な

ければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この

限りではない。

（居宅利用者負担額等の受領）

第二十条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、利用者から居宅利

用者負担額の支払を受けるものとする。

２ 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、

前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第二十一条の十第二項に規定す

る額の支払を受けるものとする。

３ 指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合は、それに要し

た交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
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４ 指定居宅介護事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領

収証を利用者に対し交付しなければならない。

５ 指定居宅介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。

（居宅生活支援費の額に係る通知等）

第二十一条 指定居宅介護事業者は、市町村から指定居宅支援に係る居宅生活支援費の

支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知し

なければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、第前条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係

る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必

要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければ

ならない。

（指定居宅介護の基本取扱方針）

、 、第二十二条 指定居宅介護は 障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう

当該障害児の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなけ

ればならない。

２ 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。

（指定居宅介護の具体的取扱方針）

第二十三条 指定居宅介護事業所の従業者（以下この節において「従業者」という ）。

の行う指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

、 、一 指定居宅介護の提供に当たっては 次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき

障害児が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

二 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行う。



- 242 -

四 常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者

又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

（居宅介護計画の作成）

。第二十四条 サービス提供責任者 第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう(

以下同じ。 は、障害児の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービ)

スの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際には、利用者にその内容

を説明しなければならない。

３ サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施

状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

、 。４ 第一項及び第二項の規定は 前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第二十五条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である障害児に対する

居宅介護の提供をさせてはならない。

（利用者に関する市町村への通知）

第二十六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている利用者が偽りその他不

正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な

く、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

（緊急時等の対応）

第二十七条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに障害児に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じなければならない。

( )管理者及びサービス提供責任者の責務

第二十八条 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者及び業務の管理を、一元的に行わ

なければならない。

２ 指定居宅介護事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行うものとする。
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３ サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に

対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービ

スの内容の管理等を行うものとする。

（運営規程）

第二十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程 第三十三条において「運営規程」という。 を定( )

めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 緊急時等における対応方法

七 その他運営に関する重要事項

（介護等の総合的な提供）

第三十条 指定居宅介護事業者（指定居宅介護のうち専ら外出時における移動の介護の

提供を行う者を除く ）は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事。

等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援

助に偏することがあってはならない。

（勤務体制の確保等）

第三十一条 指定居宅介護事業者は、障害児に対し適切な指定居宅介護を提供できるよ

、 、 。う 指定居宅介護事業所ごとに 従業者の勤務の体制を定めておかなければならない

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従

業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

３ 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。

（衛生管理等）

第三十二条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要

な管理を行わなければならない。
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２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な

管理に努めなければならない。

（掲示）

第三十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程

の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第三十四条 指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ

ならない。

３ 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、障害児に関する情報

、 。を提供する際には あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない

（情報の提供等）

第三十五条 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護を利用しようとする者が、適切

かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者に関する情報の提

供を行うよう努めなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その

内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（苦情解決）

第三十六条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の

必要な措置を講じなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第二十一条の十五の

規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村

の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う
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調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。

３ 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う

同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければなら

ない。

（事故発生時の対応）

第三十七条 指定居宅介護事業者は、障害児に対する指定居宅介護の提供により事故が

発生した場合は、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、障害児に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第三十八条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

（記録の整備）

第三十九条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。

２ 指定居宅介護事業者は、障害児に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整

備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

（従業者の員数）

第四十条 基準該当居宅支援に該当する児童居宅介護（以下「基準該当居宅介護」とい

う ）の事業を行う者（以下「基準該当居宅介護事業者」という ）が、当該事業を行。 。

う事業所（以下「基準該当居宅介護事業所」という ）ごとに置くべき従業者（基準。

該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節

において同じ ）の員数は、三人以上とする。。

２ 離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものにおいて基準
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該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業所にあっては、前項の規定にかかわら

ず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。

３ 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち１人以

上の者をサービス提供責任者としなければならない。

（管理者）

第四十一条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務

に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（設備及び備品等）

第四十二条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画

を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。

（同居家族に対するサービス提供の制限）

第四十三条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対

する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である障害児に対する

居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

一 当該居宅介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅

介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村

が認めるものに住所を有する場合

二 当該居宅介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場

合

三 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従

業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合

２ 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書きの規定に基づき、従業者にその同居の

家族である障害児に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、利用者の

意向や当該障害児に係る次条において準用する第二十四条の居宅介護計画の実施状況

等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該

従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（準用）
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（ 、 。）第四十四条 第１節及び第４節 第二十一条第一項 第二十五条及び第三十条を除く

の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第二十四

条第一項中「第五条第二項」とあるのは 「第四十条第三項」と読み替えるものとす、

る 」。
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第三章 指定児童デイサービス

第一節 基本方針

（基本方針）

第四十五条 指定居宅支援に該当する児童デイサービス（以下「指定デイサービス」と

いう ）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に。

適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれてい

る環境に応じて適切な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第四十六条 指定デイサービスの事業を行う者（以下「指定デイサービス事業者」とい

う ）が当該事業を行う事業所（以下「指定デイサービス事業所」という ）ごとに置。 。

くべき従業者のうち指導員又は保育士の員数は、指定デイサービスの単位ごとにその

提供を行う時間帯）を通じて専ら当該指定デイサービスの提供に当たる指導員及び保

育士の総数が、障害児の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端数を増すご

とに一を加えた数以上以上とする。

２ 前項の指定デイサービスの単位は、指定デイサービスであってその提供が同時に１

又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいうものとする。

３ 第一項の指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

（管理者）

第四十七条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定デイサービス事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第四十八条 指定デイサービス事業所は、日常生活訓練室兼社会適応訓練室を有するほ

か、指定デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならな
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い。

２ 前項に掲げる日常生活訓練室兼社会適応訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備え

なければならない。

３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定デイサービスの事業の用に供するものでなけ

。 、 、ればならない ただし 障害児に対する指定デイサービスの提供に支障がない場合は

この限りでない。

第四節 運営に関する基準

（居宅利用者負担額等の受領）

第四十九条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスを提供した際は、利用者か

ら居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。

２ 指定デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定デイサービスを提供した

際には、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第二十一条の十第二項

に規定する額の支払を受けるものとする。

３ 指定デイサービス事業者は前二項の支払を受ける額のほか、デイサービスにおいて

提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを利用

者から受けることができる。

４ 指定デイサービス事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係

る領収証を利用者に対し交付しなければならない。

、 、５ 指定デイサービス事業者は 第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては

あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用

者の同意を得なければならない。

（指定デイサービスの基本取扱方針）

第五十条 指定デイサービス事業所の従業者（以下「この節において従業者という ）。

の行う指定デイサービスは、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集

団生活に適応することができるよう、適切に行わなければならない。
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２ 指定デイサービス事業者は、その提供する指定デイサービスの質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。

（指定デイサービスの具体的取扱方針）

第五十一条 指定デイサービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定デイサービスの提供に当たっては、次条第一項に規定するデイサービス計画

に基づき、障害児の日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓

練を、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切

にサービスの提供を行う。

、 、 、二 従業者は 指定デイサービスの提供に当たっては 懇切丁寧に行うことを旨とし

障害児又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いように説明を行う。

三 指定デイサービスの提供に当たっては、援助技術の進歩に対応し、適切な指導技

術をもってサービスの提供を行う。

四 指定デイサービスは、常に障害児の心身の状況を的確に把握するとともに、必要

に応じ、当該障害児の障害の特性に応じた指定デイサービスの提供ができる体制を

整える。

（デイサービス計画の作成）

第五十二条 指定デイサービス事業所の管理者は、障害児の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて、日常生活における基本的動作の習得等の目標、当該目

標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したデイサービス計画を作成し

なければならない。

２ 指定デイサービス事業所の管理者は、それぞれの障害児に応じたデイサービス計画

を作成し、障害児又はその介護者に対し、その内容等について説明しなければならな

い。

３ 指定デイサービス従業者は、それぞれの障害児について、デイサービス計画に従っ

たサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

（管理者の責務）

第五十三条 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者の管理、指定デイサービスの
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利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけれ

ばならない。

２ 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必

要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第五十四条 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定デイサービスの利用定員

五 指定デイサービスの内容及び利用者から受領する費用の額

六 通常の事業の実施地域

七 サービス利用に当たっての留意事項

八 緊急時等における対応方法

九 非常災害対策

十 その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第五十五条 指定デイサービス事業者は、障害児に対し適切な指定デイサービスを提供

できるよう、指定デイサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。

２ 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、当該指定デイサービ

ス事業所の従業者によって指定デイサービスを提供しなければならない。ただし、障

害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

３ 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス従業者の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第五十六条 指定デイサービス事業者は、利用定員（指定デイサービス事業所において

同時に指定デイサービスの提供を受けることができる障害児の数の上限をいう ）を。

超えて指定デイサービスの提供を行ってはならない。



- 252 -

（非常災害対策）

第五十七条 指定デイサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくと

ともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

（衛生管理等）

第五十八条 指定デイサービス事業者は、障害児の使用する施設、食器その他の設備及

び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、又は衛生上必要な措置

を講じなければならない。

２ 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所において感染症が発生し、又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（準用）

、 、 、 、 、第五十九条 第八条から第十六条まで 第十八条 第十九条 第二十一条 第二十六条

第二十七条及び第三十三条から第三十九条までの規定は、指定デイサービスの事業に

ついて準用する。

第五節 基準該当居宅支援に関する基準

（従業者の員数等）

第六十条 基準該当居宅支援に該当する児童デイサービス（以下「基準該当デイサービ

ス」という ）の事業を行う者（以下「基準該当デイサービス事業者」という ）が当。 。

該事業を行う事業所（以下「基準該当デイサービス事業所」という ）ごとに置くべ。

き従業者のうち指導員及び保育士の員数は、基準該当デイサービスの単位ごとに、そ

の提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当デイサービスの提供に当たる指導員及

び保育士の総数が、障害児の数が十五人までは二以上、それ以上五又はその端数を増

すごとに一を加えた数以上とする。

２ 前項の基準該当デイサービスの単位は、基準該当デイサービスであってその提供が

同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

（管理者）

第六十一条 基準該当デイサービス事業者は、基準該当デイサービス事業所ごとに専ら

その職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当デイサービス

事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当デイサービス事業所の他の職務に従
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事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるもの

とする。

（設備及び備品等）

第六十二条 基準該当デイサービス事業所には、日常生活訓練及び社会適応訓練を行う

場所を確保するとともに、基準該当デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備

品等を備えなければならない。

２ 前項に掲げる日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所には必要な機械器具等を備

えなければならない。

３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当デイサービスの事業の用に供するもので

なければならない。ただし、障害児に対する基準該当デイサービスの提供に支障がな

い場合は、この限りでない。

（準用）

第六十三条 第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条第二項、第二

十六条、第二十七条、第三十三条から第三十九条まで及び第四節（第五十九条におい

て準用する第二十一条第一項を除く ）の規定は、基準該当デイサービスの事業につ。

いて準用する。
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第四章 指定児童短期入所

第一節 基本方針

（基本方針）

第六十四条 指定居宅支援に該当する児童短期入所（以下「指定短期入所」という ）。

の事業は、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて必要な

保護を適切に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第六十五条 法第六条の二第四項に規定する施設が当該施設と一体的に運営を行う事業

所（以下「併設事業所」という ）を設置する場合において、当該施設及び併設事業。

所に置くべき従業者の総数は、当該施設の入所者数及び併設事業所の利用者数の総数

を当該施設の入所者数とみなしたときに当該施設として必要とされる数以上とする。

２ 法第六条の二第四項に規定する施設であって、その全部又は一部が入所者に利用さ

れていない居室を利用して指定短期入所の事業を行うものに置くべき従業者の員数

は、当該施設の入所者数及び当該指定短期入所の事業の利用者数の総数を当該施設の

入所者とみなした場合において当該施設として必要とされる数以上とする。

（管理者）

（ 「 」 。） 、第六十六条 指定短期入所の事業を行う者 以下 指定短期入所事業者 という は

当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所事業所」という ）ごとに専らその職務。

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第三節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第六十七条 指定短期入所事業所は、併設事業所であるか、又は法第六条の二第四項に

規定する施設の居室であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室

を用いるものでなければならない。ただし、宿泊を伴わない指定短期入所のみを提供

する指定短期入所事業所にあっては、居室を用いずに当該指定短期入所を提供するこ
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とができる。

２ 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある施

設（以下この章において「併設本体施設」という ）の効率的運営が可能であり、か。

つ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備

（居室を除く ）を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。。

３ 第六十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、当該施設として必要とされる設

備を有することで足りるものとする。

第四節 運営に関する基準

（指定短期入所の開始及び終了）

第六十八条 指定短期入所事業者は、保護者の疾病その他の理由により家庭において介

護を受けることが一時的に困難となった障害児を対象に、指定短期入所を提供する

ものとする。

２ 指定短期入所事業者は、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と

同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な

援助に努めなければならない。

（入退所の記録の記載等）

第六十九条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の

名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項（以下この章において「居宅受給者

証記載事項」という ）を、その者の居宅受給者証に記載しなければならない。。

２ 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により利用者の指定短期入所に

係る支給量に達した場合は、利用者に係る居宅受給者証の指定短期入所の提供に係る

部分の写しを市町村に提出しなければならない。

（居宅利用者負担額等の受領）

第七十条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際には、利用者から居宅利

用者負担額の支払を受けるものとする。

２ 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際には、
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前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第二十一の十第二項に規定する

額の支払を受けるものとする。

３ 指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、短期入所において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、食材料費、日用品費、その他の日常生活においても通

常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めら

れるものの支払を利用者から受けることができる。

４ 指定短期入所事業者は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領

収証を利用者に対し交付しなければならない。

５ 指定短期入所事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。

（指定短期入所の取扱方針）

第七十一条 指定短期入所は、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環

境に応じ適切に提供されなければならない。

２ 短期入所従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児

又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。

３ 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改

善を図らなければならない。

（サービスの提供）

第七十二条 指定短期入所の提供に当たっては、障害児の心身の状況に応じ、障害児の

支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

２ 指定短期入所事業者は、適切な方法により、障害児を入浴させ、又は清しきしなけ

ればならない。

３ 指定短期入所事業者は、その障害児に対して、利用者の負担により、当該指定短期

入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
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４ 利用者の食事は、栄養並びに障害児の身体の状況及び嗜好を考慮したものとすると

ともに、適切な時間に行わなければならない。

（健康管理）

第七十三条 指定短期入所事業者は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、健

康保持のための適切な措置をとらなければならない。

（相談及び援助）

第七十四条 指定短期入所事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（障害児の家族との連携）

第七十五条 指定短期入所事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなけれ

ばならない。

（緊急時等の対応）

第七十六条 指定短期入所の従業者等は、現に指定短期入所の提供を行っているときに

障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにあらかじめ指定短期

入所事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。

（運営規程）

第七十七条 指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項（第六

十五条第二項の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く ）に関する規程を定め。

ておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 利用定員

四 指定短期入所の内容及び利用者から受領する費用の額

五 通常の送迎の実施地域

六 サービス利用に当たっての留意事項

七 緊急時等における対応方法

八 非常災害対策

九 その他運営に関する重要事項
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（定員の遵守）

第七十八条 指定短期入所事業者は、次に掲げる障害児の数以上の障害児に対して同時

に指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある

場合は、この限りでない。

一 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる障害児の数

二 第六十五条第二項の適用を受ける施設である指定短期入所事業所にあっては、当

該施設の入所定員及び居室の定員を超えることとなる障害児の数

（地域等との連携）

第七十九条 指定短期入所の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

（準用）

第八十条 第八条、第十条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二

十六条、第三十三条から第三十九条まで、第五十三条、第五十五条、第五十七条及び

第五十八条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

付 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


